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国土交通省独立行政法人評価委員会 第１８回教育機関分科会 議事録 

平成２２年７月２６日 

 

【事務局】  定刻前でございますが、皆さんお揃いになられましたので、ただ今から国土交通省

独立行政法人評価委員会第１８回教育機関分科会を開催させていただきます。 

本日は、委員の皆様方にはご多忙の中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

私、事務局の海事局海技課海技企画官の阪本でございます。本日の進行を務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

初めに、今般、多数の委員及び臨時委員の交代がありましたので、委員を辞任されました方々、

また、ここにおられます委員の皆様、並びに事務局の紹介をさせていただきます。 

まず初めに、辞任されました委員及び臨時委員、４名の方々をご紹介いたします。 

分科会長であられました杉山委員につきましては２月２５日付で、また、吉田委員につきまし

ても３月３１日付で辞任されました。臨時委員につきましては、豊田臨時委員、佐伯臨時委員が

７月１日付で辞任されました。 

次に、本日ご出席の委員の皆様を紹介させていただきます。 

まず最初に、明治大学経営学部教授の石津委員でございます。 

【石津委員】  石津でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、中央大学法学部教授の工藤委員でございます。 

【工藤委員】  工藤でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、辞任されました吉田前委員の後任といたしまして、帝京大学経済学部

観光経営学科教授の酒井委員でございます。 

【酒井委員】  酒井でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  次に、前任の杉山委員の後任といたしまして、大阪産業大学大学院経営・流通学研

究科長の宮下委員でございます。 

【宮下委員】  宮下でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  なお、宮下委員におかれましては、６月９日付で臨時委員から委員に就任されてお

ります。 

次に、臨時委員の方々をご紹介いたします。 

東京海洋大学名誉教授の桑島委員でございます。 

【桑島臨時委員】  桑島です。 

【事務局】  次に、前任の豊田臨時委員の後任といたしまして、社団法人日本船長協会副会長の

小島委員でございます。 

【小島臨時委員】  小島です。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、たをの海運株式会社代表取締役社長の垰野委員でございます。 

【垰野臨時委員】  垰野でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、元エアーニッポン株式会社常勤監査役の高田委員でございます。 

【高田臨時委員】  高田です。よろしくお願いします。 

【事務局】  次に、宮下前臨時委員の後任としまして、関西大学政策創造学部教授の羽原委員で
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ございます。 

【羽原臨時委員】  羽原でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  最後に、佐伯前臨時委員の後任といたしまして、川崎汽船株式会社専務執行役員の

吉田委員でございます。 

【吉田臨時委員】  吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  また、本日は、国土交通省独立行政法人評価委員会の家田委員長にもご出席をいた

だいております。ご紹介いたします。 

【家田委員長】  家田でございます。よろしくお願いします。 

  ちょっとしゃべっていいですか。本当は、僕はこの分科会のメンバーではないのですが、特に

お願いして、オブザーバーとして出席させていただいている次第です。 

  と申しますのも、独立行政法人は国交省の中にいっぱいあるんですね。２０あって、その全体

の委員長が私なのですが、自分の得意な分野は比較的分かるにしても、分からない分野がいっぱ

いありまして、特に教育関係をされているところは、自分が習ったことがあるわけではないもの

ですから、是非、業務の内容等も知っておかなければいけないなということで出席させていただ

いている次第でございます。 

したがって、通常の皆さんの委員とは違って、私は自分で採点はしませんけれども、是非、皆

さんの議論を聞かせていただきたいということでございます。 

もう１つ、委員長としてお願いしておきたいと思っておりますのは、この独立行政法人、いろ

いろなところで話題になるところでありまして、その評価についてもできる限り客観的で厳正な

評価をやっていただく。これは当たり前のことなのですが、そうしていきたいし、それと同時に、

この２０もある独立行政法人の中でも、随分様子が違うんですね。研究をやって論文を稼いでい

くというようなところもあるし、こちらのように着々と若い人たちを教育していくというところ

もあるし、いざというときに備えて海上の安全を確保するというようなこともあります。いろい

ろ種類があって、それぞれの種類ごとに本当は評価すべきこともおのずから違ってくるのですけ

れど、ついつい、総務省的な考え方からすると、みんな一律の評価をしたがるんです。だけど、

決してそれがいいことではなくて、こちらの対象にしている３つの法人については、その法人の

特徴をよく踏まえていただいて、段々、こういう指標を入れたほうがいいのではないかとか、是

非、前向きの改善といいますか、改良といいますか、そんなことも皆さんでご議論いただいたら

と思っているところでございます。 

  いずれにしても、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

  なお、本日、鈴木委員及び廻委員からは欠席のご連絡をいただいております。 

  続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

  海事局海事課長の尾形でございます。 

【尾形海技課長】  尾形でございます。 

【事務局】  同じく海技課船員教育室長の金田でございます。 

【金田船員教育室長】  金田でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  同じく海技課企画調整官の清水でございます。 
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【清水企画調整官】  清水でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  海技課船員教育室課長補佐の加納でございます。 

【加納課長補佐】  加納でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  また、本日は、国交省の評価作業を取りまとめております政策評価官室から、川中

政策評価官も出席しております。 

【川中政策評価官】  よろしくお願いします。 

【事務局】  以上で事務局の紹介を終わらせていただきます。 

次に、事務局を代表いたしまして、海技課長の尾形からご挨拶を申し上げます。 

【尾形海技課長】  代表いたしまして私のほうからご挨拶をいたしたいと思います。 

  本日は分科会の皆様方、大変お忙しいところ、またお暑い中、お集まりいただきまして大変あ

りがとうございます。皆様方には、非常に日ごろからこの分野のことについてご理解とご支援を

いただき、また、厳しいご指導もいただき、この場をお借りして厚く御礼申し上げたいと思って

おります。また、家田委員長におかれましては、この分野の仕事に温かい関心と積極的な関与を

いただきまして、改めてありがたいと思っているところでございます。 

  まず冒頭、事務手続上のいろいろなお詫びを申し上げたいと思っております。昨年からの政治

的な動きの絡みもありまして、総務省側の作業がかなり遅れたと聞いております。弁解になりま

すが、そういったこともあって、皆様方への事前説明が大幅に遅れましたほか、今回新たに就任

されました方々の任命が、本委員会の直前のタイミングになってしまったというようなことで、

大変ばたばたしてしまい、申し訳なく思っているところでございます。この点も、この場を借り

てお詫び申し上げたいと思っております。 

もう少しお話しいたしますと、事業仕分けのことがございまして、昨年来からの動きでありま

すけれど、とにかく新しい政権の目玉事業ということでございます。 

  航海訓練所と海技教育機構は昨年の暮れに、そして航空大学校は今年４月に、それぞれ対応が

ありまして、基本的に自己収入を増やせとか受益者負担を高めろとか、とにかくスリム化しろと

いうようなことが言われております。 

  そういう中で、独法の抜本的な見直しという議論も動いていて、閣議決定などもありましたし、

さらに、第３弾の仕分けも予定されているやに聞いているところであります。ますます独法に対

して世間の目が向けられており、厳しい対応を迫られているわけでございますが、そういう中、

やはり専門家で構成されているこの分科会、あるいは家田委員長からのご指摘というものが、大

変、今後の運営上の参考になるものと思っておりますので、どうか今日はフルーツフルな議論が

できますよう、よろしくお願いしたいと思っております。 

  本日、３法人につきまして、財務諸表の承認に当たっての意見具申、それから業務実績の評価

ということをやっていただくということでございます。さらに、航空大学校につきましては、重

要な財産の処分に係る中期計画の変更についての意見具申というものがございますし、さらに総

務省からの指摘事項への対応実績の評価というものもございます。 

  こういったことについて、多岐にわたり長時間ご審議いただくわけでございます。お疲れのと

ころ、誠に恐縮ではありますが、どうかよろしくお願いしたいと思っております。 

  簡単ではありますが、事務局の代表としてご挨拶させていただきました。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

【事務局】  では、まず初めに、定足数の確認でございます。当分科会の委員等の定数は１２名

のところ、現在、１０名のご出席をいただきましたので、過半数を超えており、議事を行うため

の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。 

  また、本日の議事につきましては、国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則に定めるとお

り原則公開でございますが、審議の円滑な遂行に影響が生じるものとして、年度業務実績の評価

に係るものについては非公開とさせていただきます。 

  続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。資料をご覧ください。 

  お手元には、資料１、「平成２１年度財務諸表」。資料１－１という枝番がついているもので

す。続きまして資料２、「平成２１年度業務実績報告書」。資料２－１という枝番がついている

ものです。続きまして資料３－１、「平成２１年度業務運営評価説明資料」。資料３－１という

タグがついたものでございますが、最初に「業務運営評価説明資料の変更について」という一枚

紙がつけてございます。その次が本資料ということになります。 

  それから資料４、「平成２１年度業務実績評価調書の分科会長試案」。資料４－１の別紙とい

たしまして、『「平成２０年度における国土交通省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価

の結果等についての意見について」等への対応の実績』と、その別紙をつけてございます。 

  今、お手元には用意してございませんが、この後、航空大学校の資料にはさらに「重要な財産

の処分等について」という資料もご用意させていただきます。 

  以上、遺漏ございませんでしょうか。 

  資料のほうは２分冊になってございますが、もう１つのほうは海技教育機構の資料でございま

す。枝番で２番を振ってございます。 

  それから、席上にございます緑のファイルでございますが、このファイルの中には、評価委員

会及び分科会の委員名簿、並びに関係法令集、及び評価委員会や分科会の議事要旨などを綴って

おります。 

  また、昨年度の国交省所管の全法人の評価の分布、それから、本日ご審議いただく各法人の分

科会長試案を挟み込んでございます。「分科会長試案の評価の分布状況一覧表」でございます。 

  なお、この緑ファイルにつきましては、席置き資料といたしまして、委員会終了後に回収させ

ていただきます。お持ち帰りにならぬよう、一つよろしくお願いいたします。 

  資料につきましては、この緑ファイル以外はすべて公表の扱いとさせていただきます。 

  なお、既に事前説明時にもお伝えしておりますが、過去の当分科会におけるご意見を反映いた

しまして、昨年度と同様に、資料３の業務運営評価説明資料には、法人による自己評定というも

のを記載しております。 

  以上、資料についてでございます。 

  それでは、まず最初の議題であります、当教育機関分科会長及び分科会長代理の選任に入らせ

ていただきます。 

  先に申し上げましたとおり、前杉山分科会長が２月に辞任されましたので、改めて分科会長及

び分科会長代理を選出する必要がございます。 

  分科会長及び分科会長代理の選出につきましては、国土交通省独立行政法人評価委員会令第５
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条第３項により、分科会長は当該分科会に属する委員の互選により選出する。また、同第５項に、

分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行すると規定

されております。 

  したがいまして、まず石津委員、工藤委員、酒井委員、宮下委員の４名の中で、分科会長を互

選いただきたく存じます。 

【石津委員】  これまでさまざまな審議会に携わってこられて、また経営についても大変お詳し

い宮下先生がご適任ではないかと存じますが。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  ただ今石津委員から、分科会長には宮下委員が適任というご推薦がありましたが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  よろしいですか。 

  宮下先生、いかがでしょうか。 

【宮下委員】  それでは引き受けさせていただきたいと思います。 

  教育を通じて人間をつくるというのが、この分科会の担当しております３法人の職務、責務で

ございますので、そういう目から、本日、いろいろなご意見をいただければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

【事務局】  では、宮下委員を当分科会の分科会長ということに決定させていただきます。 

  次に、分科会長代理でございますが、分科会代理は分科会長が指名するという規定になってご

ざいます。 

【宮下委員】  引き続き、現在代理を務めていただいております石津委員にお願いしたいと考え

ておりますが、石津委員、いかがでございましょうか。 

【石津委員】  はい、お引き受けさせていただきます。 

【宮下委員】  どうもありがとうございます。それでは、石津委員を分科会長代理に指名させて

いただきます。 

【事務局】  どうもありがとうございました。 

  それでは、分科会長代理は引き続き石津委員ということでよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の議題に入らせていただきます前に、事務局から１点、評価の基本方針その他の

変更につきましてご報告いたします。 

  事務局資料１をお手元にご用意しております。既に事前説明等でご報告させていただいており

ますが、６月２５日に「評価の基本方針」及び「判断基準等に係る指針」等が改正されておりま

す。 

  まずは「評価の基本方針」についてご説明いたします。事務局資料１、新旧対照の資料をご覧

ください。業務実績評価に関する基本方針の新旧対象でございますが、左の欄に記載しておりま

すのが改正した基本方針の抄でございます。 

  １枚目の下のほうの枠囲みのところをご覧ください。これまで、業務実績評価は、右に書いて

ございますとおり、５点から１点という数値で評定していたわけでございますが、今年度の評価

から、ＳＳからＣの記号で評定することに変更いたしました。ＳＳは「中期目標の達成に向けて
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特筆すべきすぐれた実施状況にあると認められる」。また、Ｓにつきましては「すぐれた実施状

況」、Ａは「着実な実施状況」、Ｂは「おおむね着実な実施状況」、Ｃが「着実な実施状況にあ

ると認められない」というように、段階的にＳＳからＣの評定ということに変更いたしました。 

  次に、裏の２ページ目をご覧ください。中ほどの「②業務運営評価における実施状況全体に係

る判断」というところでございます。 

  これまでは数値評価をしていたため、機械的にその数値を合計して、それで「順調」等の判定

をしていたわけですが、今回は記号に変わりましたので、そういう機械的なものではなく、各評

定ごとの項目数の分布状況を示すことで、その全体像を表すということにしております。 

  お手元の資料に「総合的な評定」というものの様式をご用意させていただいております。この

「総合的な評定」の一番上の部分に、評定の分布状況を項目ごとに項目数を記載して、その状況

を棒グラフで示すということに変更してございます。 

  次に、もう一度事務局資料１の２ページに戻っていただきまして、「３．総合評価」の部分で

ございます。これまでの総合評価は、法人の業務実績等に対応して記述により評価するのみでし

たが、今回からは記述の評価に加えて総合評定というものを記号で記載し、その評定理由も記載

することとしております。 

  お手数ですが、もう一度先ほどの「総合的な評定」のフォーマットの、下の部分をご覧くださ

い。総合評価の中で法人業務の実績、課題、改善点、業務運営に対する意見等、その他、ここの

記載部分は前回と変わりございませんが、その下の総合評定というところで、ＳＳからＣの記号

を記載する。また、その評定を行った理由をその右に記載するという方式に変わってございます。 

  続きまして、事務局資料２をご覧ください。「判断基準指針新旧対照表」でございます。ポイ

ントのみをご説明させていただきます。１ページの最終部分から２ページにかけまして下線を引

いてございますが、「年度評価は委員長の同意を得て分科会の議決をもって委員会の議決とする

ことができる」という内容でございます。このことは、既に国土交通省独立行政法人評価委員会

令にも明記されている内容でございますが、誤解等が生じないようにという趣旨で、この判断基

準にも追加で明記したものでございます。 

  裏面、２ページの上から４行目になります、「４．」をご覧ください。上から３行目でござい

ますが、『ＳＳの評価については、抑制的に、「滅多につかない」ものとして扱うべきである』

とあり、この後の下線の部分でございますが、「この場合、特筆すべきと判断した理由として、

他の項目における実績との違いを明確に記述するものとする」という一文がつけ加わってござい

ます。 

  続いて「５．」をご覧ください。同じく左側にございますＳの判断基準ですが、「単に順調に

目標を達成しているのみならず、それ以上に積極的に評価すべき付加的な実績・内容が必要」と

されてございます。したがいまして、単に順調に目標を達成している場合はＡの評価ということ

になります。 

  ３ページ目にも改正した部分がございますが、この部分は形式的な改正でありますので、特に

内容が変わるというものではございません。 

  最後に、事務局資料３をご覧ください。「評価委員会運営規則新旧対照表」でございます。今

般、家田新委員長が就任されたことを期に、委員長のご意向を受けまして、委員長は所属をして
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いない分科会であっても会議に出席し、発言することができるという旨、改正してございます。

下線の部分でございます。 

  以上、評価の基本方針その他についての説明を終わらせていただきます。 

  ただ今の説明につきまして、ご質問がありましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

【工藤委員】  最後のところなのですが、運営規則はあくまでも運営規則ですから、そんなに細

かくなくてもいいと思います。家田先生はよく存じ上げているので別にいいと思うのですが、委

員長が分科会に出席して発言することができるということをずっと継続していると、評価の内容

に関することについてのご意見を言うこともできるという風になってしまう可能性があります。

これは趣旨としては、要するに評価を下すのではないけれども、発言できるということですよね。 

【事務局】  そのとおりでございます。 

【工藤委員】  やはり、規則にこの項目をわざわざ入れたのであれば、そのことを明言したほう

がいいのではないですか。つまり、家田先生はそういう方ではないかもしれませんが、将来的に、

非常に発言するのがお好きな方が来て…。そうなるとこれは厳密に言うとまずいことで。すみま

せん、法学部なのでいろいろと言ってしまって。 

  要は、ご所属でない分科会の中で、分科会が本来決めるべき評価に対してのご発言があるよう

なことがあってはいけないので、評価については発言できないと書くか、オブザーバーとして来

ていただくのであれば、そのことは別にわざわざ規則に入れなくてもいいか、どちらかにしたほ

うがいいのではないかと思うのですが。ご検討いただけますか。 

【事務局】  この規則につきましては、国交省の評価委員会を開催いたしまして、このように改

正案をご提示して、委員の方々に見ていただいたという経緯がございます。 

  ただ今、工藤委員からご発言がありましたことについては検討させていただきます。 

  ほかにございますか。 

  それでは、本題のほうでございます。次の議題であります、航海訓練所の議事に移らせていた

だきます。よろしいでしょうか。 

  それでは、お手元の資料１－１、資料２－１、資料３－１という、枝番が１のついた資料、表

が「財務諸表 独立行政法人航海訓練所」という資料でございます。この資料をご用意ください。 

  ここで、法人側の岡野理事長を紹介させていただきます。 

【岡野理事長】  岡野でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  法人側の他の方々につきましては、発言時に職名及び氏名を述べていただきますよ

うお願いいたします。 

  それでは、以後の進行につきまして宮下分科会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

【宮下分科会長】  それでは、事務局に代わりまして、議事を進めさせていただきます。 

  本日の分科会では、航海訓練所、海技教育機構、航空大学校の各法人ごとに２つずつの議題が

ございます。１つは平成２１年度財務諸表の国土交通大臣の承認に当たっての意見具申を行うこ

と。２つ目は平成２１年度業務実績の評価を行うことでございます。ただ、航空大学校につきま

しては、追加といたしまして３番目に重要な財産の処分計画の認可に当たっての意見具申を行う
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ことも予定いたしております。 

  各法人の審議時間はそれぞれ６０分を目安といたしておりまして、従来どおり財務諸表、業務

実績報告について、各法人からそれぞれ説明をしていただき、次いで、皆様のご意見を伺いなが

ら審議を進めてまいりたいと考えております。 

  それでは、早速でございますが、財務諸表について法人から説明をお願いいたします。 

【岡野理事長】  それでは、資料１－１をお願いいたします。財務諸表につきまして、貸借対照

表、損益計算書、及び決算報告書によりご説明をいたします。 

  なお、航海訓練所は通則法に定めます会計監査法人の監査を要しない法人ではありますが、適

正な経理処理を図るために、監査法人、税理士法人及び弁護士と業務支援契約を結んでおります。 

  それでは、資料１－１、最終ページになりますが、順序が逆で申し訳ありません、決算報告書

をご覧ください。 

  収入につきましては、その他の収入、寄附金等の増によりまして、決算額合計は当初の予算額

よりも約８,０００万円多くなりまして、約６４億１,５００万円となりました。 

  支出につきまして、業務費ですが、船舶運航経費の増加等によりまして、約９,８００万円の増

額決算となりました。この運航経費増につきましては、船舶燃料の異常な高騰からは脱したもの

の、引き続き高値で推移していること、及び一時先送りしました船舶の修繕を実施したことによ

るものです。 

  一方、人件費につきましては、前年度に予想外の退職者が発生し、その結果として新陳代謝が

図られたこと、及び、公務員に準じておりまして、ボーナス及び俸給月額を引き下げたというよ

うなことから、不用額が発生いたしました。 

  それらによりまして、支出決算額の合計は、当初の予算額よりも約２億６,０００万円少ない、

約６０億７,４００万円となりました。収入決算額合計から支出決算額合計を差し引きますと３

億４,０００万円少しになりますが、これが不用額となりました。 

  初めに戻りまして、２ページをご覧ください。 

  貸借対照表、左の欄、資産の部ですが、合計は１ページの一番下に示しております６３億６,

１００万円。そのうち、中段にございますリース船舶、資産価値がゼロとなっております。これ

は、海王丸につきまして、２１年９月でリース契約が切れたことにより、お示ししているところ

です。ただ、海王丸は引き続き実費相当の固定資産税及び消費税で保有者側と賃貸借契約を結ぶ

ことにしたものですから、重要な財務情報の開示ということでここにお示ししているわけでござ

います。 

  右側、負債の部合計、２ページの中段になりますが、１１億１,６００万円になります。その上

のほう、リース債務というところは、今の海王丸の関係で昨年度より大きく減になっております。 

  純資産の部合計は、２ページの下から２行目になります、５２億４,６００万円。そのうち資本

金につきましては５０億７００万円。これは全額政府の現物出資で、船舶、構築物、建物、土地

ということでございます。 

  ２つ目の資本剰余金につきましては、独立行政法人に移行後、国の補助金により整備をしまし

た銀河丸などの取得価格を示しております。 

  次の損益外減価償却累計額は、国から現物出資されましたものの減価償却累計でございます。 
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  利益剰余金につきましては、その合計が２ページの下から３行目になりますが、約５億２,２０

０万円。そのうち当期未処分利益が３億４,０００万円少しとなっております。 

  負債・純資産合わせまして、一番下の行、約６３億６,１００万円となりました。 

  続きまして、３、４ページをご覧ください。損益計算書です。 

  左側、経常費用のうち、業務費は一番下、右側に書いております約５６億８,２００万円。右側

は一般管理費、４ページ中段になりますが、３億８,２００万円。これに雑損を加えまして、経

常費用合計は約６０億６,５００万円となりました。 

  左側のページに戻りまして、上のほう、３行目ですが、船舶燃料費は一時の著しい高騰から脱

しまして、前年度と比較しますと２.３億円の減になっております。 

  次に４ページに戻りまして、経常収益合計は４ページの下から４行目、右のほうにお示しをし

ております約６４億５００万円ということでございます。 

  当期総利益、一番下の行は３億４,０００万円。この額は、貸借対照表の当期未処分利益と決算

報告書の不用額と同額になっております。通則法の規定によりまして、積立金として処理をする

予定にしております。 

  以上、簡単ですが、財務諸表説明を終わります。ありがとうございました。 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございました。 

  ただ今のご説明につきまして、ご質問をお願いいたしたいと思います。 

【石津委員】  ２点教えてください。後ろのほうに、行政サービス実施コスト計算書がございま

すが、これに控除される項目として幾つか挙がっております。この部分がいわゆる自主財源に当

たるところだろうと思います。今、独法に自主財源の確保ということが随分求められている時代

だと思いますが、この金額的には、近年どういう推移になっているか。最近多くなっているとか

少なくなっているとか、こういうところを努力して多くなっているとか、そういったところを教

えていただきたいということと、あと、寄附金が今回大変多かったと思うのですが、この内容に

ついても教えていただけますか。 

【岡野理事長】  行政サービス実施コスト計算書は７ページですが、控除の部分、推移ですが、

上から順番にご説明いたします。 

  財務収益のところは、実はお金があまり動いていないということなのでしょうが、利子分が昨

年度の５分の１ぐらいになっていると思います。 

  ２つ目の雑益ですが、これはあまり変わりなくて、実務研修とか附帯業務関係で入ってくるも

のでございます。 

  航海訓練受託料収入は、各学校側も大変厳しい中で協議を続けておりまして、年度ごとに約７

００万円ぐらいずつだったと思いますが、収入が増えてきているというところだと思います。 

  ＳＥＣＯＪの事務受託料は、徐々に右肩下がり、数十万単位でというところでしょうか。 

  次の寄附金収入が昨年度よりも多くなっておりますのは、新たに社船実習制度というものが設

けられました。これは私どもの練習船実習と社船の実習が並列で行われるということでございま

すが、社船実習を実施できなかった船会社が生じることがございます。その場合、私どもがお預

かりして学生たちを育て、それに対して船会社からお金が入ってくるというようなことで、寄附

金の部分が多くなったというところでございます。 
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  それでよろしいでしょうか。 

【石津委員】  トータルとすると、この自主財源としては増えてきているということですか。 

【岡野理事長】  最後の、社船実習にかかわるところが、実はあまりメリットがなくて、２１年

度につきましては、その社船実習制度を構築中で、まだ確立していなかったので、そのまま自主

財源的に使わせていただいておりますが、この制度が確立しまして、はっきりと寄附として入っ

てくる額が予測できることになりましたので、２２年度は早速、運営交付金から切られる状況に

なっています。 

【石津委員】  おっしゃる意味としては、自己収入が増えた分だけ交付金が少なくなってしまう

ということで…。 

【岡野理事長】  ちょっと余計なことを言いました。 

【石津委員】  はい。その場合、社船実習制度による収入は、やはり寄附金ということになるの

ですか。 

【岡野理事長】  それは、私どもも寄附金として扱うようにという指示を受けているところです。 

【野間理事】  今年度につきましても、同じ寄附金という形で扱っております。次年度以降につ

いては、一応…。 

【石津委員】  また検討されるということで。 

【桑島臨時委員】  今の件でちょっとお話しさせてください。社船に行かせた学生の分を、船会

社からいただくわけですか。 

【岡野理事長】  いえ、例えばある船会社が５人の学生を受け入れなさいという条件があったと

して、実際、実行上難しいので、３名はやりましょう、でも２名は自分の会社の船ではできませ

んので私どもでやるとなったとき、その２名分のお金が入ってくるという意味でございます。 

【桑島臨時委員】  それは船会社から訓練所に。 

【岡野理事長】  そうです。 

【桑島臨時委員】  そうすると、例えば委託元である教育機関からの分はどこへ行っているので

すか。その２名分については。両方とも訓練所が受けているということになるのですか。 

【岡野理事長】  第三者委託と呼んでおりますが、各学校からはその２名の学生につきましては、

受託料を免除しております。私どもが実際に委託を受けるのは学校からです。そのときにこの中

に書いてあります航海訓練受託料という部分に当たる、２１年度は５,０００円を、１人１月当

たりいただいておりますが、第三者委託の場合は、それが免除されます。それとは別に、船会社

から寄附金として入ってくるということです。 

【尾形海技課長】  制度的なことなので事務局からご説明します。 

  もともと、船員の養成というのは国策で、昔は附属の施設等機関であった航海訓練所でやって

きたわけです。それが独立行政法人になった後も、基本的には国費で交付金という形で養成する

ということをやっていたのですが、最近、海上運送法の中に、トン数標準税制の特例というもの

が盛り込まれまして、いわば税制の優遇措置を受ける海運会社は、これを受けるのであれば、他

方でちゃんと自分のところで船員の養成を自前でやりなさいということが義務づけられたので

す。 

  ですから、そのトン数標準税制の適用を受けるような大手の海運会社が中心なのですが、そう
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いうところは、航海訓練所がやっていたようなことを自分の責任でやりなさいということになっ

たわけです。そうすると、それは自前で対応しなければならない。それは自分の船でやる場合は

それでいいわけですが、もし自分の船でできなければ、航海訓練所にお願いすることになり、そ

うする以上、それはお金を払ってやってくださいと、こういう建前に変わったということです。 

【宮下分科会長】  いわゆる規制緩和でして、船会社のほうもみずから船員を養成したいと。そ

ういう力のあるところがおそらくトン数税制の適用を受けたいということなのでしょうが、急に

すべての枠を自分たちだけで社船実習するわけにはいかないので、申し訳ないけれども何人か分

は航海訓練所が引き受けてくれませんかという、そういう形で持ってきたのがこの寄附金収入で

すね。それで、従来どおりのものが航海訓練受託料収入ということになっているわけですね。 

  これは昨年度からの制度変更に伴うもので、寄附金としての扱いはまた来年度から変わるかも

しれないというお話なんですね。 

  変わらないですか。費用項目はこのままですか。 

【野間理事】  多分、項目上は寄附金という項目が一番適切なのでそうしていますが、今年度以

降、そこは変わらないという風に、今のところは考えています。 

【宮下分科会長】  だから、初めて今回見る項目だということになるわけですね。 

【桑島臨時委員】  もう一つ中身がよく分からない。ちょっと複雑になるので、後でお伺いさせ

ていただきます。どういう学生がそういうことになっているのか等ですね。 

【宮下分科会長】  はい。そうしたら桑島先生、石津先生、よろしいでしょうか。 

【石津委員】  はい。 

【宮下分科会長】  では、ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

【石津委員】  もう１つだけよろしいですか。業務費のところですが、船舶運航経費の増減とい

うところが、燃料費の関係で相当動きがあるところだと思うのですが、その点に関して、燃料費

の高騰とか下落という話はこれからも多分そういう時代なのかなと思っております。それを一定

にする工夫というか、予算と決算の乖離を少なくするような工夫として、例えば為替相場でした

ら一定期間固定するというようなことでやる場合があると思いますが、この燃料費に関しては、

毎回幾らだったからこうだということでやっていらっしゃるのですか。それとも何か工夫されて

いらっしゃるところがあるのですか。 

【岡野理事長】  燃料費につきましては、船が走れば燃料を使う、燃料タンクに空きが出たとき

に購入するという基本的な考え方でやっています。例えば、安いときに買って陸上のタンクに貯

めておくというようなことはしておりません。 

【石津委員】  実際に貯めておくかどうかは別問題として、契約として何月から何月までの間は

この値段でというような、固定相場といいますか、そういうようなことはされていらっしゃるの

ですか。 

【岡野理事長】  そういうことが可能かどうかも、業者さんといろいろ交渉はしているのですが、

何しろ扱う量が大変小量なものですから、そういう交渉の相手になりませんねという入り口の話

が一つあります。 

  それが本当にいいのかどうかは分かりませんが、例えばそうやって何カ月の間この金額でいき

ましょうといったときに、異常に高騰したときには、油会社にとっては本当は値上げしたいのに
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なかなか上げられない。一方、下がってきたときには、船会社のほうは下げてほしいと思うけれ

ど、前段で損をしているところがあるから、なかなか下げませんよというようなところがどうも

実態のようです。 

  我がほうはその都度買っているということで、平均してみますと、実際の市場相場でやってい

るものですから、そんなにおかしなことではなくて、むしろ市場よりも安く買えているのではな

いかなと思っております。 

【宮下分科会長】  基本的にスポットでやっておられるということですね。 

【岡野理事長】  はい。 

【宮下分科会長】  よろしいでしょうか。ほかにご質問ございませんか。 

【工藤委員】  先ほどの寄附金の話で、社船実習にできない分の学生の分を寄附金でということ

だったのですが、今後も寄附金でというのは、現状の区分からいうと寄附金なのかなという気は

しながら、ただし、本来的な実習とか、航海訓練所でもともとやっている研修と社船実習の性格

を考えると、もしそういうものが増えてきた場合に、寄附金ということでずっと運営していくの

が運営上正しいかどうか。貸借対照表とか行政サービスコストの計算上はそうなのかもしれない

のですが、実態を考えると、船会社から逆に分担金みたいな形でとるということはできないのか

なという気がちょっとするんです。 

つまり、実質的には、本来自分たちがやらなければいけないけれども、各所でできないからま

とめてそちらにお願いするということであれば、研修機関としてのサービスをしているのであっ

て、その受益をしているほうから見れば、自分たちでやらない分どこかにやっていただくという

ことで、分担金という発想がありますよね。 

  だから、今後の課題だと思うのですが、今後検討していくときにそういう道もあるのではない

かと。今は、例えば行政機関などが、市町村が自分のところで研修できないものは研修機関にや

ってもらう。例えば二十三区は個々には持っていなくて、東京都の研修所でやってもらうときに

は分担金を払いますよね。それで、人数や実施内容に応じて額が増減する。そういうほうが、今

後を考えていくときに、昨年度、２１年度が初めてですが、それが恒常化していくときには、何

かそういう仕組みづくりを少し考えたほうがいいのかなと思うので、それは今回の評価とは関係

ないですが、是非、ご検討いただけると…。 

【岡野理事長】  ありがとうございます。先生のおっしゃるところはよく理解できるところです。

この寄附の扱いにつきましては、海事局と打ち合わせた上でやっております。 

【金田船員教室室長】  今の先生のお話、ご尤もだと思います。ただし、トン数標準税制のため

に海上運送法を改正しましてまだ２年目でございまして、試行錯誤は当然必要だと思っています

が、システムの話については、航海訓練所が１人で変えられることではありませんので、今後、

先生のお言葉も踏まえながら検討が必要かと思っております。 

  以上でございます。 

【宮下分科会長】  ありがとうございます。 

  新しい項目として出てまいりましたので、いろいろ皆さん、ご意見がおありかと思いますが、

今後、姿が定まっていくということで期待したいと思います。 

  財務諸表についてのご質問は以上でよろしいですか。 
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  では、審議のほうに入りたいと思いますが、ご発言をお願いいたしたいと思います。 

  特にございませんようでしたら、「意見なし」ということにいたしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございます。では、そういうことにさせていただきたいと

思います。 

  では、続きまして、次の議題でございますが、平成２０年度業務実績について、法人のほうか

ら全項目を通して説明をお願いいたしたいと思います。 

  なお、別紙につきましては事前に送付いただいておりますので、時間が限られていることから、

説明のほうは結構でございます。 

  では、よろしくお願いいたします。 

【岡野理事長】  それでは、資料３－１をご覧ください。 

  先ほど事務局のほうから説明がございましたとおり、事前説明でこの５段表を使用いたしまし

たが、その後、いただいたご意見等を踏まえまして、多少修正を図りました。それをＡ４一枚も

ので資料の中にお示ししております。 

  それでは、この５段表の右から２つ目の欄、達成状況を中心に説明をさせていただきます。 

  １ページは、組織運営の効率化の部分でございますが、航海訓練所は全国に１５あります学校

から、さらには海外・アジアの４カ国から実習生を受け入れまして、５隻の練習船で航海訓練を

実施しております。１つの船に、多いときには７つのコースの学生たちが同時に乗っているとい

うような状況になっているものですから、従来の役割分担ではとても立ち行かないというような

ことで、船内組織の各部間の部の壁、あるいは職員と部員の壁を乗り越えて、訓練の役割分担を

見直す、その見直したもので今、トライアルを開始したという状況でございます。 

  次に３ページに飛びます。業務運営の効率化の推進でございます。 

  ２０年度の異常な燃料の高騰で四苦八苦した経験を踏まえまして、さまざまな節約対策を徹底

して、その結果、目標の数値を達成しております。 

  訓練の実施につきましては、どうしても燃料確保を優先するところから、船舶の中・長期的な

計画に基づく修繕をどうやっていくか、ぎりぎりな状態になっている実情でございます。 

  続きまして、６ページに飛ばせていただきます。提供するサービスの改善という中の、三級海

技士養成の部分です。 

  ①に海事英語訓練がございます。日本人の学生は、外国人の学生と一緒に訓練を行っていると

きに、この海事英語訓練は最も効果があるわけですが、その期間は１年のうちのたかだか２月程

度です。そのほかの訓練期間も英語の訓練は続けているところですが、より効果を高めるために、

外部委託機関と契約をしまして、事前に入念な打ち合わせをした上で、停泊中の２日程度ですが、

ネイティブの講師を招いて海事英語訓練に取り組んでいるところでございます。 

  次に７ページになりますが、②、③はいずれも安全にかかわる部分です。 

  海運業界は安全最優先でやっているところで、当訓練所は国際労働機関が出している安全にか

かわるガイドラインを踏まえて研究をし、それから開発したプログラムがあります。また、当訓

練所は国際安全管理規則に基づきまして、安全管理システムをやっているわけですが、そのプロ
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グラムやシステムを学生に経験させて、彼らがやがて卒業して船会社に行ったときに、安全活動

にみずからスムーズに入っていける、あるいはその管理に携われるというような取り組みをして

いるところでございます。 

  次、９ページに入ります。四級海技士の訓練関係です。 

  四級海技士は、主として内航海運に就職していくわけですが、内航海運は即戦力の身についた

新人船員を求めています。即戦力とは、就職後できる限り速やかに単独で航海当直ができる、あ

るいは１人で船首・船尾にあります甲板機器を操作できるというところです。 

  船の安全、仲間の安全、自分の安全を守るにはどうしたらいいか、一人一人の役割をきちっと

明示して、それを最後までやり遂げるというような訓練に取り組んでおりまして、彼らの積極性、

責任感、自主性を引き出すような取り組みをしているところでございます。 

  続いて１１ページにまいります。訓練の目標達成というところですが、その下のほう、アンダ

ーラインで、「不安をできる限り取り除く」というような表現がございます。 

  現在、若者は共同生活の経験が全くなくて入学してくる。これはごく普通でございます。各学

校の先生は大変ご苦労をしているわけですが、そういう状況の中で、我々の船に彼らをお預かり

したときに、全く初顔合わせの若い学生たちが６人、７人、狭い部屋で共同の生活をし、そして

訓練を開始していくということになると、彼らにとっては相当のストレスになっています。 

  そこで、もう少しきめ細かな指導をやろうではないかということで、２１年度から、我々の教

官が事前に学校側に出向いて子供たちに説明をし、その機会に先生方との意見交換をするという

ような取り組みを開始いたしました。 

  次のページ、１２ページ、インフルエンザです。 

  これは皆さんも本当にお困りになったと思いますが、我々、学校側に協力をお願いしまして、

乗船前に問診をする。乗船時点では体温測定をする、乗船してからは徹底して予防対策を講ずる。

やむなく病人が発生した場合には、部屋替えをして、隔離部屋を設定して対処するというような

ことをやりまして、大事に至らずに済みました。心底ほっとしているところです。それらを行い

まして、修了率９９％という実績が出ました。 

  次、１３ページ、訓練機材の整備です。 

  操船シミュレーターというものがありますが、その活用について、とりあえずいろいろな活用

の仕方がありますが、短期間、３.５カ月で養成する六級海技士（航海）の実習生を優先にそれ

を活用いたしました。 

  次のページ、ＡＩＳ船舶自動識別装置というものがございますが、その有用性は海運界で大変

高く評価されている一方で、手動入力の情報が正確ではないという問題が指摘されています。そ

れらを踏まえまして、ＡＩＳを適切に活用するためのシミュレーターを独自に開発いたしまし

た。さらに、多くの実習生に効率的に訓練を行うために、それをシステム化して活用していこう

というところでございます。 

  次に１５ページ、意見交換会の開催です。 

  目標値を大きく、３倍近く上回っております。その主たる要因は、先ほど申し上げました、事

前に我々から学校側に出向いて説明会をやろうというような取り組み。それに、当所にとりまし

て大変大きな課題であります内航用練習船導入を図ろうとしているところですが、それに向けて
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さまざまな意見交換をやったというところで、回数が大きく増えております。 

  次に１７ページに飛びます。職員の研修です。 

  予算はもちろん右肩下がりで、一方、実習生の数は増え、さらに新しい養成課程ができ、さら

には規制の強化ということで、仕事量としては増えている中で、いかに組織として若い人材を育

てていくか。これは大変重要な課題ということで、全員が共通にその課題を認識し、いろいろな

取り組みをやろうということで研修内容を見直して、それでスタートをしたというところでござ

います。 

  １８ページからは、安全管理の推進というところです。 

  １８ページの中ほどになりますが、船舶の構造設備、それから船舶の運航基準、労働環境、生

活環境、さらには人の健康、陸上から船に提供する情報を含みます支援、いずれも安全にかかわ

るもので、それをシステムとして文書化を図って、そのシステムをうまく動かしていくためには、

一人一人がよくそのことを意識し、かつ組織としてどう風土をつくり上げていくかということが

重要で、海上と陸上の職員が一堂に会して、安全に集中して議論をする安全推進会議、言ってみ

れば決起集会ですが、これを定期的に開催することにいたしました。 

  その結果としまして、ヒヤリハットが飛躍的に多くなりました。ヒヤリハット報告そのものも

文書化を図るもので、２４時間を通じて学生たちの教育指導に当たっておりますから、正直、面

倒くさいものですが、しかし確実に進める必要があるということで、意識が高まってきていると

捉えております。 

  次に２１ページに飛びます。自己点検・評価関連です。 

  ５隻の船、１年間に１回ずつ教育査察というものを行っております。実習の状況を評価してい

くわけですが、それはそれとしまして、いわゆる評価する査察チームと乗組員との直接的な意見

交換は大変重要だと思っております。 

  いきなり意見をどうぞと言ってもなかなか出てきませんので、評価する項目ごとに、それぞれ

の船がどんな取り組みをしているのか、そこから始めて、いろいろ意見を交換しているというこ

とをしております。ここにはＱＳＳというものがございますが、ＰＤＣＡサイクルで進める訓練

の質の改善、クォリティ・スタンダード・システムと言っていますが、これを進めておりまして、

年度末には全体のマネジメントレビューをしまして、次年度の改善方向性を示していくというよ

うなことをしております。 

  ２２、２３ページは研究関連です。 

  独自研究、目標値１８件に対しまして１９件、共同研究、目標１５件に対して１７件を実施い

たしました。新たに立ち上げました共同研究５件のうち２件は、全く新たな協定先になっており

ます。 

  続きまして２５ページに飛びます。社会に対する成果の普及活用といった観点の中の、技術移

転関連です。 

  ①は、私ども練習船に研修員としてお受けする数が目標値の３倍以上になっておりますが、こ

れは国の運輸安全に係る大きな組織変更がありまして、それに関連したニーズが主たる要因でご

ざいます。 

  ②の部分は、承認船員制度、外国人の持っている資格を日本の資格に認めましょう、そのため
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には国内法の講習が必要だけれども講師が不足している、そこで訓練所から講師を派遣したとい

うところです。 

  ２つ目、アジア人船員国際共同養成プロジェクト。これは日比の官労使で立ち上げたプロジェ

クトですが、我がほうの教官がフィリピンの練習船に出向きまして訓練の改善にかかわるアドバ

イスをしたということです。その実績につきましては、今年の２月に両国の船員政策フォーラム

というものが開かれまして、そこで大変高い評価をいただきました。 

  次のページ、２６ページの一番上に④とありますが、包括的な見直し作業を進めておりました

船員の資格証明に関する国際条約ですが、その改正案がこの６月に採択されました。それまでの

間、私ども職員が政府代表の一員として参加をいたしまして、改正案文の国際間調整など、大い

に活躍をしてまいりました。 

  次に２８ページに飛びます。研究成果の活用という内容です。 

  その中に、優秀講演賞というものがございます。これは東京都環境化学研究所との共同研究、

具体的には船に対して陸上から電源を供給することによって大気環境がどう改善されるかとい

う研究ですが、その発表に対していただいた賞です。 

  ところで、ここには全く記述はないのですが、つい数日前、１週間以内だと思いますが、ＮＨ

Ｋの朝の全国放送で、ＣＯ２排出削減に係る大手造船所のセールスポイント３つが報道されてい

ました。そのうちの１つは、１０年前に私どもの練習船の青雲丸を実験船として行いました共同

研究の成果が商業化になってきているというところです。 

  ２９ページは海事思想の普及の部分です。 

  中ほどにありますが、地方自治体等と調整をしまして、航海訓練の途次、各地の港に寄港した

際に、１９のイベントに参加をしております。 

  下のほうですが、一般公開につきましては、今年も船内見学をした見学者の数は１０万人を超

えております。 

  片仮名で「シップスクール」というものが出てまいりますが、これは、船を見せてほしい、船

の話を聞かせてほしいというようなご要望がいろいろございます。それらに速やかに、柔軟に対

応しようということで取り組んでいる活動を総称してシップスクールと呼んでいますが、２１年

度はトータル４０回、それに参加した方は３,０００名を超えたという状況でございます。 

  飛びまして３３ページからは、予算資金計画等ですが、先ほどの財務諸表と重複しますので、

説明は割愛をさせていただきます。 

  最終ページ、３９ページは人事に関する計画ですが、これも説明は省略をさせていただきます。 

  駆け足で時間オーバーになりましたが、これで説明を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

【宮下分科会長】  ありがとうございました。 

  では、ご質問を受けたいと思います。ただ今の説明につきまして、ご質問がございましたらお

出しいただきたいと思います。 

  事前に目を通していただいているところで、今日、またご説明を受けたというところで、何か

お気づきの点がございましたらお願いしたいと思います。 

【家田委員長】  ちょっと聞いていいですか。個別の話はそれぞれご専門の先生が見ていらっし
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ゃるからいいとして、自己評価でＡとかＳとかある中で、例えばＳの中でも附属資料がついてい

るものとついていないものがあったり、附属資料でも、この仕事はこういうものですということ

を説明しているものもあるし、なぜこれがＳなのかという説得力を持つものもあるし、そういう

のがついていないものもあるのだけれど。 

  この、少なくともＳをつけるようなものについては、相当の客観的説得力がないと、委員の先

生方もなかなかうんとは言わないと思うのですが。この資料のつくり方に関して、何かお考えが

あったら教えていただけませんか。 

【飯田理事】  訓練担当理事の飯田と申します。附属資料ということで相当数つけさせていただ

いておりますが、文言だけではなかなか難しいのかなという観点で、従来から作らさせていただ

いております。 

  いろいろなパターンで作っているところはあるのでございますが、例えば説明で、「航海訓練

を実施した」としている箇所の附属資料となる資料４ですと、どういうところからどういう学生

をどういう形で実習を受け入れているかという風なことが見える形にしております。いろいろな

資格がございますので……。 

【家田委員長】  業務がこうですという説明は当然、附属資料として必要なのだけれど、やはり

高い得点を自己評価するには、自分たちでもＳと言うからには、これだけの客観的な事実がある

からＳをつけているのですよという、自信をお持ちだと思うんです。 

  その辺をもう少し、少なくともＳをつけるようなものについては出さないと、「えっ」という

感じを受けるのではないかと思うので。これは単にオブザーバーとして言うのですが、この後、

分科会の先生方に評価していただいて、Ｓ以上がつくようなものについては、事後的でも結構で

すけれど、もうちょっと資料を充実してもいいのではないかと思いました。 

【宮下分科会長】  例えば、今、家田委員長がおっしゃったのは、こちらのほうの実績報告資料

集の２２ページのところですね。資料の１４というのは、これは数値ですから示しやすいのです

が、ヒヤリハット、その報告が非常に増えて、逆に本当の危険は減ったという、非常にいい成果

を目に見える形で示していただいているんですよね。こういう示し方、中には質的な評価もござ

いますので、フィリピンに行かれての技術協力の成果がどうだったかこうだったかというのもな

かなか難しいのですが、示せるところはできるだけ示していただきたい。 

  今、非常に温かいご示唆をいただいたのですが、我々の結論がＳ以上になったような場合、そ

れに対応したこちらの資料をもう一度つくり直していただくとか、そういう作業をお願いできれ

ばと思うのですが。 

  そういうことは可能なんですか。 

【家田委員】  議事録をとっているのかどうか知りませんけれど。とにかく、結果として納得で

きるというようなことが大事なことですから。分科会長のご指示に従ってやっていただければい

いと思いますが。 

【宮下分科会長】  この分科会で、委員の皆さんが納得したとおっしゃればそれでいいかと思い

ますが。 

  家田先生がやっておられる鉄道運輸機構のほうは、いろいろ発明・発見とかいうのがございま

して、非常に説明しやすいことがあるんです。工学系のものであるということもありまして。 
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  こちらのほうの教育というのは、先ほども申しましたように、長い目で見て効果がじわじわと

出てくるものだと。それをこの１年間で評価しなければいけないということですから、どだい無

理なことを最初からお願いしていることになるわけです。長い年月の中で、今年どうだったかと

いうことですから。 

  だから、そのあたりのところを、ちょっと書きにくいかと思うのですが、工夫を今後もしてい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

【家田委員長】  やはりＳというのは、計画に対するその実績という、その瞬間瞬間の見方もで

きるのですが、一番納得できるのは、今、分科会長がおっしゃった２２ページの資料１４にある

ように、過去に比べても突出してという、これは説得力がありますよね。 

  つまり、時系列の中で見たときに、今年あえてＳをつける、あるいはＳＳをつけるということ

の納得度のようなものは、やはり、どこから何を言われても自信を持って、という資料をつくる

努力は必要かもしれないですね。 

【岡野理事長】  ありがとうございます。確かに、ヒヤリハットの部分は、我々が見てもなるほ

どと思えるんです。ところが、若い子供たちが我々と一緒にやった成果がどこまで身について、

それで現場で何ができるかという評価をどういう風にしたらいいか、評価の仕方がなかなか確立

されておりませんので、例えば、現場でいろいろな実習をしたとき、ある機器をスタートして動

かして、運転状況を確認するまでどんな手順でやっていくかというようなことを、チェックリス

トなどをつくって評価しているのですが、それをここでどうお示しすることができるか、いろい

ろと方法を考えていきたいと思います。 

  一方では、学生たちの資質がどう育っていくか。よし、おれはやはり将来船に乗って頑張るぞ、

というような部分の評価の仕方をどうしていくかというところの悩みの部分もあります。あまり

それを点数評価してしまうと、彼らは、何だよ、人間を点数評価するのかというような、変な逆

効果になるといけませんので、その辺も考えながら、ご指摘を踏まえてやっていきたいと思いま

す。 

【宮下分科会長】  そうですね。相手は人間ですから。 

【家田委員長】  冒頭申し上げたのだけれど、すぐに、さあ新しいものを今度からやるぞ、なん

て簡単にできないと思うのですが、例えば大学の中でも、コース・エバリュエーションというこ

とで、講義が終わった後は、いろいろな質問項目に学生が答えるようになっているんです。それ

を何年も繰り返しますと、その個々人のよしあしではなくて、トレンドとしてどういう風に、顧

客であるところの学生の満足度なりが高まったかとか低まったかとか、あるいは個々の科目の教

え方に改善の余地があるのかないのかとか、分かるじゃないですか。 

  そんなたぐいのこととか、あるいはこういう技能的なチェックもあるとすると、その技能チェ

ックの度合いがどのくらい変わったとか、そういうのを時系列で示されると、着実な成果という

ものは誰の目にも見やすいのではないかと思います。 

【岡野理事長】  ありがとうございます。今の満足度調査というのは、組織全体としてやってい

るものもございますし、船それぞれで毎回毎回、学生を受け入れるたびに別な学生が来ますので、

今度の学生はこういう学生だ、ではこんなことを目指してやろうといって事前の計画を立て、や

ってみて、全期間が終わる中間に満足度はどうかとやってみて、また改善を図っていくというこ
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とは実際は常にやっているのです。 

  それを、例えば５年なら５年にわたってどう変わってきたかという、そこのところですね。 

【家田委員長】  毎年とらないとね。 

【宮下分科会長】  何か委員会でもつくられないと、そういうシステムは維持できないですよね。

ＦＤ委員会とかがそういうものだと思うのですが。どこの教育機関もなかなか苦労しているとこ

ろなのですがね。それをどこまで評価できるかということもなかなか難しい。学生への聞き方に

よりましてね。 

【岡野理事長】  今、委員長がおっしゃったのは、ＣＳ分析と呼ぶものですか。 

【家田委員長】  コース・エバリュエーションですか。ええ。 

【宮下分科会長】  ありがとうございます。ほかにご意見よろしいですか。 

【小島臨時委員】  ネイティブの英語の先生は何日と説明されましたか。 

【岡野理事長】  ２日程度です。 

【小島臨時委員】  分かりました。３級のほうの話をさせていただきます。私も船会社にいまし

たので。 

  船社で訓練される方と、訓練所で訓練される方というのが分かれるわけですよね。片や船社の

ほうは、多分フィリピンクルーなどが混乗で乗っていて、日々英語で会話をしていると思うんで

す。訓練所の練習船で訓練する人は、どちらかというと英語をしゃべる期間は少なくなってしま

うと思うのですが。 

  それがいけないということではありません。船会社が即戦力でそういう人が欲しいというわけ

ではないので。やはり中に入ってから会社で教えていったほうが、英語力というのは現実につく

と思うので、そこでそんなに差はないと思います。 

  こういう委員会で言っていいことかどうか分からないですが、人間の資質というか、やはり今

はもう寮生活が少なくなってきているし、団体生活をする機会というのは、やはり練習船はすご

く貴重だと思うんです。だから、即戦力以外に、やはり人間を磨くとか、先輩として訓練所の先

生、教官が、学生にちゃんとしたアドバイスをしていくこととかも、すごく大切だと思うんです。

そういうのは、この評価にはあまり出てこないと思うのですが、裏にはそういうことがあるとい

うことを、私は意見として持っています。 

  以上です。 

【宮下分科会長】  ありがとうございます。ご意見ですね。 

  質疑のほうですが、何かございますでしょうか。 

【羽原臨時委員】  修繕費に関して、実質的には航海訓練所の場合に持っている訓練船について

は、これはよく誤解が生ずるので、そうなったら困ると思うので、この場で申し上げたいのです

が。 

  一般の財物・資産は、長くメンテナンスをしてもたせればもたせるほど評価が高くなりますが、

船舶はそういうわけにいかないので、１５年を過ぎた船を大事に使ってメンテナンスされると、

メンテナンス費用がどんどん加算してくるであろうし、今、３０年目を迎えるような船を使って

いるというのは、少し安全面での面もありますが、もっとコスト引き下げという意味では、ライ

フサイクルマネジメントといいますか、ライフサイクルコストで考えて、長期的に考えないと。 
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 船舶はもう２０年もするとぼろ船ですから。ぼろ船というか、老朽船ですね。老朽船を使いなが

ら訓練をして維持させるというのは現場も大変ですし、コストもかえってかかるという面がある

ので、そこは自動車ではないので、国民的理解を得る上では非常に重要なポイントだと思います

ので、できるだけ機材の更新というようなものを、今後は是非、大きな要素として入れる必要が

ありますね。 

  特に訓練船は、教育のためのものですから、システムを二重にしないといけないと思います。

それから居住空間を十分にとってつくらないといけませんので、いわば特殊船です。中身が違い

ますので、一般の貨物船だったら安くできるところを、やはり３倍以上かかると考えてもいいと

思いますし、そのつくり方も、鋼材の安い時期にぱっと確保してつくるというわけにもいきませ

んから、そういった面の発想を入れていく必要があろうかと思います。 

  ということで、修繕費はかなり、徐々に高くついてくるのではないかということで、現場はな

かなか大変だと思うのですが。これは推測ですけれど。 

【宮下分科会長】  普通のビジネスならばそれでいける。国家予算のほうで、船舶の建造費用を

ぽんと出してくださるのだったら、まさにそれで１５年ごとに更新していけば、それで済むわけ

ですよね。 

  そのあたりのところが、船員の委員会でも大変もめて。どういう代替船をつくるか。２隻ある

うちの１隻しか代替しないとか。今の国家予算の中でですね。そういう問題がありますので、確

かにそれは理論としてはそのとおりなのですが。船がなくなってしまうという危険のほうが大き

い可能性があると思います。 

  では、よろしゅうございますか。では、評価の審議のほうに入りたいと思います。 

  では、これでご退出をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

【岡野理事長】  ありがとうございました。 

（法人関係者、傍聴人退室） 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  今のようなご意見、是非、中期計画の意見具申等のときに言っていただくと、何らか

のプレッシャーになると思いますよ。 

【委員】  はい。まあ、航空機もそうだと思いますけれど、船舶の場合、特にそうだと思うんで

す。 

【委員】  今、船舶はすごく大変な状況で、海上保安庁のほうの船舶の委員会にも入っているの

ですが、巡視船がほとんど３０年を超えていて、一番新しいのが２６年とか２７年で、いつ沈ん

でもおかしくないような状況です。 

【委員】  本当、そうですね。表からはペイントをきれいに塗って分からなくしていますし、現

場を見ても「こんなにぼろぼろです」なんて絶対に見せてくれませんので、推しはかる以外にな

いのですが。 

【委員】  いや、委員会にはさすがに、すごくやばい写真がいっぱい出るのですが。 

【委員】  そうですか。もうぼろぼろですよ。 

【委員】  ただ、国会のほうでお金をくれないので、という話になっていまして。実質的に、年

間の修理とかメンテナンスにかかっている日にちが９０日間ぐらい。ということは、３分の１ぐ
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らいほとんど稼働していない状態なので、それって無駄じゃないですか、ということを申し上げ

るのですが、なかなか。先生たちが理解してくれない。 

  あれ、１回見せたらいいと思うんですよね、あのぼろぼろになって使っている写真を。 

【委員】  それでは、時間の関係もございますので、先に進みたいと思います。 

  評価方法についての確認をまずしたいと思います。 

  評価方法につきましては、冒頭に事務局のほうからご説明がありましたとおりでございまして、

今般改正されました「業務実績評価に関する基本指針」に基づきまして、個別項目ごとに中期目

標の達成に向けた中期計画の実施状況について検討し、段階的評価を行うことになっておりま

す。ＳＳからＣまでの５段階を基本として評定することになっておりますので、実施状況がどの

段階にあるかを評定していただきたいと思います。 

  お手元の緑のファイルには、先日、皆様からいただきました事前評価を集計し、その結果から

作成しました分科会長試案における評価の分布状況一覧表を準備しておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

  試案における評定欄がございますが、それにつきましては昨年にならいまして、全委員の事前

評定の内訳を記載した上で、評定が分かれた項目につきましては、異なった評定が３人以上とな

った場合には評定を空欄としております。つまり、異なった評定が２人以下の場合、ＡまたはＳ

の評定を既に記入いたしております。 

  また、評定とは別に、各項目におけるご意見についてはそのまま記入をさせていただいており

ます。 

  まず初めに、評定の決め方について確認したいと思います。 

  基本的には多数決で評定するものとし、ＡまたはＳの評定を記載した項目につきましては、強

い異論がなければ、皆様のご了解をいただいたものとして決定させていただきたいと考えており

ます。 

  空欄の項目につきましては、ご意見をいただきながら評定を決定したいと考えておりますが、

今回、３独法とも空欄の数が非常に多くて、すべてを審議するには時間が不足すると大いに懸念

しております。 

  そこでご提案でございますが、３分の２の方、つまり１２名のうち８名が同意されているとい

う項目につきましても、強い異論がございませんようでしたら、皆様のご了解をいただいたもの

として、その多数意見のほうに決定させていただきたいと考えております。３分の２の決定です

が、そういう取り扱いにさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それでは、異議なくご了承いただいたということでございますので、そのようにさせ

ていただきたいと思います。ご了解いただきましてありがとうございます。 

  なお、別紙の取り扱いですが、その内容は中期計画の達成にかかわるものとそうでないものと

がありますので、業務実績の評価とは切り離して取り扱うことといたしますので、その旨もご了

解のほど、よろしくお願いいたします。 

  それでは、審議時間の都合上、評定を空欄でお示ししている項目について、各項目ごとに主な

ご意見を事務局に説明していただき、評定を決定していきたいと思います。 
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  先ほどご了解をいただきました、８名の方が同意されている項目につきましては、評定のみを

説明させていただくということにさせていただきたいと思います。 

  それでは、早速でございますが、事務局からの説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、お手元の資料４－１をご覧ください。横の表でございます。分科会試案

です。 

  それでは、空欄のところのみを、評定のみのご説明、もしくは３分の２の方が同意されてない

部分については皆様のご意見をご紹介したいと思います。 

  それでは資料４－１の５ページをご覧ください。 

  一番左に項目がございますが、三級海技士養成訓練課程及び指導要領の見直し。ここの項目で

ございますが、ここはＡが３名、Ｓが９名で、今、分科会長から３分の２というお話がございま

したが、それでいきますと評定はＳとなります。 

【委員】  よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  ありがとうございます。 

【事務局】  続きまして７ページをご覧ください。 

 四級海技士養成訓練課程及び指導要領の見直しの項目でございます。この項目につきまして

は、Ａが７人、Ｓが５人でございます。この部分は３分の２に達してございませんので、皆様の

ご意見をご紹介させていただきます。 

  まず、緊急に求められている若年船員の即戦力化を達成するための教育内容に創意工夫が認め

られる。特に一人当直体制の導入と実習生による自立したグループ業務完遂能力の育成は高く評

価できる。 

  このように、即戦力化については評価できるというご意見が３名。特にその中で一人船橋当直

が評価できるとおっしゃる方が２人ございます。 

  それから、内航船員の講義と実際の仕事のギャップをより少なくするように、内航船社から船

舶管理実務者を招へいして講義をしているということがすばらしいという方がお２人ございま

す。また、ビデオによる教材の作成等によって、訓練内容の充実・強化が図られているといった

ご意見でございます。 

  以上です。 

【委員】  ありがとうございます。 

  ここのところは、四級海技士の即戦力化ということで、いろいろ制度改革が図られておりまし

て、それに航海訓練所は緊急の対応としてよく応えているというところが、評価した側のＳの意

見でございます。 

  ただ、３番目の下のところに、航海訓練所自身が書き込んでいるところは、今、いろいろと検

討していることも多いということを書いておりまして、上の部分だけであればＳでよかったかな

とも思うのですが、下のほうが、なおいろいろ検討しているというような書き方にもなっており

ますし、Ａの方が７名ということでございます。私としてはＳをあげたいなと思うのですが、特

に強くサポートされる方がなければＡにいたしたいと思います。 

  よろしゅうございますか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【委員】  どうもありがとうございます。 

  では次をお願いいたします。 

【事務局】  続きましては、次の８ページでございます。 

  実習生の適正な配乗計画と受け入れ計画及び訓練の達成目標の項目でございますが、Ａが５人、

Ｓが７人でございます。 

  ご意見といたしまして、実習生受け入れ容量に対する実績の割合が８０％を超えている中、実

習生全員の訓練終了を目指す処理の細かい訓練を実行し、フォローアップする体制を整え、また

メンタル支援を強化するなどの取り組みが評価できる。 

  このように、実習生受け入れ８０％、非常に厳しい状況の中で、訓練終了を目指して頑張って

いるというようなご意見が４名ございました。 

  また、インフルエンザの部分でございますが、インフルエンザの流行があった年であるにもか

かわらず順調だったのは、周到な準備があったからであり、評価できる。 

  このように、インフルエンザについてはお二方が評価してございます。 

  以上でございます。 

【委員】  ありがとうございます。 

  数量的な、終了の８０％というところの評価。それから、どの大学でもそうなのでしょうが、

メンタル支援というのはどこでもやってはいるのですが、先ほど委員のほうからご意見がござい

ましたような、船内におきます孤独な中での学生支援というあたりで、非常に重要なポイントで

はないかと考えます。いろいろなフォローアップ体制があると。 

  ということで、一応、私もＳのほうを書いているのですが、７対５というところで、５の方が

これはけしからんとおっしゃるようでありましたら引っ込めますが。もしそういうところでよろ

しければ、Ｓにいたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  委員、ご意見がございましたらおっしゃってください。 

【委員】  いえ、判定については発言を控えるのですが、規定上は親委員会の委員長である私が

後で文句を言うことができるというルールになっているので…。別に文句は言いませんけれど。 

  意見だけ言っておくと、さっき申し上げたように、資料上の説得力が割合薄いのが多くて。メ

ンタルについては報告書に書いてあるし、努力したとか数字を挙げてあるものもあるのだけれ

ど、それって普通じゃないの、という感じもするところがあるので。もちろん、Ｓにされた場合

には、資料をちょっと整えておくほうがいいかもしれないですね。 

【委員】  プラス補強の資料が必要かもしれない。ただ、委員長がおっしゃるのですが、なかな

か海上におけます教育というのは大変でしてね。釈迦に説法かもしれませんが、船員さん自身が

職場として陸から離れておられるという特別なところで訓練をしなければいけない。それで、も

う土俵が明らかに違うと。ゴルフで言うと多くのハンディをもらわないとできないようなところ

でございますので、こんなのは普通だというところが評価されたりするところはございます。そ

ういうところはちょっとご理解いただきたいと思います。 

【委員】  結構だと思います。ただ、全般的に言うと、５・４・３・２・１をＳＳ・Ｓ・Ａ・Ｂ
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・Ｃにした理由は、Ｓというのはスペシャルなんですよ。で、ＳＳはもうスーパースペシャルで、

ものすごいというのがＳＳで、相当だねというのがＳに。そのメンタル効果をねらっているとこ

ろがありまして。５・４・３・２・１だと、通信簿で４だと、それは普通じゃない、ちょっと優

秀なだけじゃない、と簡単につけてしまうのだけれど、今回から変えているのはそこのところな

んです。 

  したがって、もちろん何をつけていただいても結構なのですが、結局、委員の皆さん方が、そ

のつけた結果に対して説明責任を負う格好になるので。十分納得していただければ、もちろんい

いです。 

【委員】  その資料ということなのですが、私の記憶に間違いがなければ、毎年ではないかもし

れないのですが、実習生にアンケートをとっていたと記憶していまして。今回、資料の中に入っ

ていないのですが、多分、手持ちであると思うんです。 

  だからそのあたりを出していただくのと、これに関しては私、去年、航海訓練所の船も見せて

いただきまして、あの環境で、インフルエンザがはやっていたにもかかわらず深刻な問題が起き

なかったということは、それだけで私はすごいと思います。大学なんかは閉鎖してもぼろぼろ出

てきて大変だったのが、あれだけの密室で、若い人があれだけ集団でいて、本当に深刻にならず

に全員がちゃんと予定どおり終わったというのは、やはり強烈な管理体制があったのだと思いま

すので、ここのところだけでも相当高く評価できると思います。 

  アンケートは多分持っていると思うので、出していただければいいのではないでしょうか。 

【委員】  はい。では、そのあたりのところをお願いいたしたいと思います。 

  それでは次、お願いいたします。 

【事務局】  次は９ページでございます。訓練機材の整備でございます。 

  この項目、Ｓが８人、Ａが４人ということで、評定はＳということになります。 

【委員】  先ほどのご了解いただいた基準に従っているわけですね。 

  ここはいろいろな創意工夫が技術面からもなされておりますので、そのあたりの資料がきっち

りついているかどうかの確認だけお願いいたします。シミュレーターなどですね。 

  それでは続きまして１０ページのほうをお願いします。 

【事務局】  それでは、次は１０ページでございます。意見交換会の開催です。この項目につき

ましては、Ｓが８人、Ａが４人ということで、Ｓという評定になります。 

【委員】  Ｓですね。これはかなりの人数の増加が、意見交換会の増加があったかと思います。

そのあたりで十分かどうか、もう一度確認していただきたいと思いますが。Ｓですね。 

  それでは次をお願いします。 

【事務局】  続きまして１１ページでございます。（ｇ）職員研修という項目でございます。こ

こはＡが８人、Ｓが４人ということで、Ａという評定です。 

【委員】  Ａですね。積極的に３名の委員、Ｓを出しておられますが、Ａでよろしゅうございま

すね。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それでは、Ａということにさせていただきます。 

  次をお願いいたします。 
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【事務局】  次は１２ページ、（ｈ）安全管理の推進でございます。この項目は、Ａが４人、Ｓ

が８人ということで、Ｓという評定になります。 

【委員】  先ほどのヒヤリハットにかかわるところですね。Ｓということでご了解いただいてい

るところです。 

  次をお願いいたします。 

【事務局】  次は１４ページに入ります。（ｉ）自己点検・評価体制の確立という項目でござい

ます。ここはＡが７人、Ｓが５人ということでございます。 

  ご意見を簡単にご紹介いたします。内部監査、教育監査により、注意点がより具体化している

こと。レビューにより改善し、意識の向上につなげた。ＱＳＳ運用マニュアルの見直しを行って、

練習船における責任者を統括者に変更、その責任及び権限をより明確にし、迅速な行動ができる

ようにしたと評価できる。 

  皆さん、同じようなご意見でございまして、ほか、同様のご意見を３名の方にいただいており

ます。 

  以上です。 

【委員】  ありがとうございました。 

  数字の上ではＡが７名でございますのでＡということになりますが、Ｓのご意見の方、よろし

ゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それではＡにさせていただきます。 

  では続きをよろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして１５ページでございます。（ａ）研究件数でございます。ここはＡが６

人、Ｓが６人。同数でございます。 

  ご意見といたしましては、過去４年間では最高の新規研究１１件を立ち上げたことが評価でき

る。 

  過去最高の新規研究件数ということで、ほか４名の方も同じようなご意見をいただいておりま

す。 

【委員】  私もＳを出してはいるのですが、形式条件としてはオーケーなのですが、この内容の

説明が単なる表でございましたので、十分に説明がなかったということもありまして、ＡとＳが

拮抗しておりますから、Ａにさせていただきたいと思います。 

  よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それではＡです。 

【事務局】  続きまして１６ページでございます。（ｂ）研究体制の充実と研究活動の活性化。

ここもＡ６、Ｓ６と同数でございます。 

  ご意見としましては、共同研究を拡大して共同研究件数が増加したという方が４名ございます。 

【委員】  ここも先ほどと同じで、研究の内容、質に関する説明、それからご自身の評価があま

りないということもありますし、ＡとＳが拮抗しておりますので、Ａにさせていただきたいと思

います。 
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（「異議なし」の声あり） 

【委員】  では次をお願いいたします。 

【事務局】  続きまして１７ページでございます。（ａ）技術移転の推進に関する業務。この項

目につきましては、Ａが３人、Ｓが９人ということで、Ｓという評定になります。 

【委員】  先ほどの基準によりましてＳになります。 

  次をお願いします。 

【事務局】  １９ページでございます。（ｂ）研究成果等海事に係る知見の普及・活用。ここは、

Ａが４人、Ｓが８人ということで、Ｓという評定になります。 

【委員】  これも事前の基準でＳになるわけですが、学会報告が、かなり目標を達成していると

いうことと、もう１つでございますが、日本マリンエンジニアリング学会から優秀講演賞をいた

だいているということもありまして、Ｓにしたいと思っています。 

  それでは次、お願いします。 

【事務局】  続きましては２０ページでございます。（ｃ）海事思想普及等に関する業務。この

項目でございますが、Ａが４人、Ｓが７人、ＳＳが１人ということで、Ｓ以上の方が８名いらっ

しゃいます。 

【委員】  委員、驚かれていると思いますけれど。海事思想の普及ということで、実際上４対８

でＳになるわけでございますが、青少年、これから日本の将来を担う人々も含めまして、日本の

社会全体に対して海事思想を普及させていくことは非常に重要なことでございます。これは間接

的ではございますが、教育機関として非常に重要な機能だろうと思っております。 

  そこの評価すべきところは数量でございますが、全体から見まして、私も単純に合計していっ

たのですが、部分的に減っているところがありますけれど、逆に大幅に増えているところもあり

まして、トータルではかなり、昨年と比べても増えているというようなことで、Ｓでいいのでは

ないかと考えております。 

  ＳＳの方もございますが、Ｓにさせていただきたいと思います。 

  次、お願いします。 

【事務局】  以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【委員】  すみません、もう終わってしまった後なのですが、教育訓練の実施、四級課程の、７

ページ目のところなのですが、Ｓが５、Ａが７で、私はここはちょっと迷ってＡのほうにしてし

まったのですが、非常に今年度の大きな評価としては、内航船のニーズの調査等をして、これは

報告書的なものが出ておりまして、これはＳでもいいのではないかという気がしまして。  再

度ご検討願えれば。 

【委員】  Ｓへのご意見変更の方はお１人ですか。そうすると６対６になりますが、なおＡです

ね。 

  私も、このいろいろな見直し等の歴史を踏まえますと、訓練所がそういう外部の要求に応える

べく努力しておられることは非常によく理解できるのですが。やはり書き方がちょっと悪かった

のでしょう。アピールの仕方が。 

【委員】  そうですね。そう思います。すみません、確認のためです。ありがとうございました。 
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【委員】   

では、これは変わらないということです。ありがとうございました。 

【委員】  評定とは関係ないのですが、意見が２点ございまして、１つは、ちょっと細かい話な

のですが、１７ページの技術移転等の推進に関する項目ということで、これはＳになったのです

が、一番下の④の、海上安全委員会等ＩＭＯの会議に職員が政府代表として３回出席して、条約

の包括的見直し作業に参画しているという話で、これは他省庁などですと、独法の役割として、

政府が担当している国際的な政府間交渉の場で、きちんとした、特に条約改正とか条約締結とか

に参加しているというのは非常に高く評価する傾向があります。というのは、要するに独法がき

ちんと国の役所の仕事の内容に応えているということの非常に重要なポイントになるというこ

となんです。 

  私も、一般的にほかの省庁でもこういうことがある場合には非常に高く評価するので、これも

中身についてもっと詳しい資料があれば、これだけでもＳＳになったのではないかと思っていま

して。今まで、ここまでというのはなかったです。３回出席しているということは本質的なもの

ですから。１回たまたま、たまたまと言っては失礼ですけれど、１回たまたま会議に参加したと

いうことではないので。 

  ですから、こういうものは積極的に資料を出していただいて。やはり今後のことなので。今回

は、全体的に見てＳでいいと思いますが、こういったものについては、今後、資料等をきちんと

出していただきたいというのが１点です。これは細かい話です。 

  それから、私ももう随分長く委員をやらせていただいているのですが、全体的に、今回非常に

票が割れているところを包括して見ますと、計画に書いてある数字をクリアしているかしていな

いかというところだけについてシビアに見ているか、その質的な内容に皆さんがどのぐらいステ

ィックしているかによって分かれているんですよね。 

  ですから、例えば何人派遣したとか交流したとかいうのは、非常に実績が分かりやすいので、

それを大幅に超えていればすごくよくて、まあまあ同じぐらい、計画どおりだったらＡ評価で、

という風になるのですが、先ほどみたいにカリキュラムの見直しとか、しかもカリキュラムの見

直しって、やはり下積みがあって最終的に見直されていくものなので、何年かこういう調査をさ

れたり、船会社さんといろいろ打ち合わせをされたり、市場を研究したりという下ごしらえがあ

って、一気に行くわけです。 

  そのときに、そういう質的なものというのは、計画の中でも別に何人と出てくるわけではない

ので、そういうのはどうしても厳しくなるのですが、私も専門ではないので分からないのですが、

専門の方のお話を聞いていると、もしかするとそっちのほうが重要度が高い。 

  要は、私たちが判断するときの評価というのは、それなりにいつもこういうことで評価してい

るんですという基準はいただくのですが、おそらく委員の中でかなりばらつきがあって、それが

結果として今日もそうなっている。拮抗しているところが大体そういうパターンなのかなと思い

まして。 

  今後なのですが、是非、次の中期計画を作られるとき、それから年度計画の中で、定性的、定

数的ということで、非常に我々、定数評価に今までシフトしてきたのですが、本質的に定数にな

らないものは、定性できちんとそのかわりの指標を出すということを、計画を作る段階からやる
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べきではないかなと思っています。 

  これはちょっと感想のような話なので聞き流していただいても結構なのですが、今日見ている

と非常にそういう感じがしたので、是非、今後に向けてお願いしたいと思います。 

【委員】  そうですね。今、委員がおっしゃいました後の部分も、前の部分の、条約の見直しに

かかわっているという部分も、これは質的な評価部分ですよね。そういう特筆すべき事柄、特に

これは国際条約の見直しに関係しておられるということで、それをどこまで書き進んでいかれる

か。内容がもしよければということなので、やはりきっちりとそこら辺のことは書いていただく

必要があると思います。 

  だから、委員もおっしゃいましたように、Ｓをとろうと思うのであれば、Ｓをとりたいという

意図が明らかなような説明の仕方と資料を、今後のことですが、用意していただければいいと思

います。それは数量的なことでなくても、質的なことでも制度的なことでも高く評価できる状況

にありますので、ここはどういう意味で評価してもらいたいのかということを明確にしていただ

いたらと思います。 

  どうもありがとうございました。 

  では、集計結果のほうのご説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  それでは、評定の分布状況につきましてご説明をいたします。 

  項目数合計２５項目のうち、ＳＳはなし、Ｓが１０項目、Ａが１５項目、Ｂがなし、Ｃがなし

という結果でございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

  ただ今のご説明のとおりでございまして、Ａが最多の項目という結果になっております。 

  この評定を踏まえまして、総合的な視点から法人の業務の実績、業務の改善に向けた課題・改

善点、業務運営に対する意見等を記述式により評価することにより、評価の要点、業務実績の全

体像が明確になるよう、総合的に評定を行うということになっております。 

  この趣旨に従いまして、皆様から事前にいただきましたご意見を事務局のほうで取りまとめて

ございますので、これを事務局で読み上げていただきたいと思います。 

【事務局】  それでは、分科会長試案の２６ページ、一番最後のページでございます。総合的な

評定という部分の中の総合評価を読み上げさせていただきます。 

  まず、法人の業務の実績でございます。 

  本法人の設立目的に沿って真摯かつ着実に業務を遂行していると評価できる。それから、安全

管理体制について、理事長をトップとする安全推進会議を定期的に開催することで、組織が本気

になって一致して取り組むという姿勢が示された。組織風土の醸成として効果的に思える。今後

は１０倍増したヒヤリハット報告を分析し、再発防止等、今後の対策に生かすとともに、今後と

も組織風土が風化しないよう、さまざまな努力、工夫した取り組みが求められる。法人の業務実

績については、政策目的を踏まえて業務を推進していると認められる。 

  最後のご意見ですが、業務経費の抑制については、燃料価格が高騰する悪環境の中、予算額に

対して１１％の抑制が達成された点は大いに評価したい。今後とも、安全を確保しつつ、同様の

努力が継続されることを望む。 

  以上でございます。 
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  続きまして、課題・改善点、業務運営に対する意見等でございます。３つのご意見がございま

す。 

  実習を航海訓練所で行う学生と、各民間船社で行う学生では、実習内容・密度等が大きく異な

る。せめて実習終了時における習得すべき技能等を明確にし、それに向けた統一的な実習マニュ

アルを作成・実行すべきである。 

  次のご意見としまして、教育訓練の内容に関しては、業界のニーズを十分に取り上げ、それに

対応した実習を実施することが重要である。 

  最後に、海事思想普及及び次世代人材確保のため、今まで以上の対応を期待したい。例えば、

訪問型海事思想普及活動として、全国の小・中学校へ現役の職員を派遣して講演を行うなどは計

画できるのではないでしょうか。 

  最後に、その他としてのご意見でございます。２点ございます。 

  本法人が多くの時間と労力をかけて行っている海事思想普及活動は多大な成果を上げている。

この活動は、海国日本にとって非常に重要であり、民間会社には量と質においてあまり多く期待

できないことから、引き続き本法人の活動に期待したい。また、「咸臨丸記念行事」に海王丸が

参加し、そのことがメディアに数多く紹介されて、航海訓練所は頑張っているというメッセージ

を発信したように思う。 

  以上です。 

【委員】  ありがとうございました。 

  このような評価になりますが、いかがでしょうか。基本的にはこういう形になるかと思います。

その他、ご意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

【委員】  しつこいのですが、最初に委員がご質問になられたように、燃料を安定的に確保する

のに、先物でヘッジするというのは、本当にそんなに難しいのでしょうか。 

【事務局】  私が答えられるかどうか分からないのですが、まず、燃料の貯蔵タンクがないとい

う物理的な理由がございます。先物で買えるかどうかということについて、相当調査をされてい

ると思います。その結果、それは現時点においては無理なのだという結論を出されたのだと承知

しております。 

【委員】  分かりました。すみません。 

【委員】  飛行機の場合にも貯蔵タンクはないんですよね。でも先物でやっていますから。ただ、

そのときも、見通しはなかなか難しいので、相当しっかり研究して、前もって買っていかないと、

結果的には損したりすることもありますからね。 

【委員】  そうですね。だから無理は承知ですが、少しはできるのではないかという気はするの

ですが。確かに貯蔵タンクはないですね。 

【委員】  そうですね。総額で３億７,０００万円ぐらいですからね。結構な額です。 

【事務局】  今、高田先生からもありましたので、もう一度そういうご意見もあったということ

は伝えておきます。 

【委員】  具体的には、船会社がやっているのは将来の先物、いわゆる現物を押さえるのではな

くて、差額の決済、ペーパートレードという言い方をしますが、そういったことは多分できると

思うのですが、おっしゃるとおり決していいことばかりではありませんで、損することもありま
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す。 

【委員】  安いときに買って、そこに貯めておけるのであれば、これはもう現物と変わらないで

すから。そういうのができればいいのですが。ご意見はあったということで。どうもありがとう

ございます。 

  その他、ご意見ないようでしたら、これをとりあえず総合評価とさせていただきたいと思いま

す。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  ありがとうございます。それでは、当分科会といたしまして、総合評価について、こ

れらの評価を付すことといたします。 

  最後に、総合評定はＡといたしまして、評定理由には、評定の分布状況を踏まえ、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況が認められるという趣旨の理由を付すことといたします。 

  なお、個々の理由やコメントにつきましては、先生方のご意見がたくさんございましたので、

同様の趣旨のものはご意見をまとめることといたしまして、評定理由も含めまして、個々の文章

の修正等につきましては私のほうに一任させていただきまして、評価委員会へ報告する案を作成

することにいたしたいと思います。 

  また、別紙につきましても、皆様の評定が同じでございますので、表現等につきましては私に

ご一任いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

【委員】  今のとおりで結構なのですが、最後の総合評価の文章の書きぶりについて言うと、下

のほうに海事思想普及活動はよくやっているねというのがあったり、上にもあったりするので、

これはいかがでしょうか。 

  海事思想のことは何回も出てきますよね。あちこちに出たのをペーストしているからこうなる

のだと思うのだけれど、もうちょっとこの趣旨を踏まえつつまとめて書いて、その他の欄には、

例えばさっき委員から出た燃料のストックについて長期的に考えることも勉強すべきだとか、先

ほど出た船の長期的なリプレースの問題も検討すべきだとか、あまり今回の評価には直結しない

けれども出た意見というのを書いておくと、明確な、残るメッセージとして独法に伝わりますの

で。 

  もちろん、書きぶりについては分科会長に一任することにして、それで事務局と詰めていただ

ければ、すっきりして、なおかつ大事なことが入っているのではないかと思います。 

【委員】  ありがとうございます。 

  今、委員からご指摘いただいた、非常にありがたいコメントでございまして、その他の欄につ

きましては長期的な検討課題というものをここに載せさせていただくことにいたしたいと思い

ます。他の項目は、やはり重複しているようでございますので、全体をまとめて書かせていただ

くということにしたいと思います。どうもありがとうございます。 

  それでは、以上で航海訓練所の議事を終了いたしますので、一旦進行のほうを事務局にお返し

いたします。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、次の海技教育機構の審議でございますが、１０分弱の休憩でございます
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が、次は１５時１０分からでお願いいたします。 

【委員】  予定より約２５分遅れておりますね。どうか審議にご協力をお願いいたします。 

（休   憩） 

【事務局】  それでは、次の海技教育機構の議事に入らせていただきます。 

  まず、資料の確認をお願いいたします。次のクリップ止めの、一番上が資料１－２。枝番が２

番になります。財務諸表、独立行政法人海技教育機構。次が資料２－２、業務実績報告書。それ

から、資料２－２の添付資料でございます。それから、次が資料３－２、まずは事前説明から変

わった部分です。ＡＩＳのところに注釈が書かれているという、一枚ものでございます。それか

ら、資料３－２、５段表でございます。それから別紙、そして次は資料４－２、分科会長試案で

ございます。それから分科会試案の別紙でございます。 

  以上です。よろしいでしょうか。 

  それでは、ここで鋤柄理事長を紹介させていただきます。 

【鋤柄理事長】  鋤柄でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  また、本日、財務諸表に関する説明及び質疑につきましては、会計監査法人にも出

席を認めております。ご了解いただきますようお願いいたします。 

  それでは、再度、宮下分科会長に進行をお願いいたします。 

【宮下分科会長】  大変お待たせいたしました。議事のほうに入りたいと思います。進め方は航 

海訓練所と同様に行いたいと思います。 

  それでは、まず財務諸表につきまして、法人から説明をお願いいたします。よろしくお願いし

ます。 

【鋤柄理事長】  それでは、財務関係について説明いたします。お手元の資料１－２、財務諸表

の１ページ、貸借対照表をご覧ください。金額につきましては、１００万円以下は切り捨ていた

しております。 

  ２１年度の資産の部について、資産合計は１２３億７,１００万円で、減価償却及び減損損失に

より有形固定資産が減少しております。 

  次に、貸借対照表の中段の負債の部について、負債合計は１９億３,７００万円で、前年より運

営費交付金債務及び監査法人の指導により、各学校における入学時の必要経費等の処理変更、預

り金への計上により負債額が増加しております。 

  下段の純資産の部のうち、資本金は政府から出資された政府出資金の１４５億７,７００万円で 

あります。 

  次に、損益外減価償却及び減損損失処理により、資本剰余金の合計はマイナス３８億４００万

円となっております。また、当期末の繰越欠損金は３億３,９００万円となっております。した

がって、資本金、資本剰余金及び繰越欠損金を合わせた２１年度の純資産合計は１０４億３,３

００万円となっております。 

  その結果、負債と純資産を合わせた負債純資産合計の額は１２３億７,１００万円となり、この

額は先ほど申し上げました資産合計の額１２３億７,１００万円と一致しております。 

  なお、繰越欠損金につきましては、財務諸表４ページの損失の処理に関する書類をご覧いただ

きたいと思います。 
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  当期総損失１０９万円の主な要因は、受託費用により取得した資産の減価償却費によるもので

す。 

  一方、前期繰越欠損金の３億３,８００万円は、平成１７年度に廃校処理を行いました沖縄海上

技術学校の建物及び船舶の評価損、売却損によるものが主な要因であります。 

  ２１年度においては、独立行政法人会計基準には減資の規定がなく、また、現在採用している

運営費交付金の収益化基準では利益を計上することができないことから、次年度まで繰越欠損金

は継続して残ることになります。以上の結果、次年度への繰越欠損金は３億３,９００万円とな

ります。 

  次に、財務諸表２ページの損益計算書をご覧ください。 

  経常費用合計２８億４,５００万円で、退職金費用の増加がありましたが、給与・賞与等の人件

費の減少及び業務費の保守・修繕費が減少したこと等により、前年より減少しております。 

  なお、経常費用のうち業務費及び一般管理費のそれぞれに計上しております人件費の合計、い

わゆる総人件費の額は、経常費用合計額２８億４,５００万円の約７６％を占めております。 

  また、経常収益合計２８億５,１００万円につきましては、運営費交付金収益が減少したことに

より前年より減少しております。 

  臨時損失の移送費７００万円は、児島分校の廃止に伴う物品等の運搬費であります。 

  当期純損失及び当期総損失につきましては、先ほど財務諸表１ページの貸借対照表及び財務諸

表４ページの損失の処理に関する書類で説明したとおりであります。 

  次に、財務諸表３ページのキャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

  諸活動の結果、２１年度の資金期末残高は前年より４億２,０００万円増加し、１３億７,２０

０万円となっております。この額は、先ほど説明いたしました財務諸表１ページの貸借対照表の

最初の行に記載してあります現金及び預金の額と一致しております。 

  続きまして、財務諸表５ページの行政サービス実施コスト計算書をご覧ください。 

  ２１年度の行政サービス実施コストは３２億４,３００万円で、損益外減損損失相当額等の減少

により、前年より６億８,０００万円の減少となっております。 

  次に、財務諸表８ページの注記事項をご覧ください。 

  中ほどの、「４．固定資産の減損」の項ですが、既に廃校した児島分校の土地について、使用

しないことを決定したことにより、減損処理をしております。 

  続きまして事業報告書ですが、独法の運営状況等について、国民に分かりやすい形での情報公

開を行うため、標準的な様式により掲載しております。この場での説明は省略させていただきま

す。 

  最後に決算について、資料の後ろから３枚目に決算報告書がついております。ご覧いただきた

いと思います。 

  収入総額は、業務収入及び受託収入が増額となったため、予算に対して１,７００万円増の３０

億４,４００万円となっております。 

  一方、支出総額ですが、人件費の減少により、１億５００万円減の２９億２,０００万円となっ

ております。 

  また、幹事意見書及び会計監査人監査報告書を添付しておりますが、いずれも会計基準に準拠
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して適正に表示されているものと認められております。 

  以上をもちまして、財務諸表等についての説明を終わります。 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございました。 

  ただ今の財務諸表についてのご説明でございますが、質問がございましたらお願いいたしたい

と思います。 

【石津委員】  先ほど児島分校のお話が出てまいりましたが、使用しないことを決めたので減損

というお話がありましたが、今後、児島分校の土地というのはどういう風にされるご予定なので

すか。 

【鋤柄理事長】  まだ国と協議が終わっておりませんので、土地の処分等については今後煮詰め

ていって、指示に従って売却するなり、その方針が決まった上で対応したいと考えております。 

【石津委員】  これは、いわゆる８６資産という、独法会計基準に指定されていて、法人さんが

お決めになるのではなくて、国のほうでお決めになるというタイプの資産ということですか。 

【鋤柄理事長】  はい。 

【石津委員】  分かりました。 

【宮下分科会長】  売却した後は機構のほうに入ってくるものなのですか。もう国のほうへ返し

てしまうのですか。 

【鋤柄理事長】  売却しなさいということになれば売却をするのですが、どういう形で処分する

か、まだ決まっていないということでございます。 

【石津委員】  でも、その場合、売却した場合、売却益が法人さんに入ってくるわけではないで

すよね。 

【鋤柄理事長】  とりあえず、形の上では入ってきます。 

【石津委員】  入ってきて、でもすぐに返すことになるということですよね。 

【鋤柄理事長】  そこの辺はまだ、どうなるか。通常であれば、利益剰余金が出れば国庫に納付

というのが普通のパターンですが、たまたま欠損金が出ていますので、その辺も含めてどうなる

か、今の段階では分かりかねるという状況です。 

【宮下分科会長】  石津先生、ほかにございますか。 

【石津委員】  あと、また細かくて恐縮なのですが、この行政サービス実施コスト計算書の、控

除されているところが自己収入部分ということだと思いますが、この自己収入の部分が全体とし

て増加することを求められていると思います。どういう推移になっているかというところを教え

ていただけますか。 

  自己収入が全体として増えている傾向にあるのか、何かここのところを増やすのに努力されて

いたりとか、いろいろあると思うのですが。 

【鋤柄理事長】  自己収入には、幾つかの要素があるのですが、授業料につきましては年々上げ

ていくということで増やしていく。 

  もう１つ、受託収入という特殊な講習を行うことで収入が増える部分があるのですが、これも

お客様のニーズに合わせて増やしていこうという考えです。 

  いずれにしても、全体で自己収入は増やすという基本的な考えでございます。 

【石津委員】  先ほど、運営費交付金が減っているというお話がありましたので、そことの関係
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で工夫される余地が大きいところかなと思いましてお伺いしたところです。 

【鋤柄理事長】  表面上、運営費交付金が減っていますが、収益化ということもあって、この財

務諸表では、全部同じ数字になっていないので非常に見づらいとは思うのですが、少なくとも運

営費交付金自体は年々減ってきていると。限られた交付金の中で努力をして運営をしているとい

うことです。 

  損益計算書に出ていないのでちょっと残念ですが。その努力は反映されないという損益計算書

になっています。 

【宮下分科会長】  いかがですか。よろしゅうございますか。 

【石津委員】  はい。あと、これまでは決算報告についても説明してくださる場合が多かったと

思うのですが。予算と決算に関して。今回、特に特筆すべきことがないということでしょうか。 

【鋤柄理事長】  決算報告書。後ろから３枚目についていると思うのですが。 

  総収入は、総支出より１億２,０００万円ほど多いということです。 

【石津委員】  特に課題がなければ結構です。 

【宮下分科会長】  特に問題はないということでいいですね。決算報告自体に何か問題を認めた

ということはないわけですね。 

【鋤柄理事長】  ええ。これまで、繰越欠損金をどうするのというお話が毎回出ていたと思うの

ですが、今年度、中期計画の最終年度末をもって、これもおそらく解消できるだろうという見込

みでおります。 

【宮下分科会長】  ほか、いかがでしょうか。 

 では、財務諸表の審議に入りたいと思いますが、ご意見ございましたらお願いいたしたいと思

います。 

  特にないようでしたら、「意見なし」といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございます。 

  それでは、次の議題に入りたいと思います。次の議題は平成２１年度業務実績について、法人

のほうから全項目を通して説明をお願いいたしたいと思います。 

  なお、別紙につきましては、事前に送付いただいておりますので、時間が限られている関係か

ら説明は結構でございます。 

  それではよろしくお願いいたします。 

【鋤柄理事長】  それでは、独立行政法人海技教育機構の平成２１事業年度業務実績を報告いた

します。 

  まず初めに、平成２１年度計画の数値目標につきましてはすべて達成しており、その他の計画

につきましても着実に実施しております。 

  また、現在、中期計画の最終年度に入っておりますが、中期計画に定めた数値目標及び業務目

標につきましても達成できる見込みであります。 

  さて、平成２１事業年度の業務実績につきましては、先の事前説明におきまして業務実績の全

体を説明しておりますので、この場では資料３－２、平成２１事業年度業務運営評価説明資料、
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いわゆる５段表を用い、ポイントを絞って説明させていただきたいと思います。 

  なお、事前説明時に、各資料において「ＡＩＳ」と略称で記載しておりましたが、各人の専門

分野によっては異なる意味にとらえる可能性があるとのご指摘をいただきましたので、今回の資

料では「Automatic Identification  System（船舶自動識別装置）」と略称の後にフル表記をし

ております。 

  それでは、まず５段表の１ページ、（１）業務運営の効率化の推進、①の項です。 

  当機構は、平成１８年４月に、２つの独立行政法人、海員学校と海技大学校の統合により発足

し、これまで本部機能の一部を芦屋に置き、清水との２本部体制をとってきましたが、より効率

的な組織運営の観点から、本部機能の清水への集約と人員の再配置を計画・準備し、平成２２年

４月より、本部体制を完全に一元化しました。 

  次に２ページ、（２）人材活用の推進について。 

  最新の知識の導入と組織の活性化を図るため、各年度１０名以上の関係機関及び海運企業との

人事交流を図るという目的に対して、受け入れ９名、派遣７名の、合計１６名の人事交流を行い

ました。 

  特に、現場実態に即した実践的な教育を行うため、海運会社から教員４名を受け入れ、教育内

容の充実を図りました。 

  次に４ページをお開きください。（３）業務運営の効率化の推進、③の項です。 

  船員教育のあり方に関する検討会及び海技教育機構運営改革懇談会の提言を踏まえ、教育サー

ビスの向上、教育の魅力化を図るために、船舶保安管理者講習についてフィリピンでの開催回数

を増やすとともに、新たにインド・ブルガリアでも開催し、９６名の定員を大幅に上回る６３７

名に対して講習を実施しました。 

  また、学生の基礎学力の向上を図るため、インターネットを活用した通信教育体制を構築し、

教育の魅力化にも取り組みました。 

  続きまして９ページ、（１）海技教育の実施、②実務教育の項についてです。 

  実務教育につきましては、海技大学校において、運航実務コースをはじめ、海運業界の共益的

事業にふさわしい教育を精査して実施し、定員１,０４６名に対して２,９２９名に講習を実施し

ました。特に運航実務コースにおいては、定員７４５名に対して１,９３３名の受講者を受け入

れました。 

  次に、１１ページ中段、③課程の見直しです。 

  海運業界の要請を受け、日本籍船に乗り組む外国人船員を対象として、海事基礎教育（機関）

をフィリピンで開始しました。また、国際協力機構ＪＩＣＡの要請による国際協力コース中級（航 

海）について、カリキュラムの検討・見直しを行い、講習期間を短縮することにより受講しやす

くするなど、業界のニーズや国の政策に柔軟に対応しました。 

  続いて１４ページ下段、④国家試験合格率について説明します。 

  合格率については、これまで口述模擬試験や個別指導など、多様な取り組みにより成果を上げ

てきましたが、今年度は、これまでの取り組みに加え「あがり症講座」を設ける等、メンタル面

での指導を強化しました。 

  １２ページに移りますが、合格率の目標、本科６５%以上、専修科９０％以上に対して、四級海
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技士（航海及び機関）両方の合格率は、４月の定期試験を含め、本科８１.６％、専修科９２.６

％となりました。また、海技専攻課程につきましても、課程合計の合格率は９１.８％で、目標

値を達成しました。 

  続きまして１２ページ下段、⑤就職率についてです。 

  ２１年度の就職戦線は、長引く景気低迷により９９年の氷河期の再来と言われ、前年より一段

と厳しい状況下にありました。特に、船会社など海上部門からの求人数は、１３ページ下段にあ

るように、前年度と比べ激減しましたが、逆に海事関連企業への就職率は昨年を上回る実績を上

げることができました。厳しい雇用情勢を踏まえ、例年より早期からの学生・生徒に対する就職

指導、教職員による会社訪問、業界団体への求人依頼等、地道な取り組みが功を奏したと受け止

めております。 

  また、就職のミスマッチを回避するために、求人会社との情報交換を密にするとともに、学生

・生徒の希望を正確に把握し、個別指導に重点を置いた取り組みをいたしました。 

  続いて１４ページ下段、⑦研修の実施についてです。 

  教員の教育力の向上を図るため、年度教育計画に基づき、教員の経験年数や技能別に研修を実

施するとともに、外部研修にも積極的に派遣し、延べ１２コース、７３名に対して実施しました。

事務職員につきましても延べ２４名の研修を行い、研修目標人数を上回りました。 

  また、研修の受講者が各学校に戻って研修報告会などを行うことにより、研修効果の職場内へ

の拡大を図りました。 

  次に、１６ページ下段、⑨広報活動です。 

  少子化、大学の全入時代を迎え、特に大学と競合する専修科における定員確保については、年

々熾烈化しております。 

  機構本部と各学校の連携を一層強化し、本部指導のもとで組織的かつ効率的な広報活動を展開

しました。 

  本年度の新たな取り組みとして、募集活動における地域ブロック化や専従者の配置など、効率

的・効果的な募集活動を行い、厳しい環境下にありましたが、本科・専修科ともに前年を上回る

応募実績を上げることができました。特に、専修科の応募者については、前年比約３０％増とな

りました。 

  続いて１９ページ、（２）研究の実施です。 

  研究については、海技大学校研究管理委員会において、案件の審査、研究計画の策定を行い、

今年度は重点研究２件を含め、合計２８件の研究に取り組みました。 

  ページが飛び２１ページになりますが、②研究の公表について。 

  論文発表または国際学会発表１５件、国内学会発表６件、合計２１件を発表し、目標を達成し

ています。 

  また、研究活動を通じて得た新たな知見等につきましては、授業、実習等で積極的に活用する

とともに、研究発表会の開催、研究報告書の発行、ホームページ上での公表のほか、学外からの

依頼を受けて講演や講義を行うなど、研究成果の普及・促進に努めました。 

  １ページ戻っていただいて、２０ページ、（３）成果の普及と活用促進、①技術移転の推進等

です。 
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  研修員の受け入れにつきましては、国内外の船員教育機関の要請に応じて、海外７カ国より９

名の研修員を、国内からは４名を教育実習生を受け入れました。また、船会社からの養成を受け、

調理研修を６回、延べ３０名に対して実施しました。 

  専門分野への委員の派遣につきましても、１１機関の委員会に、過去最高の延べ５０名を派遣

しました。 

  次に２２ページ、③海事思想の普及等についてです。 

  各学校において、練習船による体験乗船の回数を大幅に増やすとともに、学生募集専用ホーム

ページ「船の学校.ｊｐ」を開設し、募集対策のみならず、広く海への関心を持つよう、内容の

充実に取り組みました。 

  以上をもちまして、海技教育機構の平成２１事業年度業務実績の報告を終了いたします。 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございました。 

  ただ今のご説明につきまして、ご質問をお願いしたいと思います。 

【桑島臨時委員】  就職率についてお伺いしたいのですが。海上技術コースが１００％だという

のは非常にすばらしく、学校の大きな宣伝効果になるのだろうと思うんです。 

  この数字というのは、先生方が多分相当努力なさったのだろうとは思うのですが、会社側から

見た場合、この結果というのはもともと求人数以上になっているのか、あるいは求人数は小さか

ったのだけれど、先生方の熱心な努力によって増やしたのですよという形なのか、どういう形な

んですか、これは。 

【藤井理事】  では、私のほうから説明させていただきます。 

  求人数は、当然のことながら、私どもが就職を希望する学生・生徒より多くなっておりますの

で、先生のそのご質問につきましてはその数から類推するしかないという風に思います。 

  したがいまして、会社側とのやりとり、それから求人数そのものが、例えば就職希望者と同数

であれば事足りるであろうということはありませんので、私どもとしては１社でも多く求人をい

ただいて、それと学生とのマッチングをしていくということで、現在のところは、就職希望者の

倍ぐらいの求人をまだいただいております。 

  ただ、その中には、実は競合する求人が当然、ベースとしてはあります。例えば、官庁船はい

ろいろな教育機関に対して募集をかけて、その中から希望する人数を確保する。そうしますと、

それは私どもの学校にとりましては１対１ではないものですから、かなり厳しい数字、つまり１

名の募集も本当は０.３ぐらいにカウントしたほうがいいのかなと。私どもの海上技術学校等の

主な就職先であります内航業界、その基礎票の上にその部分がある。その大きなでこぼこがそれ

にありまして、それを細かく評価するというのはちょっと難しいので、実際はできないのが本音

でございます。 

【桑島臨時委員】  結構です。分かりました。 

【鋤柄理事長】  求人会社の中身もいろいろあろうかと思うんです。求人数全体が減れば、行き

たいというところが減って、当然ぐっと窓口も狭くなるので、なかなかマッチングが難しいと思

うのですが。 

【家田委員長】  今の、同じ就職のところなのですが、海上技術学校で１６７名の卒業生のうち

１４７名が就職を希望と。したがって２０名は希望しなかった。希望した人については９７.云
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々パーセントということなのですが。それから、短期大学校のほうは２０２名のうち１８８名の

就職希望。だから１４人が就職を希望していないのですが、この希望していない人というのはど

うなったのですか。 

【鋤柄理事長】  大半が進学です。 

【家田委員長】  どういうような進学を。どういう分野で。 

【鋤柄理事長】  海大もそうですが、一般の大学もあります。 

【家田委員長】  その場合には、こちらの海上技術関係で習ったことというのが生きてくるよう

な、海洋大学とかそういうところがほとんどと思っても。 

【藤井理事】  いえ、ほとんどではありません。当然、レベルが合格をいただけるレベルであれ

ばそこへ行きますし、ちょっと自信がなくなった子は専門学校に行くことがあります。分野は違

いますが。 

  本科と称する高校と同じ年代が入る学校が４校ございます。これらは卒業時に高卒同等資格を

得られますので、まだ若いものですから、やはり進路変更という余地を残してあります。そのグ

ループでございます。 

【家田委員長】  そうすると、今度は就職した側の人も、かなりが船員さんになっているでしょ

う。ということは、かなり若いときに海上技術関係に進もうと決意して、大学進学したにしても 

やはり海上関係、海技関係に行く率が高いとすると、その後どう就職するかは知りませんが、最

終的に見ると、こちらの学校群を出た人のどのくらいが、当初、本人が海上技術と希望したわけ

だけれど、どのくらい海上技術に残存する計算になるのですか。大ざっぱなところ。 

【藤井理事】  残存と言いますと、ちょっと期間が要りますのでそこまでのフォローはできてお

りませんが、いわゆる海事関連産業に就職するという率はこの率でございます。 

  すなわち、掲載してある９０何パーセント、あるいは１００％というのは船員手帳を持ってい

る。つまり、海技資格はすぐ使えないときもありますので正確でなくなるのですが、船員として

働くための就職をしたものでございますので、トータルの就職率といえばほぼ１００％になりま

す。ただ、陸上に就職したのは、今年の調査では２名のみです。 

【家田委員長】  さっき聞いたのは、大学に行く人たちも最終的に海上技術に就職する人もいる

し、そうじゃない場合もあるでしょう。例えば海洋大などは、必ずしも船員になっていないです

よね。そんなのを込みにするとどういう数字になるのかなという。 

【藤井理事】  そうしますと、卒業生分の海上就職率。分かりました。そうしますと五、六十名

分、横にずれますね、進学を入れますと。そうすると８割５分。 

【家田委員長】  非常に高いですね。 

【宮下分科会長】  海事関連のところに就職した方は、あとの１５％の中には入っているんです

ね。例えば造船とか何か。その８５％の中に入っているんですか。 

【藤井理事】  造船は陸をカウントしていますので、１５％のほうに入ります。 

  とにかく、船に乗るという者について、ただ、商船ではなくて作業船とかいろいろ種類がござ

いますので、海事関連産業というくくりで整理しております。 

【宮下分科会長】  いわゆる船員さんとしての就職ですね。 

  こちらは中学卒業で入ってこられるんですか。高校からですか。 
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【藤井理事】  ２種類ございます。中卒から入ってくるコースが１４０名定員ございます。２４

０名が高卒から入ります。したがいまして、傾向としましては、職業意識といいますか、それは

やはり高卒から入ってくるグループのほうが的は絞られているという状況です。 

【宮下分科会長】  そういう、船員さんになりたいという綿々とした遺伝子を持っている地域も

あるわけです。そういうところを非常に大切にして、いろいろ回っていくわけです。海事思想の

普及ということで。 

【家田委員長】  いわゆる高等高専とか工業高校というところの各分野がありますよね。その残

存率に比べると圧倒的に高いですよ、これは。 

  だから、その高いというところのよさとクローズ性をどう見るかとか、いいところを生かしつ

つ、もうちょっと改善の余地があるのかとか、少しヒントになるような感じがしたので伺ったの

ですが。どうもありがとうございました。 

【宮下分科会長】  船員さんというのは絶対的に不足していますのでね。とにかく、全員がなっ

てもらえるのが一番いいということではあるのですが。 

  まあ、頑張っておられますので。 

【家田委員長】  そうだよね。嫌いにならないでいるということだからね。立派なものだよね。 

【宮下分科会長】  やはり進路変更は、やっているうちに不適性だということが分かる方も中に

はおられると思うのですが。ただ、多くの方が初志を貫徹しているということですね。 

  ほかにございますでしょうか。個別のご説明は以上でよろしゅうございますか。 

【小島臨時委員】  前、プレゼンを聞いたときに、学校訪問の数がすごく多かった。３,５００を

超していたのですが、専任の３名の方がメインになって学校を回られて、それは中学がメインな

のですか。 

【藤井理事】  高校も対象です。 

【小島臨時委員】  高校も。それで、やはり就職担当の先生に会って、是非、我が校にというこ

とで。 

【大西教育企画部長】  高校・中学ともに、進路指導の担当の方がはっきりといらっしゃる場合

はそういう方に対して。でない場合は担任の先生にご説明をするという方法をとっております。 

【高田臨時委員】  学生に直接話す場ではないんですね。 

【大西教育企画部長】  学生さんを集めていただいて直接ということは、向こうの準備もござい

ますのでなかなか難しいということで、あまりそれはやっておりません。 

【高田臨時委員】  できればそういうのもやるとまたよいのでは。 

【大西教育企画部長】  はい。効果はあると思います。 

【鋤柄理事長】  いずれにしても、手を挙げて来たいという母集団を増やすためには、やはりそ

ういう活動しか、当面は。知名度も残念ながらあまりないので、とにかくそういう活動を、ＰＲ

を含めてやっていかざるを得ない。いずれにしても、限界はいずれ来ますけれども。 

【宮下分科会長】  ３名で、大変ですね。 

【鋤柄理事長】  それは専任であって、あとは教職員が手分けして。でないととても回り切らな

いので。 

【宮下分科会長】  専任が３名で、全員が回っておられるんですね。 
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【鋤柄理事長】  ええ。総力戦ということで取り組みをしています。 

【宮下分科会長】  いかがでしょうか。 

【石津委員】  年度計画の目標の回数等の決め方についてなのですが、例えば、拝見しておりま

す説明資料の２２ページですと、海事思想の普及ということで、年度計画ですと２５回程度実施

するというところを６９回されて、大変すばらしいなと思うところなのですが、他方、前年もや

はり５６回と、ずっとクリアするような数値で来られていて、なおかつ、年度計画上は２５回と

されていらっしゃる。 

  年度計画よりずっとオーバーしてたくさんなさっているということは大変よく分かるのです

が、そもそも年度計画の回数というのはどうやって決められたのかなというのがよく分からない

ところなのですが。 

  同じことは、ほかの数値が上がっているところでも幾つかそういう風に見えるところがありま

して、例えば１５ページの研修の実施のところなども、やはり前の年から相当な数、上回って実

施されていらっしゃるけれども、年度計画自体は、多分、中期計画との関係だろうと思うのです

が、割と低く抑えられているので、予定よりはたくさんされていらっしゃるというのは分かるの

ですが、そもそも年度計画の数値をどうやって決めていらっしゃるのかを教えていただけます

か。 

【鋤柄理事長】  今おっしゃられたように、中期目標で基本的な目標数を決めているのですが、

それを年度ごとにまた細分化して、この年度は何件という目標設定をしています。 

  そういった意味では、前年度の実績が今年度の目標を相当上回っている、目標設定が甘いので

はないかということですが、もともと５年間で目標設定を基本的にしていて、それに連動してい

るので、少ないというからこれをちょっと超えればいいというような考え方ではなくて、目標は

目標として、前年を上回る実績を上げるという取り組みをしています。 

【宮下分科会長】  あくまでも中期計画の中での目標値だからということで、もともとの大きな

計画に縛られているということですね。 

  すると、次の中期計画になりますと、既存の計画でどういう実績を上げられたかというのがベ

ースになってくるということになりますね。 

【鋤柄理事長】  それは見直しをすることになります。同じ項目であれば、当然目標数、数値は

上がってくると。 

【宮下分科会長】  ということですね。 

  石津先生がおっしゃることはよく分かります。だから、要するにトレンドとして上がっている

ということを中期計画の中で評価してあげるかどうかということになるのではないかと思いま

すが。 

  家田先生、いかがですか。こういうのはもう仕方ないですね。中期計画で最初に出しておられ

て。 

【家田委員長】  そうですね。まあ、次の中期計画をつくるときに、考え方を。 

【宮下分科会長】  実績を反映していただくということになるかと思います。 

【藤井理事】  よろしゅうございますか。例えば、中期計画という区切りでは、今日ご説明しま

した国家試験の合格率、これは前の中期目標期間の実績を反映して、具体的には引き上げられて



- 41 -

おりまして、現在の、例えば専修科、あるいは海技大学校は９０％と。以前は８５％でございま

した。このように、区切りでは当然見直しております。 

  それから、各学校の中の目標というものも各学校別に決めておりまして、高目の目標に変えて、

学内の目標は高く持ってやる学校、あるいは全体の計画に従って目標値を決める学校、そういう

風に分けておりますが、私どもの内部で年ごとに上げていきますと、むちがきつ過ぎるというか。

あるいはかなりぎりぎりのデータも、精いっぱい頑張ってこれ、というのもありますので、そう

いうところはご理解いただきたいということです。 

【宮下分科会長】  今のご説明でご了解いただければと思いますが。 

  ほかにございますでしょうか。 

【羽原臨時委員】  裾野を広げるという意味で、いわゆる一般の大学への勧誘といいますか、促

進というようなことは、可能性として今後あり得ないでしょうか。 

  つまり、今現在、通常４年制の大学にいる学生に対して、こういう海事資格を取得できるよう

なシステムにしていくような。 

【鋤柄理事長】  今、実際に、一般大学を卒業し、あるいは一旦社会人になって、もう一度当機

構の学校、短大なのですが、そこに入ってくる人間は結構います。増えています。 

【羽原臨時委員】  増加傾向にあると。 

【鋤柄理事長】  はい。だから、通常だったら高卒者を対象としていますが、社会人経験者、一

般大学卒業者、いろいろな方が増えつつあるという状況です。 

【羽原臨時委員】  それをもう少し促進するというようなことは。 

【鋤柄理事長】  対象者は、少子化になれば当然そういうこともやっていかないと、定員数をキ

ープするのは難しいという風には思っています。 

【伊原理事】  よろしいですか。海大のほうでは、大学生を対象にというので、直接その大学に

伺ってということではないのですが、いわゆるデュアルシステムといいますか、もう会社に入ら

れた方をうちに送り込んでいただくというので、それは拡大したいという風には考えておりま

す。 

  ただ、それは会社さんの考え方もおありになりますので。今、３社ほどの応募がございます。 

【羽原臨時委員】  ありがとうございました。 

【宮下分科会長】  社会人教育ですよね。 

【伊原理事】  というか、そもそも一般の大学を卒業された方を、船会社さんが船員として雇用

するのですが、船員として乗せるために、うちの２年半の教育なのですが、通信教育を混ぜなが

ら２年半で資格を取って会社に戻る。入学時点で既に採用されて、給料はもらっているという形

です。 

【宮下分科会長】  従来の、資格を上げるために来られているというのではなくて、無資格から

挑戦されるということですか。 

【伊原理事】  はい。それから、同じようなシステムですと、六級の海技士資格というのがある

のですが、これは高卒以上が対象ですが、全く船に乗っていない方を会社さんが採用して、その

後にうちに送り込んでくるというシステムも考えられておりまして、今やっております。 

【宮下分科会長】  企業からの派遣というか、研修というか、そういう形ですね。身分保障があ
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って六級海技士の。 

【伊原理事】  六級海技士と三級海技士です。つまり、国内留学というか、会社の留学という感

じです。 

【羽原臨時委員】  今のように、うまくいけば、４年制の大学に在籍しながら、ダブルスクール

みたいにできて、４年卒業した段階で何か資格へつながるようなことがあれば、非常にいいのか

なという風にも思います。ちょっと理想的ですが、考えられるかなというのがありまして、お伺

いしました。ありがとうございました。 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございます。 

  ほか、ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは、評価等の審議に入りたいと思いますので、法人関係者並びに傍聴の方はご退室をお

願いいたします。どうもありがとうございました。 

（法人関係者、傍聴人退室） 

【委員】  それでは、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料４－２をご覧ください。航海訓練所同様でございます、海技教育機

構の分科会長試案でございます。 

  それでは、空欄のところについて、先ほどと同様、ご説明をさし上げます。 

  資料４－２の２ページでございます。（２）人材の活用の推進のところでございます。Ａが４

人、Ｓが８人ということで、この項目はＳとなります。 

【委員】  いろいろ、教育の多面的な評価・改善を図っておられますので、先ほどの申し合わせ

に従いまして、３分の２ございますので、Ｓという評価ですね。 

  次、お願いいたします。 

【事務局】  続きまして４ページでございます。③船員教育のあり方全般の見直しに対応した教

育業務の効率化を推進するという中期計画でございます。これにつきまして、Ａが３人、Ｓが９

人ということで、Ｓという評定になります。 

【委員】  これは、日本の海運の生命線、外国人船員をいかに育てるかというところに対応して

おりますので、９名のＳの方がおられますので、Ｓですね。 

  では次、お願いいたします。 

【事務局】  次は７ページでございます。ハ、海技士コース及び海上技術コースに関する教育体

制のところでございます。ここはＡが５人、Ｓが７人で、空欄としてございます。 

  委員のご意見を簡単にご紹介いたします。 

  インターネットを活用した数学等の基礎学力向上のための一元的通信教育を実施する体制を整

えている。 

  このように、インターネットを活用した通信教育を評価している方々がほかに４名いらっしゃ

います。また、アンケート結果を踏まえて、海技士コースの教育内容を改善する体制をとり、六

級航海専修を行った点は評価できるといったご意見もいただいております。 

【委員】  いわゆる座学と訓練とをうまく組み合わせていかなければいけないという。その場合

に、どの大学でもインターネットは使ってはいるのですが、独自にそのコースを運営できるよう

に、外部に委託するのではなく、機構独自が運営できるようなシステムをつくり上げたというこ
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とでございます。 

  私はＳにはしていないのですが、Ｓの方が７名いらっしゃいますので、Ｓの評価でいかがでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  よろしゅうございますか。 

  では次、お願いいたします。 

【事務局】  続きましては９ページでございます。②実務教育のところでございます。この項目、

Ａが５人、Ｓが７名ということでございます。 

  ご意見は、船舶保安管理者コースにおいては定員の６倍という過去最高の入学を確保した。運

行実務コース、全て定員を上回る入学を確保したということを評価している方がほかに３人ござ

います。あと、船舶保安管理者コースについて、フィリピンでの講習回数を増やしたり、インド、

ブルガリアでも開催したという点を評価している方がございます。 

【委員】  今ご説明がございましたように、数量的にかなりのレベルの入学者数を確保した。特

に目立ったコースがあったということと、全般的にいい結果を生んでいるということで、７名の

Ｓの評価がございますので、Ｓにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  はい。では次、お願いします。 

【事務局】  続きまして１０ページでございます。③課程の見直し。この項目、Ａが５人、Ｓが

７人で、空欄にしてございます。 

  主なご意見といたしましては、海運業界の要望に応えて積極的に対応しているといったご意見

が４人ございます。また、フィリピンでの海事基礎教育は高く評価できるといったご意見が３名

いらっしゃいます。 

【委員】  先ほど、いろいろな船員確保の一つの手段としての外国人船員教育、それに力を入れ

ておられるということで、７名の方がＳを主張しております。Ｓでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  はい。それでは次、お願いいたします。 

【事務局】  続きまして１１ページ、④合格率でございます。ここはＡが５人、Ｓが７人という

ことでございます。 

  ご意見としては、高い合格率とその実現のための努力・取り組みを高く評価。高い合格率のご

意見が３名いらっしゃいます。また、メンタル面の教育が効果を上げている。そういうメンタル

面に関してはお二方の評価をいただいております。 

【委員】  これは数量的な評価になります。それから、精神的なサポートというこの２つの点で

評価された方が７名ございますが、いかがでしょうか。Ｓでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それではＳにいたします。 

【事務局】  続きまして、１２ページでございます。就職率でございます。３種類の評価がござ

います。Ａが２人、Ｓが３人、ＳＳが７人ということで、Ｓ以上については１０名の方々がＳと

評価されてございます。 
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  主なご意見でございますが、求人数が減っている中で、海上就職率が１００％に達していると

いうところで、その評価をされている方が５人いらっしゃいます。 

【委員】  私もその５人の１人で、ＳＳを出した者なのですが、１００％というのは来年維持で

きるかどうか分からない、瞬間的な数字だと思いますが、非常にいい成績だということで、これ

はそう簡単には起こらないという意味のＳＳだということで、７名の方がＳＳ、あと３名の方が

Ｓでございます。 

  少なくともＳ以上を出さないといけないわけですが、ＳＳでいかがでしょうか。 

  委員、よろしゅうございますか。 

【委員】  もちろんいいですけれど、就職率の過去の年を追った実績の表を見ると、特段今年だ

けがいいわけでもなくて、従来も同じような実績を上げていて、従来は４なんですよね。Ｓです

ね。だから、ことさら今年がとりわけいいというのが、どういう説明になるのかなと思って。 

【委員】  今年は、結局は、従来とは違って環境が悪いということがございます。要するに、ガ

ーンと下に落ちている。その中で、まずは従来と同じだけというのでも評価できる。 

  Ｓプラスアルファになると。そこのところがさらに１００％。 

【委員】  そこの資料がね。つまり、全般的な環境は確かにそのとおりなのだけれど、海上輸送

関係のところでこういう実績になっていて、去年はガクンと落ちているのだけれども、先生たち

がこんなに頑張って、しかも訪問の箇所数がこんなに上がっていて、結果として現状維持の就職

率を維持できたと。こういうところの説得力が多分あるのでしょうから、そういう資料をちゃん

とつくっていただければ説得できると思いますけれど。そこら辺が資料だと見えない。 

【委員】  なるほど。では、その裏の資料をちょっと用意していただいて。それができれば通る

そうでございますから。 

【委員】  そういうところが。特に、ここだけの話ですけれど、ＳＳはね。相当に要求されるか

ら。 

【委員】  特にリーマンショックから以後が、大体３５％ぐらい落ちているんです。輸送自体が。

船ももちろん２５％ぐらい減っています。これは本当に、平成のバブル以後に匹敵するぐらいの

落ち込みなんです。それで、なおかつ、こういう結果を出されているということで、今、委員が

言われているとおりだと思います。これはそういう表があると思います。国内船のデータが。 

【委員】  内航の貨物量の落ち込みというのは、これはもう機構の問題ではありませんが、環境

がそうだということでね。説明資料として必要ですね。 

【委員】  それと、制限が変わったということもあります。 

【委員】  あと、ブリーフィングを受けていたときに感じたのは、内航の実際の会社の方に来て

もらったりして、現実がこうだよということで、就職してギャップが大きいとすぐやめてしまう

傾向があるけれども、そのギャップを学生の耳にどんどん入れて、入っても大変なんだというこ

とを先にインプットした努力というものがあると聞いています。 

【委員】  そのあたり、遠慮して書いておられない可能性もありますね。 

【事務局】  事務局が言うのも何なのですが、私はもともと厚生労働省の人間でありまして、向

こうのほうでそういう就職問題をやっていたという立場から申し上げますと、これはまず基礎教

育で、それだけ業界にとってもらえるだけの人間を育てているというのが第一だと思うんです。



- 45 -

それが第一関門で、もう１つは、実際に求人を開拓してくると。景気が悪くても、とにかくとっ

てくるというのがあって、３つ目が、ミスマッチをどうやって防ぐか。要するに、行きたくない

と言う人を行かせる、あるいは企業がまだちょっと、と言うのを顔を向かせて、是非とってくだ

さいという、こういうミスマッチの解消と３つあると思います。３つ目の話は進路指導と言われ

たりもするのですが、３つが全部うまくできないと、この数字というのはなかなか達成できない

ということになっているんです。 

  これは学校によってものすごい差が、普通高校の場合でもありまして、私がよその世界からこ

こを見た限り、非常にうまくいっていると。手前みその話ですが、やや第三者的に言って、非常

にうまくいっていると思います。 

  その３つの視点でいつも話を聞いているのですが、それぞれ努力しているものは必ず出せると

思いますので。必ず、指示して出させます。 

【委員】  そうですね。是非、遠慮せずにいい資料を出していただきたいと思います。 

【委員】  私もＳをつけたのですが、例えば今、非常に、就職氷河期とか言いますよね。海上の

技術コースが１００％というのは、海上というのは意外と就職氷河期ではないのではないかと。

ちょっと分からないものですから。専門的であるがために、逆に求人が多いとか、そういう、就

職率が１００％になれるような環境に逆にあるのではないかとか。 

  そういう意味では、非常に努力されているということはよく分かります。頑張っているなと思

いますが、それでＳかなという感じで。さっきおっしゃったみたいに、３つの要素はあると思う

のですが、それが見えないし。 

  例えば、地上のいろいろな会社は氷河期だということは間違いないのですが、ただ、海上のほ

うがどうなのかというのがよく見えないので。 

  ただ、間違いなく、１００％はすごいと思いますよ。だから僕はＳでいいかなと思って。それ

もすばらしいと思いますけれど。 

【委員】  全般に、ＳＳをつけたりＳと自己評価しているのに、資料が全然だめですよね。はっ

きり言って。よその法人のほうがずっと、ＳやＳＳに対して資料をつくりますよ。 

【委員】  それは船乗りさんなので……。 

【委員】  そんなことではＡしかつけてもらえないと思わなければ。自分のクローズした世界し

か見えていない。 

【委員】  そうそう。だから、これをいい機会に、委員長が出席されたというのを本当に各３独

法に対して伝えていただきたいですね。こういう議論がありましたと。いい結果をうまく説明さ

れていない部分があって、非常にもったいないと私も思うんです。ですので、今後のことにもつ

ながりますので、是非ともやっていただきたいと。うその物をつくる必要はありませんけれども、

ちゃんと裏にあって出しておられるものですので。是非、今回もそれに対応するような資料等も

つけていただいたら非常にいいと思いますので、お伝えいただきたいと思います。 

【委員】  それから、今日は全体の評価の事務局をやっている事務局もおいでになっているので、

いろいろな全体の資料があるわけですよ、実は。そういう資料の中で、ＳＳをとったりするとい

うのはこれだけの説得力がある資料をつくっていますよ、というようなことが見えるのでね。 

  こういう資料は公開しているんでしょう。だから、違う法人も違う法人のやつを見られるはず
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でね。そうすると、もっと皆さんが安心して、ＳＳやＳをつけられるようになると思うんですよ

ね。 

【委員】  何かございますか。よろしゅうございますか。 

【委員】  ちょっと気になったのは、同じパターンが多いんですよね。Ｓ７人、Ａ５人という、

このパターン。今のやつも、ＳとＳＳを足すと、ＳＳが７人で、Ｓ・Ａが５人でしょう。つまり、

７人の比較的温厚なつけ方の方と、やや厳し目の方と。 

  １つの案は、この数だけ書くのではなくて、先生の名前を書いて出すようにする。外に出す必

要はないですよ。そうすると、固定的な評価になっているかどうかというのが、ある種自己規制

が働きますのでね。そうすると、もうちょっとこう、自己評価に引きずられない方向になるんで

すよ。 

  次回からでも、そんなものを内部資料として持ちながら議論をするようにすると、それが分か

るようになるというだけで、随分つけ方は変わってくるはずで。 

【委員】  でも、必ずしも一緒ではないです。入れ替わっています。それは確かなことです。 

【委員】  分かりました。 

 別に僕が意見を言うところではないのだけれど、ＳＳはこれだけみんなそろってＳＳだとおっ

しゃっているわけだから、ＳＳにすることにして資料を整えるという方向で妥当な話だと思いま

す。 

【委員】  今おっしゃった点なのですが、ここに「３５％減少したにもかかわらず」と、ちゃん

と書かれているのだと思いますけれども。全体の求人数が減っているにもかかわらずと書かれて

いるのではないかと私は思うのですが。 

【委員】  書かれているのですが、通常だと、このぐらいの量で書いているようなものは、それ

はそうでしょう、というだけで終わってしまうんです。 

【委員】  だから、リーマンショックから書かないと。内航の貨物量の減少からね。 

【委員】  別紙資料がパワポで１０枚もついているような。そういう世界がＳＳですよ。これだ

け努力しましたと。 

【委員】  有効求人倍率がぐっと落ちていますよね。そのあたりもキーポイントですね。 

【委員】  ここに書いてあるのは、何を見たら信じられるのか。そこが客観データなのかどうか

が見えない。どこからの引用の数字なのか分からない。それは毎年毎年何パーセントになってい

るのかも見えない。そういうところですよ。これを皆さん、客観データとして信用した上でつけ

ていただける。客観データと見えますか、というところが、委員に今度は問われているんですよ

ね。 

【委員】  会社で考課制度というのをやりまして、個人個人がやはり自己評価を出して、それを

上司が採点していくのですが、やはりすごく自分を甘くつけている人もいるし、かなり遠慮がち

につけている人もいる。そこをやはり上の人間が、性格を見ながら、こいつのこれはこのぐらい

だろうという評価をしていかないといけないし。なおかつ、船乗りの評価をやるので、現場に一

緒に働いていないで、その船でいろいろな環境があるところで、その評価制度は非常に無理があ

るのをやっていたのですが。 

  今日のこれについても、やはり現実に仕事をどんなものをやっているかというのは、我々はち
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ょっと分からないもので、これを見て、それから説明を受けるときにある程度質問をして、それ

に基づいて彼らの評価を参考にして点数をつけたというのが現実なのですが。かなり難しいと思

います。 

【委員】  難しいですよね。まあ、段々よくすればいいので。 

【委員】  分かりました。 

【委員】  まあ、ＳＳですので、ちょっと構えた論理構成をとっていただくということが必要に

なってくると思います。 

  船員の需給ですね。今、船員部会のところに全国の有効求人倍率は出ていますし、ものすごい

落ち込みをしています。あのあたりも非常にいいデータになるかと思います。内航ですしね。主

として内航になりますから。 

  いろいろご意見が出てまいりまして、これは将来につながれば。現在の評価にもつながってい

くわけですが。長い目で見れば、いいご意見をいただいていると思います。どうもありがとうご

ざいます。 

  では次、お願いいたします。 

【事務局】  次は１４ページでございます。⑦研修の実施です。Ａが６名、Ｓが６名です。 

【委員】  これはＡということにさせていただきたいと思います。 

  では次、お願いいたします。 

【事務局】  続きまして１５ページでございます。⑨広報活動です。Ａが３人、Ｓが９人でござ

います。ここはＳという評定に。 

【委員】  そうですね。それでは次、お願いいたします。 

【事務局】  次は１７ページでございます。（２）研究の実施です。ここはＡが５人、Ｓが７人

です。 

  ご意見としましては、過去３年度を上回る件数の研究実績を上げているというのが、６名の方

が同じようなご意見を挙げておられます。 

【委員】  そうですね。ほかにもご意見がありますが、基本的には、そこでの研究を教育のほう

に生かして授業に盛り込んでいるという、そのあたりのところですね。どの程度これを実証して

いるかということはちょっと分かりませんが、そういう書き方になっていましたね。研究だけで

はなくて、それを教育に生かしているという、そこのあたりを評価された方が７名ほどおられる

という。５対７という、先ほどの数字ではあるのですが。 

  ということで、Ｓにいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  そのあたりもうちょっと、個々の教育にどう生かされたかということを少し書いてい

ただければと思います。 

  それでは、次、お願いいたします。 

【事務局】  次は１８ページでございます。①技術移転の推進等です。この項目はＡが５人、Ｓ

が７人です。 

【委員】  ここにつきまして、ちょっと私自身は弱いかなという気がします。つまり、専門分野

への委員の派遣というのは、それほど高く評価しなくてもいいかもしれないなと、今ずっと考え
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てまいりまして。実は私はＳにしたのですが、私自身、Ａに変えたいと思います。 

  そうしますと６対６になりますので、Ａにいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

ほかにご意見ありますでしょうか。Ａの方がＳに変わるとか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  では、Ａにいたします。 

 では次、お願いいたします。 

【事務局】  次は１９ページでございます。ここは研究の公表ということで、３分の２の同意で

Ｓという評定になります。 

【委員】  実際上は、国際学会での発表や査読論文があるとか、国際ジャーナルにも入っている。

本来は研究機関でないところをこれだけの成果を上げているということで、Ｓでいいのではない

かと思います。 

  次、お願いいたします。 

【事務局】  次は最後でございます。２０ページです。③海事思想の普及でございます。Ａが６

人、Ｓが６人です。 

  ご意見としましては、イベントの回数が目標値を大きく上回っているというようなご意見でご

ざいます。 

【委員】  そうですね。よく頑張っておられますけれども、Ａ６、Ｓ６ということですので、Ａ

にいたしたいと思います。 

【事務局】  空欄のところについては以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

  一応、各項目について評定をいただいたところですが、別紙を含めて、全項目について何かご

意見がございましたら、お願いいたしたいと思います。 

【委員】  １ついいですか。ここにも書いてあるのですが、インタビューしたときに、学生の保

護者とかなり密に話し合いをして、父親や母親と、学校に預かっていて今はどうですよ、という

ような報告とか、それでかなり信頼関係をキープしていたということも言われていました。ちょ

っとつけ加えておきます。 

【委員】  そこは僕も感じましたね。資料で読んでいたのだけれど。アンケートなんかが書いて

あって。 

【委員】  それはどこでしょう。今ご指摘のところは。 

【委員】  後ろのほうで、どこかの学校に行って調べてみました、みたいなのがあったり。大変

いいことだと。 

  それから、さっき事務局からもご発言があったように、いわばこういう勉強、あるいは仕事と

いうのは大事なことなのだというのを植えつけて、しかもそれを定着させるというところとか、

今の話とか、これは特記できる事項だなという感じがします。学校の人間がこんなことを言って

はいけないけれど、学校教育と比較して。つらい中ではね。 

【委員】  総合評価の中の特記事項ですね。 

【委員】  そうそう。評価項目にあまり明確には入っていないのだけれど、この法人の、非常に

明確な実績だなという感じは受けました。 
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【委員】  普通だと三者面談というのですが。子供さんと保護者と。我々もまた三者面談をやっ

ているんですよね。 

【委員】  メンタルなところで成果を上げているとかね。 

【委員】  そうです。結局、この学校は成績がよくて次の大学に入るという学校の性格とは違っ

て、やはり一人一人に力をつけて、自分の生き方を与えていると思うんです。そういう意味で、

親との信頼関係というのはすごく大切だと思うんです。 

【委員】  生きがいを与えているということですかね。 

【委員】  これからの目標とか。 

【委員】  人生、進む道というのは大体決まっている。その中で生きがいを与えている。 

【委員】  だから、ＳＳのところのいろいろな説明にも入れたり、あるいは最終評価のところの

特記事項みたいなところに入れたり。いろいろな、外に向かってアピールするときの大変大きな

点だなと思って。今日は勉強になりました。 

【委員】  そうですか。ありがとうございます。その他としての特記事項かな。どこかで入れて

いただくということで。 

  それでは、一応、各項目についてはこれでよろしいということでご意見がないようですので、

評定の分布をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、総合的な評定という、分科会長試案の一番最後のページをご覧ください。 

  評定の分布状況のところ、項目が全部で２６ございます。その中で、ＳＳが１、Ｓが９、Ａが

１６という評定の数になってございます。 

【委員】  はい。ただ今の説明によりますと、Ａが１６でございまして最多の項目となっており

ます。 

  では、評価案を事務局から読み上げていただきたいと思います。 

【事務局】  それでは、中ほど、総合評価の評価案を報告いたします。 

  まず、法人の業務の実績につきまして、５名の方からご意見をいただいております。 

  全国に展開する各学校の運営を一括管理する本部体制の確立がなされたことは評価できる。今

後、このことが速やかに業務の系統的実施、効率的な運営につながるよう、努力を期待する。海

技士国家試験合格率の向上や、海運関連企業への就職率の向上で、厳しい社会環境の中、しっか

りと対応していることは評価できる。 

  続きまして、法人の業務実績については、政策目的を踏まえて業務を推進していると認められ

る。教育機関にとって重要な入り口の募集活動、出口の就職率の高い業績は評価したい。多くの

新しい試みがなされており、活性化した組織である。 

  最後の評価といたしまして、実務教育の実施について、現場でのニーズに迅速、的確に対応し

ている点を高く評価したい。また、厳しい求人環境の中、高い就職率を実現できたことも評価に

値する。 

  以上、法人の業務の実績でございます。 

  続きまして、課題・改善点、業務運営に対する意見等。３名の方々から評価をいただいていま

す。 

  まず最初に、インターンシップに関しては廃止の方向で検討されているが、別の手段で社会を
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体験できる機会を検討してください。それから、保護者アンケートの実施結果から、生活面等の

改善となる内容を教員へ周知し、指導の改善を逐次していくことは極めて大切で、保護者と学校

との信頼関係構築につながると思います。それから、一般大学の学生などにもさらに海事教育を

普及させ、海技資格を取得させることを考えてはどうか。操船シミュレーターについては、さら

なるプログラム等、機器類の充実による教育の質的向上が期待される。 

  最後に、その他といたしまして、お二方から。 

  まず最初に、年度計画における目標値は、単に当初の設定を踏襲するのではなく、実績等を加

味しながら、年の経過とともに適切に再設定されているか吟味すべきである。また、海運会社か

らの業務協力体制を確保・推進・充実することを考える。という評価をいただいてございます。 

  以上です。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

  若干整理する必要があるかと思います。保護者アンケートの実施という非常にいい点をご指摘

いただいておりまして、保護者と学校との信頼関係構築につながっていくという、このあたりの

ところをより積極的に先ほど評価すべきではないかというご意見も出ておりましたので、若干も

とのご意見とは違うかもしれませんが、それも踏まえまして、このあたりのところを、場合によ

りましたらその他の特記事項のほうへ移させていただこうかと思います。 

  それから、一般大学の学生への教育の拡大という、制度問題ですね。海事教育を普及させると

いう。ここのあたりのところは、もう現在、行われているという風には考えてはいけないわけで

すね。今後の問題ですね。そうすると、やはりその他事項か何かですかね。課題に載せるか、ど

ちらかというところになるかと思います。 

  年度計画の、先ほどもご指摘ございました点も、その他事項のところに載っておりますね。こ

れは今後の課題でございます。 

  ということで、若干、特記事項につきましては先ほどご指摘の点も踏まえまして、その他事項

に書かせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  よろしゅうございますか。 

  それでは、これを総合評価とさせていただきます。当分科会といたしましては、これらの評価

を総合評価につけるということにいたしたいと思います。 

  最後に、総合評価点でございますが、Ａといたしまして、評価理由につきましては、評定の分

布状況を踏まえ、中期目標の達成に向けて着実な実施状況が認められるという趣旨の理由を付す

ことにいたしたいと思います。 

  なお、個々の表現及び別紙につきましては、航海訓練所同様にご一任いただきまして、評価委

員会へ報告する案を作成することといたします。 

  それでは、以上によりまして、海技教育機構の平成２１年度業務実績評価を終わらせていただ

きたいと思います。 

【委員】  ちょっとお願いしていいですか。 

  項目の中で、４年連続Ｓというのが、９番の実務教育、技術教育科、それから２０番の研究の

公表。これはもちろんＳでいいのですが、４年連続してＳなんですよ。 
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  それはそれでいいのだけれど、目標がかくかくしかじかで、毎年突破していてよかったね、と

いう話であってもちろんいいのだけれど、でも、先ほども類似のご発言があったのだけれど、去

年と同じこと程度の話だと今年もＳと言っていいの、という、ある種のモラルみたいなものもあ

ってね。 

  だから、研究の公表のようなもので、同じような件数をやれていることが毎年Ｓかというと、

常識的に言うと、これはもう指数関数的に件数が増えていないと済まないことなので、こういう

ものについて、やはり資料づくりなどについてはよくよくお考えいただいたほうがいいと思いま

す。それから、これから自己評価していただくときには、そういうこともあらかじめ意見として

伝えておいてもいいのではないかと思います。 

【委員】  実務教育と技術移転ですか。 

【委員】  ９番と２０番が。４年連続Ｓになるでしょう。それから３年連続Ｓが１１番と１８番

になっているとか。さっきのＳＳに上がったのももちろん３年連続ですが、これは特別に 資料

をつくるからいいでしょうけれど。 

  余計な話ですけれど。 

【委員】  いえいえ。 

  では、そのあたり、お伝えいただきたいと思います。 

【委員】  すみません、それに関して。 

  私は、前の年がどうだったからという話は、私たちがやっているのはあくまでも年度評価なの

で、たまたまＳが続いたから、経年変化を見てそこのところを下げるというバランスのとり方と

いうのは、本来のこの評価とは違うのではないかなと理解しております。 

  それが１点と、今の９番と２０番に関しては、実は２０番は私はずっとＡをつけているので、

そろそろこれは頭打ちかなというか、その範囲かなと思っているのですが、９番に関しては、こ

れは量の問題ではなくて、さっきの定性・定数でいくと非常に定性的な話でありまして、海技教

育機構さんはそもそも組織がものすごく大きくここのところ変わってきていて、学校もどんどん

閉鎖して分校も小さくなって、それから課程もものすごく毎年毎年カリキュラムを現実に合わせ

てすごい努力をされていて。さっきの話で言えば、準備と実践とを同時にやっているような、も

のすごい過渡期の中でこれだけ頑張っているので、私はこの９番は、もう本当にこれはすごい話

だと思っていまして。素人なので中身はよく分かりませんけれど、いろいろお話を聞いている中

で、これはすごいなと思っております。だから、ここは別にモラルハザードの問題ではなくて、

堂々とＳをつけていいのではないかなと。 

  委員のおっしゃる意味もよく分かるのですが、教育機関って、やはり日常的に子供さんを相手

にしていることで、多分そっちにかなり労力をとられていまして、その結果はみんなに分かって

くださいという、ちょっと甘えもあると思うのですが、逆にそれを理解してあげることも必要な

のかなという風に思います。よろしくお願いします。 

【委員】  決して僕は厳しく点を出したいという意味ではないんです。 

【委員】  そうですね。現在はいろいろなせめぎ合いがあるのかもしれませんが。 

  とりあえず、この書き方としては、経年評価が分かるように、数字としては過去４年間の数字

を並べて、今年はどうなのかというレベルが分かるようなデータを、もし揃えられるものであれ
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ば、Ｓをとったところについてはそういうものを載せていただいたほうがいいと思います。 

【委員】  それで、委員がおっしゃるように、経年で上がっていくことを問題にしないものもあ

るし、経年で同じではこれは、というものもある。だから、ケースバイケースだからどっちと言

う必要はないのですが、情報として、今年のデータだけ見ていればすべてが分かるかというもの

でもないのは事実ですよね。 

【委員】  そうですね。例えば研究などでも、今年は国際学会の報告がかなりございましたし、

国際ジャーナルにも書いていたし、査読論文もあったしということで、質的には非常にいいこと

だと思いますので、そういう書き方も必要かもしれませんね。国際ジャーナル、査読論文、それ

から国際報告。国際講演といいますか。それをずっと並べられたら、おそらく今年が最高ではな

いかなという気がするんです。今までの私の記憶では。 

  ですから、そういう質的な評価が数字でできるといいますか、そういうように研究の内容をグ

ループ分けをして、それを示すというのも非常にいいことだろうと思うんです。今年はずば抜け

ていいと思います。 

  だから、Ｓをとられたところは、いろいろなご意見があったとしても、まず自信を持ってくだ

さいと。ただし、それを裏づけるような努力をしてくださいということがまず第一ですね。 

  本来やるべきことというのを見失わないような。そういう形での改善ということですね。 

【委員】  実際、いい成果を上げているしね。教育上の。 

【委員】  ええ。いいと思うんですよ。これは座学と訓練とが一緒になってね。それと研究とい

うものもやっておられるというのはね。 

  とにかく、船員という人をつくる場でしょう。だからなかなか大変なんですよ。 

  まあ、そんなことを言っては泣き落としになってしまいますけれど。 

【委員】  いや、いいんですよ。それと、満遍なくたくさんいい点をとろうなんて思うよりも、

うちの法人の売りはここだというところは、もう時々ＳＳをぽんぽんととっていくぐらいにし

て、ほかはもう全部Ａでいいやぐらいのつもりでね。それのほうが、精力のかけ方と成果という

意味では、本当は経営上はいいのかもしれませんよね。 

【委員】  ただ、一応は４年間、５年間ですか、中期目標。これが終わって、次の期でしょうね、

おそらく。おそらく次のときに、どういうスタンスでいくかということを決めなければいけない

と思います。 

【委員】  Ａが悪いんだという印象を持たれている方が多いんですよ。 

【委員】  去年までそうだったですから。百何パーセントとかいうので出しましたからね。だか

ら、Ａを幾つとるかということによってランクが決まりましたのでね。 

【委員】  Ａでいいんですよ。普通で。 

【委員】  今回からはそれがないので。多数がこうだからということでＡだという評価になるわ

けですよね。そういう発表になるわけですからね。そのあたり、自然に、評価が変わって、やは

り目指すことも少し変わっているのだということも、段々と分かってこられると思います。 

  では、よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。 

  それでは、またかなり予定時間をオーバーしてしまったと思いますが、事務局のほう、よろし

くお願いします。 
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【事務局】  はい。ただ今、１時間弱遅れでございます。若干休憩が短いのですが、次は１６時

５０分から、航空大学校ということでお願いいたします。 

（休   憩） 

【事務局】  暑くてお疲れのこととは思いますが、もうしばらくどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、航空大学校が対象でございます。 

  事務局が交代しておりますので紹介させていただきます。航空局技術部乗員課長の鏡でござい

ます。 

【鏡乗員課長】  鏡と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  航空従事者養成・医学適性管理室長の島津でございます。 

【島津航空従事者養成・医学適性管理室長】  島津です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  それから、私、事務局の菅田でございます。それから、高橋係長でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  法人側ですが、航空大学校からは理事長はじめ関係の方々にご出席していただいております。

ご紹介させていただきます。航空大学校の殿谷理事長でございます。 

【殿谷理事長】  殿谷でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  法人側の他の方々につきましては、発言時に職名及び氏名を述べていただきますよ

うお願いいたします。 

  次に、会議資料の確認をさせていただきます。 

  お手元にお配りしておりますが、平成２１年度の評価に係る資料といたしまして、右上に番号

が付してございますが、資料１－３といたしまして財務諸表。それから資料２－３といたしまし

て業務実績報告書、それから資料集が添付してございます。資料３－３、業務運営評価説明資料、

５段表でございます。それから別紙が添付してございます。資料４－３として評価調書の分科会

長試案、それから別紙が添付してございます。最後に、資料５といたしまして、重要な財産の処

分等を用意しております。遺漏ございませんでしょうか。 

  それでは、以降の進行につきまして、宮下分科会長にお願いしたいと存じます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【宮下分科会長】  宮下でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは議事に入りたいと思います。進め方は先の２法人と同様に行いたいと思います。 

  そこで、まず財務諸表につきまして、法人から説明をお願いいたします。 

【工藤会計課長】  会計課長の工藤と申します。それでは、お手元にお配りしております資料１

－３の第９期財務諸表につきまして、貸借対照表、それから損益計算書、それから最終ページに

ございます決算報告書でご説明をさせていただきます。 

  まず財務諸表でございます。１ページ目の貸借対照表についてご説明いたします。 

  まず資産の部ですが、Ⅰの流動資産につきましては、現金及び預金４億９,６０５万円でござい

ます。この内の多くは４月に支払います平成２１年度経費の未払い金で、その他としまして資産

の売り払い代金及び執行残等が含まれております。 

  続きまして、その下のたな卸資産でございます。これは５０万円未満の軽微な航空機部品と切
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手でございます。その使用と評価損によりまして、前年度に比べて８６０万円減って、４,５８

７万円ございます。 

  未収金につきましては、施設整備費補助金を受け執行しました宮崎本校の施設の建具改修と、

仙台分校の耐震工事等の代金５,１００万円ほどを含んでおり、翌年度に国より入金され支払う

予定の未収金額等でございます。５,２５５万円となっております。 

  流動資産の合計としまして、５億９,５００万円となっております。 

  Ⅱの固定資産についてでございます。 

  有形固定資産の合計が４０億８,６２５万円でございます。建物等の減価償却の累計額と、土地

につきまして、昨年ご報告させていただきましたが、２０年度に仙台分校の地価の下落による減

損処理を行っており、減損損失累計額の５億８,２５２万円が含まれております。 

  続きましてソフトウェア、電話加入権ですが、無形固定資産が５８０万円でございます。 

  以上、流動資産と固定資産合わせまして、資産合計が前年度と比べまして２,９０３万円ほど減

となっており、４６億８,７０９万円ございます。 

  ２ページ目、負債の部でございます。 

  Ⅰの流動負債につきましては、運営費交付金債務、それから未払金、短期のリース債務等で、

合計が５億８,３５５万円でございます。 

  Ⅱ番目の固定負債でございます。 

  リース債務の８００万円、これは長期のファイナンス・リース取引でございます。３ページに

記載しておりますリース取引関係の部分に記載してございます、学生の教育用機器２件のリース

取り引きの返済残高になります。これは平成２４年２月に２件とも終了する予定でございます。 

  固定負債の合計としまして、１億３,１３０万円でございます。流動・固定の負債を合わせまし

て、負債の合計は７億１,４８５万円となっております。 

  続きまして、純資産の部についてです。 

  Ⅰの資本金は政府出資金でございまして、独法の設立時に国から現物出資を受けました土地・

建物・構築物等でございます。４９億６,９７０万円でございます。 

  Ⅱの資本剰余金合計は、現物出資、資産の減価償却、除却の価値下落等によりまして、合計は

マイナス９億９,６８０万円となっております。 

  Ⅲの繰越欠損金でございます。 

  ８ページに掲げてございます、損失の処理に関する書類に記載してございますファイナンス・

リースの影響によります前期繰越欠損金が７４万円ありますが、これに当期の総利益８万円を充

当しまして、欠損金合計が６６万円となっております。 

  純資産合計につきましては、資産合計から負債合計を引いた額でございます。３９億７,２２４

万円となっております。負債の純資産合計額につきましては、資産合計額と同額の４６億８,７

０９万円でございます。 

  続きまして４ページ目、損益計算書でございます。 

  経常費用につきましては、業務費、これは学生の教育訓練にかかる経費でございます。計２１

億２,５９２万円。それから一般管理費、これは業務費、学生教育経費以外の経費でございます。

５ページ目になりますが、計６億６,４３３万円でございます。財務費用は、ファイナンス・リ
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ースの支払い利息でございます。 

  これを含めまして、経常費用合計は２７億９,０９４万円でございます。 

  同じく５ページ目でございますが、経常収益が合計で２８億３,１０１万円でございます。臨時

損失としましては、事故処理費を含めまして３,９９９万円となっております。 

  ６ページ目、ファイナンス・リース取引の影響によりまして、当期総利益は８万円でございま

す。 

  続きまして、資料１－３の最終ページにございます決算報告書について、簡単にご説明いたし

ます。 

  この決算報告書につきましては、収入と支出の予算区分に従いまして作成したものでございま

す。 

  収入につきましては、業務収入において予算金額に比べまして決算金額は雑収入等の増収によ

り約１８０万円の増がありましたが、収入全体としまして、約３３万円の減額となっております。

２８億８,９１９万円の決算金額となっております。 

  支出につきましては、業務経費は運航経費及び事故関係費の突発経費の増がありました。約６,

１９３万円の増加となっております。 

  人件費では、人事院の給与勧告の準拠に伴います給与・賞与の減額がありまして、約５０２４

万円減となっております。 

  一般管理費では、経費の抑制努力によりまして、約３,３４４万円の減となっております。 

 支出全体としまして、予算金額に対しまして約２,３８６万円減の２８億６,５６６万円となっ

ております。 

  簡単ですが、財務諸表関係の説明は以上でございます。 

【宮下分科会長】  ありがとうございました。 

  ただいまのご説明につきまして、ご質問をお願いいたしたいと思います。 

【石津委員】  ちょっと個人的な関心みたいで申し訳ないのですが、この損益計算書、５ページ

の一番下に、税引前当期純利益が出ておりますが、今見ましたところ、ほかの法人さんは特に税

引前当期純利益は挙げていませんで、というのは多分税金が生じないということだろうと思うの

ですが、この項目を特に挙げていらっしゃるというか、基準上、これを挙げるようになっていま

すか。 

【工藤会計課長】  従来から変更はございません。 

【石津委員】  そうですね。ほかの法人を見ると特に挙がらない項目であって、なおかつ税金が

発生しない独法という組織にとって、税引前ということの意味合いがあるのかなというところが

ちょっと疑問だったのでお伺いしたのですが。本質的なお話ではないので、形式的なお話ですけ

れども。 

  別に中身の話ではなくて、個人的な関心なので。後でまた教えてください。 

【事務局】  確認をして、ご報告させていただきます。 

【宮下分科会長】  では、とりあえずペンディングで。特に本質には関係ないですね。 

  ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは審議に入りたいと思いますが、ご意見ございましたらお願いいたします。 
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  それでは、「意見なし」といたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございます。 

  では次の議題、平成２１年度業務実績について、法人から全項目を通して説明をお願いいたし

ます。また、別紙につきましては、皆さんのご意見が分かれております業務改善のための役職員

のイニシアティブ等についてのみ、ご説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

【殿谷理事長】  航空大学校理事長の殿谷でございます。２１年度業務運営評価説明資料、５段

表に従いましてご説明申し上げたいと思います。 

  まず最初の、組織運営の効率化に関する項目でございますが、常勤職員数の削減でございます

が、中期計画におきまして、中期計画期間中に約１０％程度の常勤職員数の削減を計画しており

まして、その中で特に整備業務の民間の委託、それから運航管理業務も民間委託を進めようとい

う方針が出ております。 

  この方針に従いまして、平成２１年度におきましては、整備課におきまして、時間管理部品に

ついての修理作業発注、それから完了後の保管というような業務につきまして、整備委託業者の

ジャムコに対してこれを委託することにより、常勤職員の１名を削減いたしております。 

  それから、運航管理業務につきましては、委託をできるような会社がございませんので、これ

は運航業務を実施できる航空無線資格を持っており、かつ同等の業務を経験している航空局のＯ

Ｂの人を契約職員として採用することにより、常勤職員の１名を削減したところでございます。 

  学生７２名を養成する体制を維持する場合、実科の教官、飛行教官の削減というのは非常に難

しいところがございまして、外部に委託できる業務につきまして、整備課、運用課についての常

勤職員の削減を図っているところでございます。 

  平成１８年度当初、常勤職員１２２名の職員がおりましたので、２２年度末までに１０％とい

いますと１２名の削減、今年度末１１０名を目途に、さらにいろいろな工夫をしてまいりたいと

思っているところでございます。 

  それから、人材の活用でございますが、内部組織の活性化、それから業務運営の効率化を推進

するために、国、特に航空局との人事交流を積極的に行っておりまして、２１年度は２１名、職

員数の約１８％の交流を行ったところであります。 

  これによりまして、内部組織の若返り、活性化、それから人件費の抑制効果もございますし、

航空大学校の乗員養成ノウハウを航空の行政の現場に取り入れていただいた、また、行政の経験

を航空大学校における乗員養成に反映するというような経験の交流というものも図っていると

ころでございます。 

  ３番目、業務運営の効率化、特に教育訓練業務の効率化でございますが、第２期中期におきま

して、左から２つ目のところに書いておりますが、若干、実科教育、飛行訓練課程につきまして

変更いたしたところがございます。仙台課程、双発機での訓練につきましては、飛行時間を６５

時間から７０時間と５時間の延長をしているところでございますが、単発事業用課程、帯広と宮

崎合わせて１年間で単発機を使いまして１５５時間の訓練をしているところでございますが、こ

れについては時間数の変更等はございませんでした。 
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  これに対して、さらに訓練の効率化をいろいろ検討しました。訓練の各段階ごとに到達するレ

ベル及び科目等を決めておりまして、それをフェーズと称しておりますが、２１年度からこれを

６から５に削減いたしまして、科目の統合、総合化を図っているところでございます。 

  また、単独飛行時間について法律上の要求よりも上乗せしていたところでございますが、これ

についても見直しまして、単独飛行訓練時間を削減し、逆に言うと教官同乗による、さらにきめ

細かな指導を図っているところでございます。 

  また、最終技能審査につきまして、これまで、科目ごとに複数の審査官で対応していたところ

でございますが、これを学生１人に対しては基本的に１人の審査官で対応することにいたしまし

た。そして総合的観点から見るというのと、それにより効率的な訓練、効率的かつ効果的な判定

ができるように、審査規定を改正したところでございます。 

  また、単発事業用課程は、全部で１５５時間がシラバスでございますが、仕上がりが極めて早

い者につきましては、１５０時間でも最終技能審査が受検できるようにして、規定の改定を図っ

たところでございます。 

  これらの結果につきましては、現在まだ検証中でございます。我々、宮崎における学科が４カ

月、それから帯広・宮崎における単発機の訓練が６カ月ずつ、それから仙台における多発・計器

飛行証明の訓練が８カ月でございますが、それらにつきまして、終わったごとに学生のアンケー

ト調査を行っておりますが、これらを今後とも確実に実施して、さらにきめ細かい指導、それか

らエリミネート、フェイルが出ないような指導を図っていきたいと考えております。 

  それから、教育支援業務の運航業務、それから整備業務につきましては、引き続き電子化、オ

ンライン化を進めているところでございます。 

  一般管理費の縮減でございますが、一般管理費につきましては、前年比マイナス３％という枠

がかかってございます。その予算の中で、２１年度、何とか実施したところでございます。 

  業務経費につきましても同様に、前年比マイナス１％の予算削減ということが恒常的に課せら

れているところでございますが、平成２１年度においても、その予算内での執行を図ったところ

でございます。 

  教育コストの分析・評価につきまして、各校ごと、仙台、帯広、宮崎の教育業務経費と教育支

援業務についてデータを蓄積して、校別ごとの経費の推移の比較等を行ったところでございま

す。詳細については別添に記載してございます。 

  教育の質の向上についてでございますが、航空大学校はエアラインパイロットを養成するとい

うことが任務でございますので、エアラインパイロットに要求される知識、技能というものを、

運航の環境等の変化に伴い、確実に把握していかなければならないということから、航大卒業生

でエアラインパイロットになったＯＢとの意見交換会を毎年実施しているところでございます。 

  また、教官には、エアラインのコクピットのオブザーブをさせているところでございますし、

エアラインパイロットのＯＢを教官としても採用しているところでございます。現在、宮崎、仙

台、帯広にそれぞれ１名のエアラインパイロットＯＢの教官が在籍しております。 

  それから、操縦教官各人に対して定期技能審査を実施し、教育技能の向上と標準化に努めてい

るところでございます。 

  次のページにまいりまして、エリミネートの削減のために、今中期計画から追加教育時間を２
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０％まで拡大したところでございますが、これの実施について、これまでフェーズの最終段階で

実施してきたところでございますが、それを早い段階から適宜実施していくほうが、さらに技能

審査不合格率を減少できるのではないかということで、これについても現在実施しているところ

でございます。 

  教育の質の向上及び効率化を図るためのいろいろな調査研究でございますが、先ほど申し上げ

ましたように、単発事業用課程についての教育内容の手法評価方法についてのシラバスの変更を

行ったと同時に、米国のフライトセーフティ・インターナショナルという乗員養成機関について

も調査を行いまして、現在、我々航大生の採用試験において、１６３センチ以上という身長要件

を設けているところでございますが、これを１５８センチ以上に変更し、今年度の入学試験から

実施しているところでございます。 

  また、次のページにございますが、これは現在、准定期航空運送用操縦士として航空法改正が

準備されているところでございますが、海外におけるマルチクルー・パイロット・ライセンスと

いうＭＰＬの導入条件についての研究報告、それからコンピテンシー・ベースド・トレーニング、

これはコンピテンシーというのは業務遂行能力でよろしいかと思いますが、実際の業務遂行能力

を重視したトレーニング及びその審査の導入についての研究などを行っているところでござい

ます。 

  また後ほどご説明いたしますが、安全委員会におきましてパイロットレポート等のデータを集

積し、安全管理システム、ＳＭＳの導入に向けた試行を行っているところでございます。 

  学生の養成数でございますが、平成２１年度におきましては７２名の入学者を確保いたしまし

た。ここには７３名になっておりますが、入学直後に自己都合で退学した者がございまして、５

６回生４期においては、その分を加えて７３名となっております。 

  それから、入試に関して広報活動を実施し、ホームページをリニューアルいたしました。その

結果、受験者数は６３３名と、２０年度並みの受験者数を確保しております。 

  それと、２１年度入学試験におきましては、身体検査合格基準、特に２次試験における身体検

査を行うわけですが、そこにおける視機能の要件につきまして、航空会社の担当者等との情報交

換を行いまして、一部の緩和を図りました。 

  このために、２次試験合格者が、平成２１年度におきましては１４１名という形で、平成１９

年度は８９名、２０年度は１１３名でございましたので、３０名以上の増加を見ております。最

終的な合格者は７２名でありますので、第３次試験における競争率として約２倍の２次試験合格

者を確保できたということは、非常に有効であったと考えているところでございます。 

  航空安全に関する教育の充実でございますが、航空大学校、独立行政法人化してから、平成１

４年３月、それから平成１５年７月と訓練機事故を起こしまして、学生・教官合わせて４名の尊

い犠牲を出しているところでございますので、航空安全が何よりも大切であるということを掲げ

て、次ページにありますように、学生に対する安全教育、それから定期的な安全監査等も実施し

ているところでございますが、昨年１０月３０日に、鹿児島空港におきまして、ソロ飛行中の訓

練機が胴体着陸をするという事故が発生し、長時間ランウェーをクローズいたしまして、多くの

方々にご迷惑をおかけしました。本当に申し訳なく思っております。 

  この事故に対しまして、現在、まだ運輸安全委員会におきまして原因の探求が続けられている
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ところでございますが、我々としては、入手できた情報に基づきまして、まず機体のほうの安全

の点検、これは最終的には脚が出ないままに滑走路に接地したものでございますので、操作は適

切であったが機材のトラブルから脚が出なかったのか、機材は適切であったが操作が不適切だっ

たために脚を出していなかったのか、今のところはどちらとも分かりませんので、両方の観点か

らも機体の特別点検及び実科教官、学生に対する安全対策、安全教育等を実施し、１１月９日か

ら訓練の再開をしているところでございます。 

  先ほど申し上げましたように、運輸安全委員会の事故調査は現在まだ進展中でございます。我

々としてはそれに最大限、全面的に協力するとともに、その調査結果をもってまた追加の安全対

策を実施していきたいと考えているところでございます。 

  それから、安全管理システムでございますが、先ほどから二、三回、出ておりますが、７ペー

ジ、それから次の８ページにも幾つか分けて書いてございますが、国際民間航空機関、ＩＣＡＯ

というものがございますが、ＩＣＡＯの基準におきまして、今年１１月から、これはエアライン

や管制機関には既に導入されているところでございますが、操縦士養成機関に対しても、安全管

理システムの導入が求められてございます。 

  これまで、安全対策というのは法令及び基準に基づいて事業を行うとともに、発生した事故・

トラブルに対して原因を探求し、原因究明を行った結果、安全対策、再発防止対策というものを

とっていく、どちらかというと事後的な対応というのがメインだったわけでありますが、事故・

トラブルの予兆であるハザードを把握し、そのリスクを評価し、それを低減する。予防的な取り

組みを体系的に実施するということが、国際民間航空機関等からも要求されているところでござ

います。 

  このＳＭＳ、セーフティ・マネジメント・システムの実施に向けまして、安全委員会、それか

ら総合安全推進委員会等で検討すると同時に、外部講師からの話も聞き、外部に対する調査等も

行いまして、現在、その導入に向けた安全上の分析・評価を行っているところでございます。 

  このＳＭＳに関しては、いかに事故・トラブルの予兆になるような事象話、いわゆる「ヒヤリ

・ハット」と言われているものでございますが、そういう不安全事象の情報をいかに収集するか

というところが眼目でございまして、現時点においては、実運航で発生したものについて、学生、

教官に報告を求めると同時に、教官などに対してはこれまでの自分の経験で起こったことについ

てもいろいろ報告してもらい、そのリスク分析等を行っているところでございます。 

  それから、成果の活用と普及でございますが、操縦士養成機関連絡会議、これは航空大学校や

民間の大学、それから民間の航空会社、それからエアラインなどで自社養成を行っている操縦士

養成機関がございますが、これらの養成機関の連絡会議を開催し、情報交換を行うことのイニシ

アティブをとっているところでございます。 

  それから、パイロットの学科試験、航空従事者試験の学科試験問題検討委員会に委員を派遣し

たり、教官養成ハンドブック、これは操縦士養成機関などで教官となる人たちを養成するための

ハンドブックというのを、航空大学校として校内的に持っているわけでございますが、これを外

に出すべく、現在その編集作業を実施しているところでございます。 

  それから、航空思想の普及等につきましては、３校とも「空の日」の行事を行い、航空教室、

市民航空講座等についても回数を重ねて実施していっているところでございます。 
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  ５段表につきましては以上でございますが、別表の、業務改善のための役職員イニシアティブ

の話でございますが、我々といたしましては、パイロットになるための志望者を増やすため、そ

れから多くの志願者に対して機会を提供するために、入試における身体検査基準の緩和について

検討したところでございまして、航空会社との調整、それから身体検査の実施機関との調整を図

りまして、平成２２年度入学生から視機能の一部の緩和を実施し、先ほど申し上げましたように、

２次試験合格者の増加を図ったところでございます。 

また、身体検査基準の身長につきましても、これまで１６３センチ以上でありまして、一般的

に言って男子に対しては特に大きな障壁になっておりませんが、女性に対しては非常に大きな航

大入試に対するバリアになっていたということもございます。これらについても見直しを行いま

して、外国機関における調査、それから航空機の安全性基準等の調査なども行いまして、現在、

１６３センチ以上から１５８センチ以上に低減したところでございます。 

  今年度の受験生の中で、１６３センチから１５８センチの間の方は十数名志願されたというこ

とを聞いておりまして、そういう点での国民の期待に対してもこたえられたかなと考えていると

ころでございます。 

  簡単でございますが、以上でございます。 

【宮下分科会長】  どうもありがとうございました。 

  ただいまの説明につきまして、ご質問をお願いしたいと思います。 

【桑島臨時委員】  今のお話の身長基準で、法的な条件はどうなっているのですか。 

【殿谷理事長】  身体検査の法的な条件は、航空法に定められているのですが、これはいわゆる

ミニマムの数値、パイロットとして飛ぶためにはこれが必要であるという値です。 

  ところが、エアラインで採用する場合、採用して数年でそのミニマムを割ってしまったら、も

うパイロットとしては使えません。ですので、３０年、４０年働いてもらう間にある程度の老化

というか、視機能にしても身体機能にしても若干落ちることを考えて、ミニマムに若干の上乗せ

をするわけです。 

  我々としては、エアラインにパイロットを供給すると、エアラインで働いてもらうパイロット

を養成するということからいくと、やはりエアラインの採用基準というものもある程度にらんで

航大としての身体検査基準を決めなければなりません。 

  ですので、法的な身体検査基準に若干の上乗せをしていますが、その上乗せをどの程度にする

かは、航空会社、それから一般の方々からの意見などと合わせていろいろ検討しなければならな

いところでございます。 

【宮下分科会長】  そういうことは、今まであまり問題になったことはないんですか。 

【殿谷理事長】  これまでの基準について、何で１６３センチ以上なんでしょうかというのは、

これまでもよくございました。それから、視機能につきましても、航空大学校のほうがエアライ

ンより厳しいのではないかというような問い合わせは、ホームページに受験生の方から、何回か

ございました。 

【高田臨時委員】  身長の話ですけれど、過去に全日空の自社養成で、１６０センチ未満の女性

がおり、既にラインで飛んでいますけれど、非常に適性検査の、成績がいいんですが、実際にブ

ラウンフィールドで乗せたら、訓練機というのは座席が固定されており、身長が足りないものだ
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からなかなかうまくいかなくて大分苦労してましてね。 

  今のエアラインを飛んでいる実用機というのは、全部電動ですから、座席なんか上がったり下

がったり自由にできるんですよね。だから、身長は１６３センチだろうが１５８センチだろうが

あまり関係ないと思うんです。１８０センチの人もいますけれども。 

  訓練機というのはそれができないので、フィックスされてしまっているものだから、非常に苦

労する。その辺のところは、確かに、今の女性の身長が高くなったといっても、やはり１６３セ

ンチというのは、女性にはかなりハードルは高いと思いますね。 

  そういう意味では、門戸を広げ、優秀な学生がいっぱい集まってくるのではないかという意味

では、身長１５８センチは一つの方法でありいいと思います。 

  ただ、訓練に入って、航空大学校がどこまでそこのところを見てあげるかというのはあると思

うんです。そこをぜひ、今後、これから入ってくる学生が１５８センチギリギリの人がもし仮に

いるとすれば。この差は結構大きいですから。その辺は見ていただきたいなと思います。 

  それはかなり厳しいんです。シングルエンジンというのは即座にパッと足で踏んでやりますの

で、それがちょっと遅れるだけで、もう飛行機が方向転換してしまいますからね。訓練にならな

くなってしまう。そういうようなことがあるので、 

ラインに行く前の航空大学校の教育課程ではまさにそれが大事なことだと思うので。 

【殿谷理事長】  はい。 

【宮下分科会長】  今おっしゃったのは総合評価にもかかわってきますね。 

【高田臨時委員】  そんなこともないと思いますけれど。全日空の訓練生、自社養成の人は、も

のすごく苦労して、もうそれこそ頑張り最終的には卒業し、今はラインのパイロットをやってい

ますから、できないことはないんです。そのかわり、苦労の仕方がすごく大変だったなというの

は思います。 

【家田委員長】  おもしろい話を伺ったな。訓練機のほうがおかしいですよね、じゃあ。座席が

動かないということのほうがおかしいですよね。 

【宮下分科会長】  対応は可能なんですね。実際上。 

【殿谷理事長】  航空機の安全基準に耐空性審査要領というのがありまして、それには身長１５

８センチの乗員で、操作装置に腕が届かねばならないというような基準がございますが、足のほ

うまではちょっと記憶しておりません。 

  現実問題としては、身体検査証明の法的な身長要件というのはございませんので、要は機体を

操縦して飛ばすことができればいいという形になると思います。ですから、それは実際に機体を

飛ばす前に、よく調査をしたいと思います。 

【家田委員長】  １個質問してもいいですか。この安全運航の確保について、まだ調査中ではあ

るけれども、事故が起きていて、それでも自己評価が順調であるというＡというのはどういうふ

うなお考えの中でやっていらっしゃいますか。 

【殿谷理事長】  事故を起こして非常に申し訳ないと思っておりますが、事故の大きさと、事故

への我々の対応の状況というのを自分たちで判断をして、学生訓練への影響を最少にできたこ

と、それから事故が起きたのは鹿児島空港でございますが、鹿児島県及び周辺地域に対する影響

を最小限に抑えられたと考えて、自己評価をＡにしたところでございます。 
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【家田委員長】  なるほど。ということは、事故を起こしたという事実よりも、事故の影響とそ

の事後的な対応力を判断されたと。 

【殿谷理事長】  今回の場合は、事故の大きさももちろん考慮に入れていると思うのですが。 

【宮下分科会長】  事故は起こるべくして起こった、と言ってはいけませんけれども、起こるの

は仕方がないと。しかしそれをどう最小限に被害をとどめるかという、そちらのほうで。 

【殿谷理事長】  というところです。甘いと言われたらそうかもしれませんが、我々としては事

故対応をきちんとできたということを考慮しました。 

【家田委員長】  これぐらいの事故は起こったってしようがないと、そういうことですか。 

【殿谷理事長】  いや、そういうことではなく、事故は起こらないようにしなければいけないと

いうのはそのとおりでございます。 

【家田委員長】  分かりました。 

【羽原臨時委員】  けが人も死亡者もまずは出ていないということですね。機体の損傷だけで。 

【殿谷理事長】  そうですね。機体の損傷のみでした。また、その損傷した機体も修復をいたし

まして、この５月からまた飛んでおります。 

【宮下分科会長】  これは原因はいつごろ分かるんですか。 

【殿谷理事長】  原因は、現在まだ運輸安全委員会で調査中ですので、ちょっと我々のほうから

はコメントすることは控えさせていただきたいと思いますでは分からない。 

【宮下分科会長】  では、ほかによろしいでしょうか。 

【高田臨時委員】  ちょっとこだわってしまって申し訳ないのですが、教育訓練業務の効率化の

ところで、新しいシラバスで単発事業用課程修了というのが、飛行時間は１５０時間以上でやれ

ばいいという。１５５時間から１５０時間にしましたよね。５時間分というのは、場合によって

は優秀な人がいれば、１５０時間で技術的にチェックを受けられれば出すわけですね。それはだ

から５時間分なのですが、これはコストから見れば大きいかもしれませんが、ただ、ここに書い

てある、２回期３５人の方で何人いるのか、この間の事前説明のときに聞いたら２名だと。 

  ２名のためにそれをやるということがどれだけ、教育効果という意味ではあるのかなというの

は非常に思いました。コストに関しては間違いなくあると思いますけれども。 

  エアラインというのは、パイロットに求められるものというのは、腕のいいパイロットではな

いんです。どちらかというと安定的な。もちろん技能があるのは大事ですよ。それも大事なのだ

けれど、精神的なことだと思うんです。常に安定した精神力が保てるような、できるような人。

そういう人を求めていくので、腕はうまいんだというふうに自分で思うパイロットはあまり要ら

ないんです。 

  こういう人たちが仮に、３５人のうちの２人だけそういう人がいたとすると、やはり、精神的

にそういうところに自分で入っていく可能性がある。これは目に見えない難しい話で、エアライ

ンの中でも、こういう教育などでもいろいろ議論をしていますけれども。 

  これは、コスト的にはエアラインもやっています。最低これだけとれれば、訓練をやって時間

をやれば、あとは幅を持っています。だけど、その辺はコストパフォーマンスを見ながらやって

いるんです。 

  ここのところも、がむしゃらにどんどんやっていくというのも、よくよく見ていただきたいな



- 63 -

と。訓練生の資質とかを見ながらやったほうがいいのではないかと、僕は思います。 

【殿谷理事長】  今の委員のお言葉、我々としてもよく気をつけてやりたいと思っております。 

  今、ここに書いてあるように、やはり５時間というのはある程度のプラスマイナスの範囲の中

だと思っておりますし、学生としても、単発事業用課程の後には、さらに双発、それから計器飛

行証明の８カ月の期間が控えています。 

  これまで、２名が対象となりましたけれど、彼らに対しては、決して天狗にならないような、

精神教育というものもやっております。この２名の話などを教官から聞きますと、彼らは早く課

程が終わったから偉いという考えよりは、将来の双発とか計器飛行の勉強をやったり、これまで

の訓練を振り返ったりというように、その実科の５時間分を使っているというので、決して天狗

になるようなことのないように、今の高田委員のお話も学校でまた伝えておきますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

【高田臨時委員】  よろしくお願いします。 

【小島臨時委員】  １ついいですか。事前説明で話を聞いたときに、今のシステムと逆に、ちょ

っと遅れぎみというか不得意な人を、補習で飛んだりするという、あれはすごくいいことだなと。

早い段階で追加教育を行うというのは、キャッチアップ、すごくいいなと思いました。 

【殿谷理事長】  これまでのいろいろな追加訓練のやり方がありましたが、どちらかというとフ

ェーズの最後のところで技術レベルに達しなかったら、ではプラス何時間、とやっていたのです

が、それを変えてフェーズの早いうちから、ある科目についてできなければその時点でどんどん

追加訓練をやっていこうという形で、教官のほうも学生のほうも運用するようにいたしました。 

【家田委員長】  もう１つ質問していいですか。国土交通省との連携強化という項目がありまし

て、資料４－３を今、私は見ているところなのですが、内容はＳＭＳについて、途中は省略しま

すけれど、国土交通省航空局で説明を実施していると。また、云々云々のあり方検討会に役職員

を派遣し、云々云々について検討に貢献していると。連携強化を図っていると。 

 どちらも結構なことなのですが、これはそんなに難しいことなのかどうかがよく分からないで

す。つまり、意地悪く言うと、このくらいの連携強化って当たり前のことではないかなと思うの

ですが。あえてＳという自己評価をされているというのは、どこら辺が困難なことを乗り越えて。

もしくは、国土交通省の航空局というのはそんなに意地悪で、説明もさせてくれないとか、そん

なことなんですか。どういうことなんでしょう。 

【殿谷理事長】  そういうことではございませんで、先ほど申しました、今年の１１月から、乗

員養成機関に対しても安全管理システム、ＳＭＳというものの導入が求められております。我々

としては、我が国の公的な乗員養成機関として、これはもう一番最初に導入し、これをさらに広

めていこうという観点で、今いろいろやっているところでございます。 

  いろいろな情報収集をしたり、リスク分析等もやっているところでございまして、それに関す

るところをＳにしたものでございます。 

【家田委員長】  ＳＭＳに関して、こちらの法人が努力しているのは、これは大いに理解できる

のですが、国土交通省との連携強化というのは、これをもってそんなにすばらしい成果と言って

いいのかというのが。私はこれを読む限りあまり説得されないのですが、どんな感じかなと思っ

て。 
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【宮下分科会長】  要するに、国土交通省にこのことを取り扱う能力を持った専門家がいらっし

ゃらないのか。したがって航空大学校のほうで協力をしておられると、そういう趣旨かどうかで

すね。いないと言っては言い過ぎですが。 

【殿谷理事長】  いないということは申し上げられませんけれども、公的に国が設置した乗員養

成機関として、我々が一番積極的にやり、その成果を他の機関にも提供すべきではなかろうかと。 

そういう観点から積極的に実施しているということでございます。 

【宮下分科会長】  責任感と義務感ですか。 

【殿谷理事長】  そういうことです。 

【宮下分科会長】  で、他の方はされないという。 

【殿谷理事長】  ですから、されないということはないと思います。それぞれのところで、やは

り今申し上げましたように、１１月から導入が義務づけられるものでございますから、他の養成

機関についても、どんどん自分たちでやっていることは間違いないと思います。 

【家田委員長】  そこは分かるのだけれど、もう１回、しつこいようなのだけれど、この２１年

度計画のところを見ますと、云々云々するため、随時国土交通省との間で意見交換を行い連携強

化に努める。これが２１年度計画なんですよね。したがって、随時国土交通省との間で意見交換

されているのでしょうし、連携強化も努めたのでしょうけれど、それがＳというからには、随時

どころではなくて、もう２４時間べったり意見交換していて、連携強化といったってもう一心同

体で、課長が考えていることなんてすぐに分かってしまうとか、そういうことを言っているのか

何だか分からないんです。Ｓという意味が。僕は分からないのですけれど。 

  だって、書いてあるのは、随時意見交換を行い、連携強化に努めるというのが計画ですからね。

それを乗り越える、Ｓというのはスペシャルですから、順調どころではなくてすごく順調という

のは、どんなふうな困難があるところの、随時意見交換が困難で連携強化が難しいのかが分から

ないので。 

【小林企画室長】  企画室長の小林でございますが、よろしいですか。 

  その件に関しまして、ＩＣＡＯの基準、国際機関の基準については、国が責任を持って、この

国内法といいますか、国の法令で担保する必要があるのですが、航空大学校ではその実施機関と

しまして、先行して実施しております。これによって、国の基準をつくるための参考にしていた

だく、国と連携してそういう国の安全基準を整備していくといったものに使っていただけるので

はないかと考えております。 

  先行して行ったことで、国との連携を強化して、基準づくりに貢献をしていくことになると考

えております。 

【家田委員長】  もちろんそこは理解できるのですが。つまり、国民的に言えば、連携してやる

なんて、そんなのは当たり前の話で。独立行政法人なんですから。監督官庁と。それをあえて、

その連携するというのはかくも難しいことであってＳをつけるという自己評価をするというと

ころが、どういうお考えなのかなということを伺おうと思って聞いたのですが。 

  つまり、独立行政法人を国民がどういうふうに見ているかという中で、国土交通省と連携する

ということにＳなり何なりつけるというのは、かなりのご覚悟がいるのだと思うのですが。 

  まあ、いいです。 
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【宮下分科会長】  制度の変革に対応されたという、そこを評価してほしいということだろうと

思いますが、その程度はどうですか。 

【工藤委員】  ここの８ページの（３）の②に関してだけ言えば、私が知る限り、国交省だけと

の関係ではなくて、計画のほうはそうなのですが、実態としては、私大とかがどんどん増えてき

ている中でそっちとの連携とか、あともう１つ、こっちにちょろっと書いてあってあまり説明さ

れていなかった部分で、ＭＰＬの話が多分多いと思うんです。 

  これはまさに、確かに、最終的に法律改正があったりするときにはもちろん国土交通省なのだ

けれど、実際にこれからパイロットを養成する機関として、それからエアラインに行く人にして

も、エアライン側がどうするかという調整も含めて、中心になってやってきたという話だと私は

理解していたので、ここの部分は両方を考慮してＳと理解していまして。 

【殿谷理事長】  今ありましたように、航空機操縦士証明制度のあり方、これはＭＰＬに関する

話、技量管理に関する話等々がございました。 

【工藤委員】  航大としては、ここではやはりＳＭＳに関してか。 

【殿谷理事長】  どんどん自分たちで、今言ったＩＣＡＯの基準を実際に実施するためにどのよ

うにしたらいいかということを先行的にやってきたということを主張し書いたつもりでござい

ます。 

【工藤委員】  そうすると、今、委員長もおっしゃられたように、逆にそのＩＣＡＯの基準が、

あるいはＳＭＳはこれだけ重要なもので、今これだけ全体の話から言って重要性があるというの

が、だれにでも分かるような資料なりが、もう少しあったほうがいい。 

【宮下分科会長】  では、この評価は後で問題になりますので、今の議論も踏まえて、新たに評

価し直すということにいたしたいと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

【高田臨時委員】  つまり、航空大学校が中心になって、乗員操縦士養成機関としてのＳＭＳに

ついてイニシアティブをとって、民間操縦士養成機関だとかそういうところはまだやっていませ

んから、ＩＣＡＯの基準に準拠して１１月からやらなければいけないから、そういうことを航空

大学校がイニシアティブをとって、行政と非常に連携しながらどんどんやったのだということ

で、Ｓというふうに言われたのではないかと思うのですが。 

  多分そういうことだと思うんです。そういうことでしょう。 

【殿谷理事長】  はい。 

【高田臨時委員】  例えば私立大学だったら、今、幾つかありますよね。法政大学だとか桜美林

だとか東海大学とか。そういうところにも説明に行ったとか、そういうことも含めてなんでしょ

う。 

【殿谷理事長】  １２月に操縦士養成機関連絡会議がございました。そういう機会などを使って

実施しております。 

【高田臨時委員】  かなり中心になって頑張ってもらったということですよね。 

【宮下分科会長】  それで、この航空技術安全のニーズに即した調査研究を推進するというとき

には、既にこのＳＭＳのことが頭におありになったわけですか。今年度計画においては。 

【殿谷理事長】  はい、そうです。 
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【宮下分科会長】  それでは、ほかにいかがでしょうか。まだ審議には入っておりません。意見

をいただいているところでございます。質疑応答のところですが。 

  もう審議に入ってよろしければ、時間も押しておりますので、評価の審議に入りまして、そこ

でご意見がございましたらお願いいたしたいと思います。 

  それでは、重要な財産の処分は、また後で入ってきていただきます。とりあえず、現段階で、

法人関係者及び傍聴の方はご退室をお願いしたいと思います。 

（法人関係者、傍聴人退室） 

【委員】  それでは、前の２つの法人と同様でございますが、評定を空欄でお示ししている項目

につきまして、各項目ごとに主なご意見を事務局のほうで説明していただきまして、評定を決定

していきたいと思います。 

  それでは、ご説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局】  分かりました。それでは資料４－３、平成２１年度業務実績評価分科会長試案に沿

ってご説明をさせていただきます。 

  表紙をめくっていただいて、１ページ目でございます。 

  組織運営の効率化の業務の見直しを行い、常勤職員２名を削減するという項目につきましては

空欄としております。Ｓの評定が７名、Ａが５名でございました。 

  皆様のご意見を読み上げますと、同様のご意見はまとめさせていただいておりますが、厳しい

要員体制の中で、安全の確保を図りつつ業務内容の見直し等を行い、常勤職員の２名削減を行っ

たことは評価できる。ほかにも同様のご意見がございました。 

【委員】  ここの趣旨は、ただ単に常勤職員を削減したというのではなくて、全体の業務をアウ

トソーシングを含めて組み直したというところにある。それでもって安全が確保されたかどうか

というのは当然問題になるわけですが、このところからすれば、安全面というものも確保した上

で効率化を図ったということでございますので、Ｓが７名になっているわけです。 

  ということで、評価はＳにいたしたいと思います。 

  結局、安全の確保というものが担保できなければ、コストを下げましても全く意味がないこと

になります。これで見る限りは、業務システム全体の組み直しだというふうに理解できましたの

で、そういうふうに提案させていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  よろしゅうございますか。 

  では、次をお願いいたします。 

【事務局】  同じ１ページの一番下でございますが、人材の活用。 

  内部組織の活性化を図り、業務運営の効率化を推進するため、職員の１０％程度の人事交流を

行うとの項目につきましては空欄としております。Ｓの評定が８名、Ａが４名でございましたの

で、評定はＳとなります。 

【委員】  これは、最初の申し合わせによりまして、Ｓという評定になります。人事交流、２１

名行ったと。経年の経過を明らかにしていただいて、資料を補強できるようなものがあればつけ

ていただくことにしたいと思います。 

  それでは次をお願いいたします。 
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【事務局】  それでは、１ページめくっていただきまして２ページ目でございます。 

  上の欄、業務運営の効率化の①、効果的・効率的なシラバスの検討を行うとの項目につきまし

ては空欄としております。Ｓの評定が７名、Ａが５名でございました。 

  皆様のご意見を読み上げます。 

  新シラバスの実施と効果の検証作業を行うことによって、教育方法の改善を教育の質的効果に

結びつけるよう努力していることは評価できる。課程修了時の技能審査の見直しを行うことによ

って、教育・訓練業務の合理化とともに質の向上も図られたことは評価できる。訓練課程の効率

・能力のアップにつながる新たなシラバスを策定し、それによるきめ細かい合理化が図られてい

ることは評価できる。シラバスにおいて、ＰＤＣＡサイクルが実施されていることは評価できる。

といったご意見がございました。 

【委員】  ここのところは、ただ単にシラバスを改定したということにとどまらず、それを教育

・訓練の中にうまく回るような形で運用をしている。限られた時間内において、仕上がりベース

で技量が向上するように、ただ単に何時間やったというのではなくて、実際どこまで具体的に技

量が上がったかというところを目指した、そういう改革であると。ＰＤＣＡサイクルを行ってお

られるということなのですが、このあたりのところで７名の方がＳをつけておられるということ

でございますので、これはもちろん資料の補強も必要かもしれませんが、Ｓを提案させていただ

きたいと思います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  よろしゅうございますか。 

  それでは次をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料をめくっていただきまして５ページ目でございます。 

  ③、調査・研究を計画的に推進し、その成果を教育・訓練等に反映させるとの項目につきまし

ては空欄としておりますが、Ｓの評定が９名、Ａの評定が３名でございましたので、Ｓの評定と

なります。 

【委員】  そうですね。最初の申し合わせでＳの評定になります。 

  ここのところは先ほど議論していただいたところで、身長要件を見直したというところですね。 

  ただ、さっきご指摘がありましたような、身長要件の見直しを踏まえてうまくトレーニングで

きるかというような問題もありますので、そのあたりは今後の問題になるとは思います。 

  そこで、評価はＳですね。 

  次、お願いいたします。 

【事務局】  ページをめくっていただきまして７ページでございます。 

  ⑤、年間養成学生数を７２名とする等の項目につきましては空欄としております。Ｓの評定が

７名、Ａが５名でございました。 

  皆様からのご意見を読み上げます。 

  授業料の値上げによる受験者の減少懸念にもかかわらず、広報活動、ホームページの改善等の

取り組みを積極的に行い、受験生の拡大に向けた対策を講じ、例年並みの志願者数を確保したこ

と、また、視機能にかかわる合格基準を緩和したことにより、３次試験受験者の大幅な増加を図

るなど、あらゆる角度からの検討により、より資質の高い７２名の学生数を確保できたことは評
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価できる。といったご意見でございました。 

【委員】  視機能の、合格基準を緩和し、そして、その上で、優秀な学生を確保ということです

から、受験生の質を確保したと。時代に即したやり方であると。 

  ただ、これが将来的にどのくらい安全を確保したかという検証は必要になると思いますが、７

名の方がＳでございますし、Ｓを提案したいと思います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  それではＳにさせていただきます。 

  次をお願いいたします。 

【委員】  ちょっとすみません。８ページのところで、安全なのですが、もちろんこういう結果

で、１１人と１人でＡでいいのかもしれないのですが、ちょっと議論を残した上でＡにしていた

だきたいんです。 

  それはどういうことかというと、Ｂをつけている方が１人いらっしゃって、それは私も理解で

きるところもありまして。この評価は当然、国民に公開されるわけで、もちろん、幸いにして人

身にはならなかったわけだし、その後のテークケアもよかったのだと思うのですが、それでも、

事故を起こしたところが「順調な業務」というふうに言っていいのか。Ｂだと「おおむね順調」

なんですよね。「おおむね順調」ということは、問題はなかったわけではないけれども「おおむ

ね順調」。 

  そこはよくご議論いただいた上で、ＡならばＡとお決めになる必要があるのではないかと思い

ますけれども。 

【委員】  事故調査委員会の結論が出れば、右か左かというのははっきり分かるのでしょうけれ

ども、それまでは、状況を受け入れて真摯な態度を示すべきではないかという、社会からの意見

が出るかもしれないと。あまりにも順調、すばらしい評価だということに対しては、逆にほかの

評価が変な評価という形で見られても具合が悪いということですね。 

  これは第三者としての委員からのサジェスチョンでございまして、引きずられる必要はないの

ですが、ただ、やはり我々、内部で見ておりまして、これはＡだと思ったわけです。ただ、お１

人、Ｂがおられるということも非常に重要なポイントでございます。 

【委員】  そういう意味で意見を言わせていただくと、私はこれはＡをつけました。Ｂではない

です。 

  例えばエアラインでも、訓練機というのはやはりこういうことはあるんです。もちろん、事故

はあってはいけないのですが、ギアダウンを忘れて胴着したということは、ラインの飛行機では

もちろんあってはいけないのですが、訓練機はやはりそういうことを訓練しているわけです。だ

からいいとは言っていません、それをしないようにしなければいけないのだけれど。そのために

教官が乗っているし。それでもやはりやるんです。 

  だから、それをしないような、再発をいかにさせないかということも、訓練で大事なことなん

です。乗員養成機関というのは。 

  このことも、いい話ではないに決まっていますよね。だからおっしゃるような視点が大事だと

は思いますが、このこと自体は、訓練機というのはやはりそういう事故に陥りやすい。ＡＮＡで

もあるし、他でもいろいろこういうことは繰り返されています。あってはいけないとは思います
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よ。でも、やはりそれが訓練なんです。 

  そういう意味で、私はここをＡにしました。だからいいとは言ってはいないのだけれど、大事

なことは、訓練生というのは新人ですから、新人の人を教育するということは常にこういう、危

険と言うと変ですが、人身事故につながらないような、犯してはいけないことをいかに訓練して

いけるかというのが。まさにＳＭＳの世界になってくるのですが。 

【委員】  僕が申し上げたいのは、ぜひＢにしろという意味ではなくて、この場でこのポイント

について議論をしたという事実だけは残したほうがいいという意味です。 

【委員】  私も迷った口なのですが、この項目は安全教育のところの項目なんですよ。そういう

意味では、この事故は非常にいい教材だったなと逆に思ったんです。 

  もしその事故を問題視するなら別の項目だなということで、私は、迷いましたけれどもＡにし

ました。 

【委員】  ないんですよね、安全のところが。ほかに。 

【委員】  私も実は悩んで、一応Ａをつけたのですが、全く同じ理由で、項目は安全教育で、そ

れはやはり教訓に、どういう対応をしたか。前の事故がありましたので、それからどうしてきた

かということが重要だというふうに考えると、項目に対して、結果論として事故が発生してしま

ったかしまわなかったかというのは、ここの８ページの（２）で評価することではないだろうと

思います。 

  むしろ、そういうことがあったので、今後やはりもっとちゃんとやるべきだというのは、総合

評価のところの課題・改善点でもいいと思いますし、その他のところで述べるということで対応

するのが正論なのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

【委員】  ここで、安全教育というのは、危険を起こしてはいかんという、安全にかかわる教育

等の充実ですね。 

【委員】  この事故が、原因が分からない段階だから、そんなことは何も言えないのだけれど、

ヒューマンファクターだったらもろにここですよね。それで、機械的な、ボンバルディアみたい

な話だったら全然違う話になるし。だから軽々に言ってはいけないのだけれど、この項目と関係

ないとも限らないところはありますよね。 

【委員】  そういう意味では、これは航大の訓練が再開したということは、それなりに安全対策

を打ってやっているんですね。地元にも説明していると言っていますから、地元に説明したりし

てきちっとやった上でやっているので、それなりに対策はとられたと思います。 

【委員】  ほかにいかがでしょうか。 

【委員】  この点はちょっと難しいと思いますが、運輸安全委員会の結果を待たないとだめなの

でしょうか。 

  つまり、どういうことかというと、内部でこういうふうに改善しました、こういうふうにやっ

ていきます、その原因とは別に、その事故に対する対応というのは公表してもいいのではないか

と思うのですが。 

【委員】  それはやったんですよね。 

【委員】  それで承知して、それだったらいいということになると思うのですが。 

【委員】  事故というのは、こういう教育の場ではかなりの確率で起こるものですか。 
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【委員】  いや、そんなこともないですが。ただ、皆無ではないんです。だから、例えばＡＮＡ

でも、過去に訓練機でギアを押さずにおりたなんていうのは何例かあります。長い、何十年間の

間にせいぜい数件ということですけれど。だからといって、そういうことを訓練するのが訓練機

ですから。起こりがちだということはあるよということを言っているだけです。 

【委員】  その場合、その訓練機は教官の人も乗っていらっしゃるのでしょうけれど、それを押

していないと、教育が押していないことを把握して「おまえ、押さないとだめだぞ」と言う、バ

ックアップ教育体制というのはとられているのでしょうか。ということは、二重三重にエラーが

あったわけですよね、これは。教員にも。 

【委員】  多分あると思うのですが、それすら、もう非常にヒューマンファクターをはらんでい

て難しい。よく分かりませんけれども。このことに関しては詳しく知りませんので何とも言えま

せんけれども、多分、それでも追いつかなかったことがあるのではないでしょうか。 

【委員】  これはソロ・フライトでしたよ。 

【委員】  単独飛行。 

【委員】  単独ですか。なるほどね。 

【委員】  単独飛行でも胴体着陸したということはかなりの技術ですね。 

【委員】  確かに。 

【委員】  これはなかなか、どこに基準を置くかで。座標軸をどこに置くかでかなり違ってきま

すよね。 

【委員】  Ａにした場合には、評定理由のところにわかるように書くんでしょうね。事故を起こ

したということは大いに、まだまだ改善の余地があるところではあるけれども、という。 

【委員】  事故調査委員会の結果を真摯に待ちたいと思うと。そこまで言わなくてもいいですか。 

【委員】  そういう問題ではなくても、事故を起こしたこと自身はやはり、あらゆる組織にとっ

て、まず結果責任ですからね。謝らなければいけない。 

【委員】  これは重く受けとめなければならないということは認めてはいますね。 

【委員】  それとは別に、その後のいろいろな対応をとったとか、そういうことから考えて、こ

こではＡという判断にしたとか、そういう判断理由を書くのでしょうね。 

【委員】  事故の発生は重く受けとめなければならないと、それが繰り返されないように頑張っ

てまいりますということですから、評価調書案には確かに書いてはあるのですよね。 

  胴体着陸事故の発生は重く受けとめなければならないと。ただ、それを最小限に抑えたという

ことは不幸中の幸いであったというような、そういう書き方のほうがいいかもしれませんね。気

持ちの伝わり方が変わりますので。 

  そのあたりを、どうも皆さん方のご意見はＡを変えたくないということでございますので。た

だ、委員からもご指摘もごもっともと思います。だから、そのあたりの書き方を少し工夫してい

ただきたいということで、Ａとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

【委員】  こういう議論をしたというのが記録に残っているのが重要なんですよ。単に機械的に

パーッとやっているのではないというところがね。 

【委員】  はい。それでは次をお願いいたします。 

【事務局】  ９ページ目の一番下の段、④でございます。安全意識の向上を図るため、外部講師
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による役職員への安全教育を年１回実施する等の項目につきましては空欄としておりますが、Ｓ

の評定が６名、Ａも６名でございました。 

  皆様からのご意見を読み上げます。 

  平成２２年度に義務づけられる安全管理システム導入について試行が行われており、準備体制

が前倒しで整いつつあることは評価できる。組織全体の安全意識の向上へ向けて、理事長以下、

全役職員が参加する会議体や講習会等の場が有効に活用されていることは評価できる。外部講師

によるＳＭＳについての講習会を開催し、それをテレビ会議システムやＤＶＤ録画により多くの

者の視聴が可能になり、ＳＭＳへの理解が深められている。さらに、講演により検討をさらに進

めることができ、安全情報の分析・評価の試行が行われたことは評価できる。といったご意見が

ございました。 

【委員】  高く評価されるご意見もありますが、半々になっておりますので、ここはＡという評

価にしたいと思います。 

  それでは次、お願いいたします。 

【事務局】  １ページめくりまして、１０ページの一番下の段、②、航空技術安全行政のニーズ

に即した調査・研究の促進等の項目につきましては空欄としておりますが、Ｓの評定が７名、Ａ

の評定が５名でございました。 

  皆様からのご意見は、ＩＣＡＯのマニュアルの調査で得られたＳＭＳに関する知見を、操縦士

養成機関連絡会議において情報提供するなど、ＳＭＳの導入にも貢献しており、国土交通省を含

め関係機関との連携強化が図られていることは評価できる。試行を行った「ＳＭＳ導入に向けた

安全情報の分析・評価」に関する情報について、操縦士養成機関連絡会議で提供するなど有意義

に活用されていることは評価できる。といったご意見でございました。 

【委員】  ここが先ほど、頻繁に、随時意見の交換を、というあたりのところで、それは本当に

そうなのか、それを超えるのかというご意見がございました。委員からのご指摘がございました。 

  制度変革というものに積極的に対応されて、それのイニシアティブをとって、我が国の空の行

政の改革に寄与されたという点では、これはやはりいいと思うんです。Ｓの評価が７名おられま

すので、Ｓだと思います。 

  ただ、随時どうされたとかいうところを聞くと、もう少し何かほめ上げる内容とか、Ｓに仮に

するにしても裏づけるものがなければ、ちょっと弱いかなということが、私はちょっと気がかり

にはなりますが。 

  何か記録でもありますか。何月何日に行ったとか。 

【委員】  まあ、これは評価委員長の意見としてではなくて僕の個人的な意見で言うと、こんな

国土交通省の連携なんていうところに、そんなものはやるのは当たり前なのだから、そこにこう

いう大事なものを書くのではなくて、もっとばりっとした、ちゃんとした仕事のところに書けば、

当然Ｓですよ、これは。 

  だけど国土交通省との連携を「随時意見交換し」なんてことを挙げること自身が、まずセンス

が悪いよね。中期計画的には。そんなのは当たり前のことですからね。 

  だから、もっと違うところにすれば、当然の内容だと思いますけれど。 

【委員】  そうそう。だから、これは非常に重要なことをやっておられることは私は認めますし、
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それを皆さん、認められたのだろうと思うんです。 

  ただ、そこの根本的なところはね。こういう項目をここに入れるのがいいのか。評価項目とし

て。 

【委員】  １つよろしいでしょうか。１８番目のこのタイトルのつけ方というか、まとめ方を直

されたほうがいいのではないでしょうか。たとえば、「最新データの国土交通省へのフィードバ

ック」ですとか、「データの提供」とかいうような。 

【事務局】  計画のところには、随時国交省との連携強化に努めるという記載になっていますが、

目標は行政へのフィードバックが目的でございます。 

【委員】  フィードバック機能の充実を図るというのが、さっきも出ておりますね。 

【委員】  船会社も、十四、五年前、ＳＭＳを一斉に導入して、やはり１年ぐらい、特殊部隊と

いうか、３人ぐらいアサインして、いろいろ勉強しながらシステムをつくっていったのですが、

その後も何度も何度も書きかえとかがありましたが、かなりエネルギーは使いました。ファイル

をこんなにつくったり、一字一句、英語から日本語と、両方合わせながらやっていって。これは

かなりの仕事量だとは、本当に思います。 

【委員】  ですから、やはり業務量をね。さっき、何回行かれましたかとか言いましたが、何人

の体制でどれだけの業務量でどうされたかということが、やはり必要になってくるのではないで

しょうか。 

  その業務的な裏づけをもうちょっとしっかりと、何人体制でどういう内容でどうされたかとい

う、そこのところを裏づけていただいて、７対５でございますので、一応Ｓという提案をいたし

たいと思います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  いろいろご意見をいただいて、いいものができればそれに越したことはございません。 

  それでは次、お願いいたします。 

【事務局】  では、１１ページでございます。真ん中の欄、②です。航空思想の普及・啓発の項

目につきましては空欄としていますが、Ｓの評定が８名、Ａが４名でございましたので、Ｓの評

定となります。 

【委員】  ありがとうございます。以上ですね。あと別紙のほうは。 

【事務局】  別紙の９ページ、一番最後のページでございます。真ん中の欄でございますが、業

務改善のための役職員のイニシアティブ等という項目でございます。 

  業務改善のためのイニシアティブ等の①、法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改

善を図る取り組みを促すアプローチについてでございますが、ここは空欄としてございます。Ｓ

の評定が５名、Ａが７名でございました。 

  皆様からのご意見は、より多くの者の受験が可能となるように検討が行われ、身体検査合格基

準の一部緩和、身長基準の見直しにより、受験者数の拡大、優秀な学生確保につなげた。あらゆ

る角度からの検討が先入観なく実施され、受験生の増加のための改善がなされており、その結果、

学生の質の向上につながっている。といったご意見がございました。 

【委員】  これは、ある意味では長期的に検証されなければいけない課題なのですが、１年間で

結果を出せということですね。 
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  この結果については、先ほどの評価の中で、たしかＳの評価が出ておりましたね。私はそれで

いいと思うのですが。ここのところ、特にイニシアティブを大きく言う必要はないのではないか

なと思いますが。 

  実際上、理事長のイニシアティブはあったのですか。 

【事務局】  これを実施するにあたっては理事長のイニシアティブは当然あったはずです。 

【委員】  もちろんそうですけどね。 

【事務局】  それが特別なものかどうかの判断ですが。 

【委員】  理事長は適切な判断を下されたということになると思います。 

【委員】  Ｓが５人でＡが７人ですよね。 

【委員】  ええ。ですからＡですね。評価はＡということになります。 

  これに関連する事項はＳでしたよね、たしか。どこかにありましたね。 

【委員】  Ｓです。 

【委員】  Ｓですよね。もうそちらで評価しているのですし、これは改めて議論する必要もない

かと思います。Ａという評価にさせていただきたいと思います。 

  それでは、各項目の評価が確定いたしましたので、総合的な評定に移りたいと思います。 

  事務局から、評定の分布状況について説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、評定の分布状況についてご説明をいたします。 

  項目数合計２４項目のうち、Ｓが７項目、Ａが１７項目、ＳＳ及びＢ、それからＣはゼロでご

ざいます。 

【委員】  ありがとうございます。 

  ただいまの説明をお聞きになりましたように、Ａが最多の１７項目という結果になっておりま

す。 

  では、評価案を事務局から読み上げていただきたいと思います。 

【事務局】  それでは、皆様からのご意見を読み上げさせていただきます。 

  まず総合評価のうち、「法人の業務の実績」でございますが、全般的に航空大学校の設立目的

に沿って着実に業務を遂行しており、業務方法の改善、工夫なども積極的に取り組んでいる。厳

しい人員、経費の削減計画を着実にこなし、業務運営の効率化に努めている。航空大学校の業務

実績は、政策目的を踏まえ、業績を推進していると認められる。単発事業用課程における技量の

見極めについて、教育規程の改定等による訓練の効率化、併せて質の向上が図られていること、

国内外での調査に基づく応募基準の改定、合格基準の緩和等についても、創意工夫による効率化

の努力がなされていることを評価する。といったご意見でございました。 

  次に、「課題・改善点、業務運営に関する意見等」の項目でございます。 

  今後の新たな技能証明（ＭＰＬ）の資格設置など、パイロット養成のあり方も変革の時期にあ

り、長期的な検討が必要である。受験者の身体検査合格基準（視機能）や身長基準の要件を緩和

したことにより、受験生のさらなる確保が図られたことは評価できる。これらの身体的要件の変

更と安全との検証及びさらなる緩和の可否について、引き続き検討を期待する。効率的な組織運

営以上に、効果的な教育、効果的な組織運営を目指してほしい。最大の課題は航空機運航におけ

る安全維持であり、訓練機の事故発生に対しては迅速な対応をとり、学生訓練への影響を最小限
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に抑えたものの、胴体着陸という事故の発生を重く受けとめ、今後のより一層の安全対策に向け

た契機となることを切望する。航空大学校における操縦の基礎教育は、民間の乗員養成機関とは

違い、経済的な要素に左右されず、どこまで基本的な手順の追及を行うことができるか否かであ

り、最近はコストにかなり視点が行き過ぎて、航空大学校本来の操縦士養成ができにくくなって

いると思われる。例えば、単発事業用課程における修了要件の見直しについては、航空大学校の

操縦訓練という視点から十分吟味していただきたい。といったご意見がございました。 

  最後に、「その他」の項目といたしまして、世界の航空需要は増加を続けており、パイロット

の需要も増加する。航空大学校は縮小均衡の中期プランだけでなく、将来を見据えた長期プラン

も取り組んでほしい。将来的に私立大学においてパイロット養成がそれほど進展するとは考えら

れず、航空大学校の操縦養成業務の意義は引き続き重要である。ＳＭＳの導入・構築が的確にな

されることが期待される。航空大学校以外の養成ソースは大手２社の自社養成が過半数を占めて

いる中で、企業の養成に頼る乗員養成には安定性に欠ける面がある。日本の航空事業の将来を見

据え、安定的な乗員養成が必要になる。私立大学の操縦士養成は、学費や学生数の面において限

界があり、航空大学校の乗員養成の意義が発揮される。といったご意見がございました。 

  以上が、事前にいただきましたご意見でございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

  大体、おおむねこういうようなご意見ということでご了承いただきましたが、若干、重複して

おります部分につきましては、事務局のほうで文章をまとめていただくということを条件にお認

めいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員】  どうもありがとうございます。 

  その他、ご意見がなければ、以上をもって総合評価とさせていただきたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

  それでは、分科会といたしましては、総合評価について、これらの評価を付すことといたしま

す。最後に、総合評価はＡとし、評定理由については、評定の分布状況を踏まえ、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況が認められるという趣旨の理由を付すことといたします。 

  なお、個々の表現及び別紙につきましては、航海訓練所、海技教育機構と同様にご一任いただ

きまして、評価委員会へ報告する案を作成することといたします。 

  それでは、航空大学校の平成２１年度の事業実績評価を終わらせていただきます。 

  最後の議題がございますので、ご入場いただきたいと思います。 

（法人関係者、傍聴者入場） 

【宮下分科会長】  最後の議題に移りたいと思います。資料５、「重要な財産の処分について」

に関し、通則法第４８条第２項の規定に基づき、評価委員会の意見を取りまとめるものでござい

ます。 

  法人からのご説明をお願いいたします。 

【殿谷理事長】  資料５でございます。独立行政法人航空大学校の重要な財産の処分等について

ということで、２枚めくっていただきますと地図がついているところでございます。 

  航空大学校に隣接する市道がございます。これは航空大学校のアクセス道路であると同時に、
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周辺の赤江工業団地という団地の主要道路でございますが、幅員が６メートルと、非常に現在の

基準では狭くて、大型車のすれ違い等に困難を来しているところがございます。 

  また、歩道が設置されておらず、歩行者の安全性についても懸念が持たれているところでござ

います。私も歩いて通行しておりますが、雨の日などは非常に難渋しているところでございます。 

  市といたしましては、これを拡幅するという計画を持ちまして、この拡幅に必要な航空大学校

の用地のうち、市道に接した部分につきまして、処分面積として約６６４.２１平米の譲渡を申

し入れてきたものでございます。 

  我々といたしましては、宮崎市との随意契約により有償譲渡いたしたいと。その額につきまし

ては、現時点における評価額１,５８０万円を基礎に算定することという具合に考えております。 

  工期は約５カ月間。今年１１月に着工して、来年３月完成計画と聞いております。 

  宮崎市の場合、代金納入は工事完成後と聞いておりまして、工事の代金の納入については、場

合によっては翌年度になる可能性もございます。 

  今回の譲渡申し入れの土地につきまして、我々といたしましては、当校の用地ではありますが、

教育施設が直接存在する用地ではございません。それから、譲渡する土地に存在する柵、門扉、

立木などにつきましては、宮崎市が移転補償工事をいたします。 

  また、市道の拡張自身は、航大職員の通勤、それから学生の通行の安全性の向上、それから周

辺地域の利便向上にも資する公共事業であるので、処分についてはやむを得ないものと考えてお

ります。 

  以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

【宮下分科会長】  ありがとうございます。 

  委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思いますが、既に事務局のほうから事前に先生方の意見

照会しておりますが、その折には特に意見はないということで回答を得ております。 

  ご遠慮なくご発言を、この機会にいただきたいと思います。あるいは何か感想でも結構でござ

います。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【宮下分科会長】  よろしゅうございますか。では、ご意見はないということにさせていただき

まして、本分科会としては「意見なし」ということで、評価委員長に報告をすることとさせてい

ただきたいと思います。 

  それでよろしゅうございますか。どうもありがとうございます。 

  以上で、航空大学校の予定の議事を終了いたしましたので、進行を事務局のほうにお返しいた

します。 

【事務局】  分科会長、委員の皆様、お忙しいところ、本当に今日はありがとうございます。 

  もうしばらく時間をいただきますが、引き続きまして、中期目標期間終了時の検討に係る今年

度の分科会開催予定について、事務局から若干ご説明をさせていただきます。 

【事務局】  お疲れのところ申し訳ございません。若干ですがご説明をさせていただきます。 

  もう一度、最初に使いました事務局資料の４をご覧ください。新旧対照表が書いてある書類の、

一番最後の資料でございます。 

  次期中期目標計画の策定スケジュールにつきまして、簡単にご説明をさし上げます。 



- 76 -

  両独法、これで第２期中期計画が終了ということで、来年度からは第３期中期目標、中期計画

ということになります。これに向けまして、今、事務的な作業が既に始まっていると。 

  まず、一番上でございますが、７月２０日・２２日、この２日間に分けまして、政独委、政策

評価・独立行政法人委員会の独法分科会国交省担当ワーキンググループヒアリングというものが

既に実施されております。 

  このヒアリングを踏まえまして、おそらく今日、総務省の政独委が同じタイミングで開かれて

おりますので、それを経まして、総務省行革事務局から見直し素案提出依頼というものがあろう

かと思います。例年ですともう少し早い時期にこれが出ているわけですが、今年は作業がおくれ

ているということでございます。 

  以下想定ということで、これは例年のスケジュールどおりであればこうなるであろうというこ

とでご説明をさし上げます。 

  ８月下旬、国交省独法評価委員会見直し素案についての意見聴取が行われます。 

  そして、８月末、来月末には、総務省行革事務局に見直し素案を提出いたします。 

  その後、９月、見直し素案について、政独委の独法分科会ヒアリング。 

  そして１１月には政独委より勧告の方向性というものが指摘されます。この勧告の方向性とい

うのは、次の見直し案を策定するに当たって、大体この方向で見直し案を策定しなさいという、 

その方向性が示されるということでございます。 

  今年の末、１２月に、勧告の方向性を踏まえて見直し案を策定する。これは所管大臣、国交大

臣が、３独法に対して見直し案を策定すると。例えばスリム化ですとか、もっと自己収入を上げ

るとか、どういう見直し案になるかは分かりませんが、その方向で中期目標を策定しなさいとい

うような見直し案が示されるということでございます。 

  そして、来年の１月には、行革推進本部の見直し案が承諾されまして、見直し案が確定したと

ころで、実際に中期目標、それから並行して中期計画を策定していくと。それから、それにあわ

せまして、業務方法書の変更があればそれもあわせて行っていくと。 

  この分科会におきましては、中期目標・中期計画の策定を行う際に意見聴取をするということ

になってございますので、また来年２月ごろ、分科会を開催したいと考えてございます。 

  以上です。 

【事務局】  今後の予定については以上ご説明したとおりでございます。引き続きましてどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

  それでは最後に、本日の分科会の議事要旨の公開について、簡単にご説明をさせていただきま

す。 

  まず、本日の委員会の内容につきましては、議事の公開についての方針に基づきまして、議事

要旨を作成の上、速やかに公表することとさせていただきます。 

  なお、記載事項につきましては主な意見のみとし、評価の結果に関する記載はいたしません。 

  また、議事録につきましては、後日、その内容をご確認いただきたく、各委員に送付させてい

ただきますので、お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご発言の内容についてご確認をお

願い申し上げます。 

  なお、この議事録につきましても、評価委員会の運営規則に則りまして、評価に関する部分の
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発言者名は記載しないことといたします。 

  本日配付させていただきました会議資料等につきましては、別途郵送させていただきますので、

ご着席の場にそのままとしていただいて結構でございます。 

  以上、簡単に事務的なご説明をさせていただきました。 

  それでは、これをもちまして第１８回国土交通省独立行政法人評価委員会教育機関分科会を終

了させていただきます。委員の皆様には長時間にわたりまして議事進行にご協力をいただき、あ

りがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


